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2025年に向けた大局的議論を
全老健副会長、介護老人保健施設マロニエ苑理事長

高木 邦格

東日本大震災から 1年余が経過したが、今もな

お心身に傷を負い、避難所で困難な生活を送って

いらっしゃる方は少なくない。被災された方々に

は謹んでお見舞い申し上げるとともに、一日も早

く平穏に過ごせる日を取り戻されることを願って

いる。また、震災発生後、全老健をはじめ対応に

あたられた方々、被災地で支援活動を行われた皆

様には改めて感謝と敬意を表したい。

私は昨年 4月に全老健の副会長に就任すると同

時に、全老健の震災担当を拝命した。まずは被害

状況を把握しようと福島・岩手などいくつかの県

を訪れ、被災地や被災者の様子を目に焼き付けた。

震災担当として、できなかったこともあるが、行

政との交渉に携わった際、自分の目で見、肌で感

じたことを伝え、地震や津波による被災者および

原発避難者の受け入れを訴えることができたので

はないかと思う。

こうした未曾有の震災や経済状況の悪化などに

よる厳しい財政環境を受けて、残念ながら今回の

介護報酬・診療報酬同時改定では、大変厳しい結

果となったのはご承知のとおりだ。

それでも、改定されたいくつかの加算項目では

希望の光を見出すことができた。特に、「所定疾

患施設療養費」では、肺炎、尿路感染症、帯状疱

疹の3疾患について、300単位／日が算定可能とな

ったことは評価できる。

先般、全老健の「老人保健施設の総合的な将来

の在り方検討懇話会」（田中滋座長）が取りまと

めた中間報告、『2025年のあるべき「介護老人保

健施設」の姿』のなかにも、「老人保健施設での

医行為」という項目がある。

これまで「老健施設は医療提供施設である」と

されていながら、老健施設の利用者に疾病が生じ

た際には医療提供がなかなか困難で、やむなく病

院へ転院していただいていた例は少なくなかった。

しかし今回の改定で「所定疾患施設療養費」が新

設されたことにより、老健施設で治療できる選択

肢が増えたことは、医療体制の拡充をめざす老健

施設にとっては大きな前進だ。

また、同中間報告ではリハビリも取り上げられ

た。老健施設で行うリハビリの特筆すべき点は、

利用者の生活機能評価を丹念に行い、それに基づ

くリハビリプランを医師、PT・OT・STなどの

多職種がチームとなって関与しながら作成し、実

践・再評価へとつなげていることだ。今後も老健

施設に対し、「より高度な医療」と「より効果的

なリハビリ」の期待が高まることが予想される。

しかし一方で、私たちは高齢社会の急激な進展

にさらなる難題を突きつけられている。例えば、

どんなにリハビリに注力しても、すべての利用者

が在宅で自立して生活ができるようになるまで回

復するわけでもなく、たとえ身体機能が回復して

も、利用者の意向や家族・住まいといった環境等

の要因で、利用者が在宅に復帰できないことも決

して珍しいことではないという現実がある。

こうした実情に対応するため老健施設には、①

リハビリに重点を置き在宅復帰をめざす施設、②

生活介護をメーンとした長期入所施設、③医療依

存度の高い利用者を対象とした施設―というよ

うに、利用者とその家族のニーズに応え、地域の

実情に合わせた多様な施設形態があってもよいの

ではないだろうか。

高齢社会のピークを迎えるとされる2025年まで、

あと十数年。残された時間はそう多くはない。高

齢化した社会で世界のトップランナーとして走る

わが国が、いかに実践的な医療福祉環境を構築し

ていくのか。大局を見渡した、より深い議論が求

められているように思う。
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表紙の写真：ミナミハコフグ幼魚、2011年9月、石垣島（沖縄県）

身体は骨板でできた箱でおおわれ、横断面は四角形です。珊瑚礁や岩礁域に生息し、群れは

つくらず単独で行動します。鮮やかな黄色は海のなかでは目立ちますし、愛嬌がありますね。

…………………………………………………………………（三根浩一郎　全老健常務理事）



8●老健 2012.6

介護老人保健施設の
理念と役割

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上
をめざし総合的に援助します。また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立し
た在宅生活が続けられるよう支援します。

1．包括的ケアサービス施設
利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援しま
す。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビ
リテーションを提供します。

2．リハビリテーション施設
体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目
的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。

3．在宅復帰施設
脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケ
アを行い、早期の在宅復帰に努めます。

4．在宅生活支援施設
自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテー
ションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、
家族の介護負担の軽減に努めます。

5．地域に根ざした施設
家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村
自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積
極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。

介護老人保健施設の
理念と役割



　平成24年度介護報酬改定にも示されているように、

老健施設におけるリハビリテーション機能の重要性

はますます高まっている。本特集では去る3月1、2

日の両日、大阪で開かれた平成23年度リハビリテ

ーション研修会の内容を中心にお伝えする。 

 

（編集部） 

 

リハビリテーション研修会のシンポジウム 
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老健施設のリハビリは
信頼される生活期のリハビリ

また、浜村全老健副会長によるリハビリテーシ
ョン研修会での「老健のリハビリテーションの役
割」と、通所リハビリテーション研修会での「通
所リハビリテーションの介護報酬改定と今後」で
は、「地域には多様なニーズがあり、これに対して
老健施設としての役割を果たしていく。可能な限
り対応を行っていくなかで、一番大事なことは
『信頼される生活期のリハビリ機能』に尽きる。
そのためには孤立せず、連携を強化することが求
められる」と、地域連携の重要性を強調した。
続いて木村�次全老健理事（日本介護支援専門
員協会会長）は、「リハビリは包括的なケアマネジ
メントの上にこそ成り立つ。利用者とのかかわり
だけでなく、地域づくりに関しても、多職種協働
でのケアマネジメントを徹底してほしい。ケアマ
ネジャーと密に連携して、チームでアプローチし、

今後も一緒に自立支援型のケアマネジメントを進
めていきたい」と述べた。

2日目にはシンポジウムと
グループワークが

シンポジウム「地域包括ケアシステムにおける
老健のリハビリテーションを考える――医療から
介護・地域への連携について――」では、シンポ
ジストに新井健五氏（ミドルホーム富岡副施設長）、
野尻晋一氏（清雅苑副施設長）、浅野有子氏（涼
風苑リハビリテーション室長）――の 3 氏が並ん
だ。
2 日目に行われた講義とグループワークでは、

メインテーマを「連携」とし、①在宅復帰支援、
②在宅支援、③認知症リハビリテーション――の
3 つに分かれてグループワークが行われた。進行
は土井勝幸全老健理事・リハビリテーション部会
長で、コメンテーターは井上崇氏（伸寿苑施設長
代理）が務めた。
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本特集では去る 3 月 1、2 日の両日、大阪で開
かれた全老健の平成23年度リハビリテーション
研修会の内容を中心にお伝えする。また、浜村明
徳全老健副会長の講演のなかには、3 月10日に東
京で開かれた全老健の通所リハビリテーション研
修会の内容も織り込んでいる。 （編集部）

地域包括ケアシステムづくりで
期待される老健施設のリハビリ

リハビリテーション研修会の開会にあたって浜
村全老健副会長は「 4 月から地域包括ケアシステ
ムづくりが本格的に始まるが、そのなかで老健施
設がどのような役割を担っていけばよいのか、何
ができるのか、何が期待されているのかを考えて

いきたい」と述べた。また、通所リハビリテーシ
ョン研修会の開会にあたって浜村副会長は「特に
大きな問題は、通所リハビリと通所介護が非常に
似た機能になっているのではないか、このままで
よいのかという疑問を厚労省からかなり厳しく投
げかけられた」と介護報酬改定の交渉の過程を紹
介し、「通所リハビリのあり方について介護報酬改
定を踏まえて、さてどうするか」と、この研修会
から学び取ってもらうことを期待した。
リハビリテーション研修会では宇都宮啓厚労省
老健課長が「平成24年度同時改定に向けて」と
題して講演を行ったが、同様の内容を本誌 5 月号
特集「介護報酬改定説明会開く」でご紹介してい
るので、そちらをご参照いただきたい。
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特特 集集

老老健健施施設設ののリリハハビビリリ
テテーーシショョンン機機能能

シンポジウムの後には会場から質問が寄せられた 2日目には在宅復帰支援、在宅
支援、認知症リハビリテーショ
ンの3テーマでグループワーク
が行われた

浜村明徳氏
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地域で守られている感覚
「インクルージョン」が大事

これからますます増える後期高齢者の特徴は、
身体的には①多疾患を持っていることが多い、②
急性変化しやすい、③認知症が合併しやすい、④
安静で容易に廃用症候群をつくるなどである。
これらを踏まえてリハビリを行うが、日常の健
康管理・リスク管理が極めて重要であり、認知症
対応や廃用症候群のチェック・改善が今まで以上
に求められる。
例えば肺炎の場合、「平熱になるまで安静にして
ください」と言う医師がいるかもしれない。そう
すると廃用症候群や拘縮が進む危険性がある。状
態が悪いときは体位交換などしかできないが、あ
る程度熱が下がり肺炎も落ちついてきたら、早め
のリハビリの介入を行う。
2004年の厚労省の高齢者リハビリテーション研
究会は、「リハビリテーションは、単なる機能回復
訓練ではなく、心身に障害を持つ人々の全人間的
復権を理念として、潜在する能力を最大限に発揮
させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参
加を可能にし、その自立を促すものである」とし
ている。
リハビリの課題に関する歴史を振り返ると、ま
ず機能障害に対する機能回復訓練がリハビリであ
った。今でもこれがベースであることは変わりな
い。押さえるべき障害の評価を行っていないこと
がときどきある。リハビリは障害をきちんと診て、
治るもの・改善するものは治すことが最初の仕事
である。これは生活期（維持期）・回復期・急性
期であっても変わらない。
次に回復期リハビリ病棟が誕生する頃に

「ADLと在宅復帰」がクローズアップされてきた。

そして現在はICFなどの「生活」、そして「暮ら
し」、「暮らしぶり」が注目されるようになった。
これから在宅復帰をめざすリハビリで考えてい
かなければいけないことは「健康状態であること」、
次に「社会的な交流」、「自分のことを自分で決め
られる自己決定」、「自分らしさが実感できること」、
「地域から守られていること」などがポイントと
なる。地域から守られている感覚は「インクルー
ジョン」（包み込まれていること）という。特に
障害があり独り暮らしの人には、このインクルー
ジョンが大事である。そして「物質的にも、情緒
的にも満足感が持てること」が地域で生き生きと
暮らすことを支える老健施設のリハビリやケアの
目標となる。

老健施設のリハビリでは
見抜く力が必要

老健施設のリハビリをうまく進めるためには、
「施設の方針・方向性の共有とリハビリの理解」
が大事である。そのために、「リハビリ・ケアの流
れ（システム）の重要性を確認し流れづくり」を
行う。このシステムができたら仕事は半分終わっ
たと思ってもよい。そして、カンファレンスで大
事なことは、「どの時期に、誰が参加し、何を話し
て、何を決めるか」である。決まったことは、部
署ごとに必ず実行する。
次に、「成果や現状を共有する」ことである。チ
ームは成果を共有して初めて士気が上がってくる。
さらに外部との連携が大切である。
今回の介護報酬改定で、入所前30日以内・入所
後 7 日以内に居宅を訪問すると460単位加算（入
所前後訪問指導加算）となった。また地域連携診
療計画情報提供加算が300単位ついた。これは急
性期病院から回復期リハビリ病棟に移り老健施設

リハビリ専門職の
基本的な心がまえ

生活期リハビリというのは「生きる力を高めて
いく」ことである。そのポイントは利用者の「暮
らしぶり」にある。高齢者の機能は加齢とともに
低下してくる。一時期はよくなっても、また低下
する。そうなったとき、「ここで生きてよかった」
という満足感を持ってターミナルケアに入ってい
くことを支えるのがわれわれの仕事である。
チームのなかに喜怒哀楽に乏しく、利用者への
関心があまりない人がいるかもしれない。しかし、
そういう人もチームとして抱き込んでいくことが
必要である。
また、客観的にデータを整理することも大事だ。
施設の勉強会で、リハビリを行ってどうなったか
という成績を示し、自分の活動を数字に表して理
解してもらうことも考えていきたい。
ケアカンファレンスなどで、今後の方針を発言
する場合、利用者の生活機能がこの先どうなって
いくのかがわからないことが多い。しかしその際、
自分で情報を総合し、「この人はいつどのような状
態になることが予想され、そのために何をしてい
くべきか」を述べていくべきである。このカンフ
ァレンスのとき、老健施設でチームリーダー的な
まとめ役が悲観的で後ろ向きでは、チームはつい

てこなくなる。物事はクリアに見なければいけな
いが、どこかにポジティブな部分があるはずだ。
いつもそれを見るようにして前向きな話につなげ、
「さあ、やるぞ」と持っていかないと、チームの
元気が出ない。
また、自分が組織で孤立していないか、リハビ
リ以外の他職種で理解してくれる友だちがいるか、
組織の一員としての自覚があるか、他の職種と一
緒に組織の活動をしているかをそれぞれ自己点検
してほしい。そして組織の集まりには必ず参加す
ることを心がけてほしい。「リハビリ専門職は別」
と言う人がときどき見受けられるが、そのような
姿勢ではなかなかチームとしての一体感は生まれ
ない。さらに、挨拶はしっかりできるか、敬語が
上手に使えるか、服装や身なりに問題がないかな
ど社会性の問題も重要だ。
地域連携では、地域のリハビリ専門職の団体に
加入して情報を得て、自分の専門性を高めていく
ことが大事である。また、地域で行われるケア・
リハビリの勉強会にも必ず参加する。参加せずに
連携をしようとしても、どこの誰なのかがわから
ないので基本的なつき合いはできない。連携は自
分でつくるものだ。
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生活期では、生活そのものを見ていく。入所中
は利用者の生活がわかるので、全体を見ていくと
リハビリ効果を発揮しやすくなる。機能障害や
ADLでは変化が現れにくいが、「暮らしぶり」で
は変化の可能性があるかもしれない。
入所者のなかには障害の重い人も多い。恐らく、
老健施設の利用者の 7 割は関節可動域の制限があ
る。この関節の制限を戻す、あるいはそれをつく
らないようにする。重度の人には座位の問題と筋
緊張、リハビリで姿勢をうまくコントロールして
いくことが効果的である。

課題は
通所リハビリの質

通所リハビリには、「日常の健康管理（医学的管
理）」、「心身・生活機能の維持・向上（リハビリ）」、
「閉じこもり予防（ソーシャルケア）」、「介護負担
の軽減（レスパイトケア）」の機能がある。国際
的にもこの 4 つが通所系のリハビリの機能と言わ
れている。
これらに加えて認知症への対応も欠かせない。
認知症短期集中リハビリだけでなく、認知症のケ
アを踏まえた対応をしなければ通所リハビリの効
果が出てこない。われわれはプロフェッショナル
として認知症対応にもっと力をつけていかなけれ
ばならない。
また、廃用症候群であるが、例えば障害の重い
方は肺炎で熱発すると、痙性が強くなり、家で臥
床していると1週間後には拘縮も強くなることも
ある。例えば、軽い肺炎でかかりつけ医の往診で
治療をしている場合、廃用症候群の予防を家族に
お願いをする。また、訪問介護を利用している場
合は、介護職と一緒に廃用症候群の進行を止める
ことも考えなければいけない。

また、気管切開の方もいるだろうし、通所リハ
ビリを利用している方の終末期対応も課題になっ
てくる。そのためには例えば、ケアマネジャー・
通所介護・訪問介護との連携も大事になる。つま
り地域連携に強い通所リハビリでなければならな
い。

短時間の通所リハビリ・
通所介護との違い

回復期リハビリでは提供時間ごとの改善率がき
れいに出ており、160分を少し超えたところで改
善がフラットになる。このリハビリ時間と効果の
相関関係が学問的に証明されているため、診療報
酬ではそれを根拠に、4 年前から 3 時間のリハビ
リを提供してもよいことになった。
ところが、生活期リハビリにはこのようなデー
タがない。生活期では加齢とともに生活機能が落
ちていくため、リハビリを行うとどうなっていく
のかがわかっていない。1 時間～ 2 時間の通所リ
ハビリの短期集中リハビリ実施加算は、退院後 1
か月までは、1 週間につき40分以上の個別リハビ
リを複数回実施した場合に算定することになって
いるが、生活機能が落ちるときの対応としてこれ
でよいのかどうか。
また、退院・退所から通所リハビリや訪問リハ
ビリの開始までにタイムラグがあることが問題で
ある。調べてみると病院や老健施設からの退院・
退所の方は意外と早く、リハビリが適切につなが
っている。しかし、在宅で過ごす方が通所リハビ
リを希望して利用日を調整すると、約 1 か月近く
かかっている。
また現状は通院リハビリ・通所介護の機能が重
複しているため整理も必要である。通所リハビリ
では、必要な場合、さらにリハビリを強化すべき

へ、あるいは急性期病院から老健施設へと移る際、
地域連携診療計画管理料を算定する病院に老健施
設が情報提供した場合、300単位／回の加算とな
る。
これらに退所前訪問指導加算460単位と退所後
訪問指導加算460単位を合わせると、訪問指導と
情報提供の合計は1,680単位となる。
老健施設における短期集中リハビリは240単位
と変化はない。通所リハビリでの個別リハビリは
80単位である。
短期集中リハビリのポイントは、「入り口」で生
活機能の変化にかかわる情報を収集する。回復期
リハビリの後は、機能はほとんど変化しないこと
が多いものの、ここで見抜く力が必要だ。「回復期
リハビリを経ているから、もう変わらない」とい
う思い込みはよくない。
回復期リハビリ病棟で、あまり活動性の高くな
いリハビリを行い、病棟では、実際歩けるのに歩
かず一日中寝間着を着て、リハビリ室に行くとき
だけトレーナーに着替えるというような場合があ
る。そのような方は老健施設に来てから生活機能
が回復する事例もあるので、決め込んではいけな
い。
在宅リハビリも同様である。通所リハビリや訪
問リハビリを経験していて生活機能を上げるのが
難しい場合でも、機能向上のためのさまざまなリ
ハビリがあるので、そこは見抜く力が必要だ。
機能の落ち込みが長く続いてしまうと、回復は
難しい。ケアマネジャーから早く紹介してもらい、
ショートステイでも、2 か月の入所でもよいが、
とにかくかかわりができれば老健施設の力を発揮
しやすい。この入り口での見通しが大事である。
きちんとした目を持って予後予測をするのがわ
れわれの仕事である。入所のときから退所後の在

宅での生活が可能かどうか、見通しを持ってリハ
ビリを行うことだ。例えば、入所のときに本人・
家族に「安定してきたら早めに帰っていただきま
す」と施設側から提案してもよいのではないか。

リハビリ適応と在宅復帰の
可能性の判断が重要

次のポイントは、リハビリ適応と在宅復帰の可
能性の判断である。落ち込みの幅が大きいと改善
が困難な場合も多い。生活機能が急速に下がると
予測されるケースもある。この場合、生活機能が
下がることを前提として、利用者の状態に合わせ
て対応する。生活機能改善の予測が立つのかどう
か、在宅復帰は可能かを考えながら、入所を決め
ていく。
カンファレンスとケアプランでは、目標設定が
大事である。漫然としたリハビリマネジメントや
目標設定が不十分なリハビリは避けたい。心身機
能、廃用症候群も変化してくる。しかし、麻痺や
筋力は回復しない場合が多い。どうしても加齢と
ともに筋力は落ちていく。疾病の内容によっては
悪化することが予想されるものもある。
また、機能は変わらないが、ADLが変わる場
合もある。環境の改善、負担軽減など、目標をは
っきりさせることが大事だ。
リハビリはチーム全員で行わなければならない。
看護・介護職のリハビリ技術の向上がこれからも
っと大事になってくる。その意味で、介護職への
リハビリの技術移転を上手に行っていくことが課
題になるのではないか。
実際に歩ける人は可能な限り歩いてもらう。し
かし、これを行うと転倒の可能性が増える。転倒
事故の予防なら、車椅子に乗ってもらえばよいが、
それでは自立した生活にはならない。

14●老健 2012.6
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今日はやめようか」と言う人がいる。その人の傾
向をつかみ、他の曜日に振り換えを行い、利用者
にきちんと予定どおりにリハビリを行ってもらう
ような工夫も必要ではないか。

地域包括ケアシステムと
老健施設のリハビリ支援機能

訪問リハビリを 1 か月行い、その後、地域の訪
問介護・通所リハビリサービスに移行する場合、
これも連携がポイントになる。通所サービスを3
か月頑張り、さらに継続という場合もあるし、他
のところにお願いするという場合もあるだろう。
老健施設に入所ということもある。在宅復帰後の
1 か月間は訪問リハビリで対応し、他のサービス
を入れながら、また悪くなったら入所ということ
も考える。
地域包括ケアシステムだが、介護給付費分科会
のヒアリングで「在宅リハビリ支援センターのよ
うなものが必要ではないか」と提案した。今後、
かかりつけ医へのリハビリ支援や地域のいろいろ

な支え合いを強化していくために、在宅リハビリ
支援センターを老健施設やリハビリ病院が行った
らよいのではないか。そこがかかりつけ医・ケア
マネジャー・ヘルパーなどに対する支援、介護予
防事業への支援、住民・関係者へのリハビリ的な
啓発活動、そして在宅リハビリサービスを行って
いく。そうすると老健施設は非常によい形で地域
包括ケアのなかで機能でき、評価されると思う。
地域には多様なニーズがあり、これに対して老
健施設としての役割を果たしていく。可能な限り
対応を行っていくなかで、一番大事なことは「信
頼される生活期のリハビリ機能」に尽きる。その
ためには孤立せず、連携を強化することが求めら
れる。
「地域包括ケアシステムの構築」という方向性
のなかで老健施設は頑張っていかなければならな
い。地域から声がかかったら必ず参加し、それに
応える。そういう気概を持ち、2025年には老健施
設がすばらしい機能を地域で果たせるように願っ
ている。

ではないか。
介護報酬改定により通所リハビリでは、個別リ
ハビリ実施加算は1 日複数回算定可能となった。
3 か月まで1 回80単位を複数回できる。1 ～ 2 時
間未満の短時間通所リハビリのなかで最大 5 回行
える。また、短期集中リハビリ実施加算は実施日
ごとで1 月以内120単位と1 月超3 月以内60単位で
ある。
通所リハビリの基本サービス費の見直しでは、
所要時間1時間以上2 時間未満、3 時間以上4 時間
未満は変更はなかった。4 時間以上 6 時間未満の
場合は、マイナスになる。要介護度が高くなるほ
どマイナス幅は多くなり、約2.5％ダウンの試算
となっている。
一方、通所介護には個別機能訓練加算がある。
通所リハビリと通所介護の違いは大変に紛らわし
い。厚労省は「通院リハビリを短時間の通所リハ
ビリに移行してほしい」と考えているようだ。課
題は通所リハビリの質の問題と、通所介護との違
いである。私は通所介護の個別機能訓練よりも、
老健施設の通所リハビリのほうがリハビリを行っ
ていると確信している。そこでそれを実証するた
めの評価表を今後つくっていく。

運営の工夫、リハビリの成果を示し
利用者を増やす

利用開始時には利用者の居宅訪問をして、リハ
ビリの提供計画を策定する。利用開始時だけでは
足りない場合、随時訪問する。そして、実績を出
していきながら「生活機能が落ち込んだ、家で何
をしているかわからない、独り暮らしだがご飯を
きちんと食べているのか、ホームヘルパーが行っ
ていない」と何か疑問に感じた場合、すぐに訪問
する。訪問することによって通所リハビリのリハ

ビリ計画書、リハビリの中身が変わる。これで成
果が出てくるのなら、それをもとに制度の改革を
訴えよう。
「報酬をください。そうしたら対応します」と
いう手法はもう通じない。「こういうことを試しに
やってみたらこんな成果が出た。従って、これは
制度にすべきである」という方法でないと理解し
てもらえない。
短期集中リハビリは変更がないが、短期集中リ
ハビリ実施加算に含まれていた個別リハビリ実施
に係る評価を切り分ける見直しがあった。これら
の加算を合計するとこれまでとまったく同じ単位
になる。1 ～ 2 時間の通所リハビリで、個別リハ
ビリ実施加算は 1 日に複数回算定できる。例えば
通所リハビリを2 時間実施する方がいるとすれば、
1 か月目まで、算定上限は 2 時間であるから20
分× 5  回＝100分、マックス 5 回ということだ。
介護予防は下がっている。ここで複数のプログ
ラムを組み合わせて実施をすると、選択的サービ
ス複数実施加算のⅠは運動器機能向上加算、栄養
改善加算、口腔機能向上加算のうちの 2 つを組み
合わせると月に480単位の加算、3 つを行うと700
単位の加算となった。
大事なことはリハビリの成果を出し、リハビリ
の利用者を増やすことである。そして地域連携を
強化し、リハビリ・ケアの成績を上げることで、
「老健施設の通所リハビリに来たらこんなによく
なる」とアピールし利用者を紹介してもらう。
また、健康管理を十分に行うことも大切である。
入院・入所をなるべく少なくするようなリスク管
理ができればよい。「今日は少しおかしい」などの
情報を看護職に伝える。
さらに、通所リハビリを休む人が少なくない。
天候などによって休む傾向がある。「雨が降ったら、
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十分な説明ができていないからだと考えている。
利用者・家族は詳しい説明がないため不安になり、
リハビリを過酷なものと認識しているのかもしれ
ない。何のためにリハビリをやるかイメージがで
きず、その上お金がかかると捉えられてしまった
ら、「リハビリはいらない」という方がいてもおか
しくはない。もし、適切な説明をケアマネジャー
が行えていないようなら、リハビリ専門職の皆さ
んに代わりに行っていただきたい。ぜひ、ケアマ
ネジャーをサポートしていただきたい。
ケアマネジャーのなかには医療のことがよくわ
からず、誰に何をつないでよいかもわからない人
もいる。
そのため、今回の法改正議論のなかで、ケアマ
ネジャーの職を巡っては不要論がとび出し、特に
「施設のケアマネジャーは要らない」とまで言わ
れた。現在、何とか持ちこたえているが、この先
はどうなるかわからない。今回の報酬改定にあた
り、地域包括ケア推進の一環として重要視されて
いる「住宅サービスの充実と施設の重点化」、「自
立支援型サービスの強化と重点化」の流れのなか
で、少なからずケアマネジャーの行く末を懸念し
ている。
訪問介護・訪問リハビリの際に、サービス提供
責任者とリハビリ専門職が利用者宅へ同行し、共
同で介護計画を作成することへの評価が新規に認
められた。本来ならば、ケアマネジャーがアセス
メントを行い、必要なケアプランの原案を作成す
る。しかし、実際にはケアプランにもとづく個別
の介護計画の作成がうまくこなせていないため、
多職種協働での計画作成が求められているのでは
ないか。
私はこのリハビリ専門職と訪問介護の連携強化
に対して怖さを感じている。定期巡回・随時対応

サービスの創設についても同様である。これは訪
問介護と看護職が密に連携しながら24時間随時サ
ービスを提供するものである。24時間軸で利用者
をみることができるので、アセスメントとケアプ
ラン作成は自然と事業所の訪問介護や看護職に委
ねられ、ケアマネジャーは不要だと言われかねな
いからである。
これらはリハビリを効果的に入れるために必要
なプログラムであると理解している。今回の改定
はケアマネジャーにとって厳しい面もあるが、ケ
アマネジャーの資質が試されていると考え頑張っ
てほしい。

ケアマネジャーに期待する
大きな意味でのマネジメント

ただし、私は希望を持っている。ケアマネジャ
ーを何とか国家資格にしたい。大学をつくり、ケ
アマネジメント論をきちんと勉強して実務を行い、
医師等と対等に話ができる職種にしなければいけ
ないと考えている。資質向上のためには、もちろ
ん教育・研修体制が必要になる。しかし、ここで
は効果的なリハビリを実施するためにケアマネジ
ャーはどのような工夫をしていくべきかをお話し
したい。
地域で65歳以上の人たち100人を無作為に抽出
して要介護認定の審査をした場合、要支援以上の
割合は平均約18人である。つまり、65歳以上の高
齢者のうち、平均で約 8 割は元気な方である。し
かし、年齢別に見ると、90歳以上は68％が要介護
認定を受けていて、ほとんどの人がサービスを利
用している。現在、75歳の要介護認定率は13.7％
であるが、2025年には団塊の世代の人たちが75歳
になり、75歳以上の高齢者の全人口に占める割合
は18.2％になると予測される。このままいくと、

医療から介護へとつなぎ
効果的なリハビリを

介護保険制度開始から丸12年経った。いまだに
さまざまな問題を抱えているが、日本の介護保険
は世界で注目されている。世界中からわれわれの
ところにたくさん視察が来て、「介護予防ケアマネ
ジメントを教えてほしい」という要望もある。一
昨年の5 月には、OECD（経済協力開発機構）の
上席医療分析官からいろいろと質問を受けた。
諸外国との交流を通して、日本の介護保険シス
テムは輸出できるぐらいに優れていると言える。
彼らはまだまだ日本の介護保険システムには追い
ついていない。今回の介護報酬改定を通じてより
よいシステムに進化させるためにどうするかを考
えていきたい。
平成24年度の介護報酬改定は、診療報酬との同
時改定であった。社会保障と税の一体改革で医
療・介護の連携強化、包括的・継続的ケアマネジ
メントの提供などをしっかり行っていく方針が閣
議で決定された。私は全老健の理事として、リハ
ビリ推進役をお手伝いさせていただいた。介護保
険法改正の議論の最中に衆議院に招請されたとき
は、リハビリの重要性はもちろんのこと、医療か
ら介護へのつなぎがうまくいっていないことを述
べた。

介護サービスを利用している方の自立を促すた
めに、リハビリは欠かすことはできない。介護サ
ービス提供者側の指揮者であるケアマネジャーに、
効果的なリハビリを実現させる自立支援型のケア
マネジメントの推進を促すと同時に、医療側の指
揮者である医師との連携強化を図りスムーズなサ
ービス提供をめざしてほしい。

地域包括ケア推進へ向け
試されるケアマネジャーの資質

介護保険法第二条二項には介護保険の保険給付
の目的が記載されている。これは一言で言うと、
「単なるお預かり、お世話サービスにはお金は出
ません」という内容である。つまり、リハビリの
効果が求められている。続く第四条には、「国民は、
自ら要介護状態となることを予防するため、加齢
に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の
保持増進に努めるとともに、要介護状態になった
場合においても、進んでリハビリテーションその
他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを
利用することにより、その有する能力の維持向上
に努めるものとする」とある。
しかし、実際はリハビリを拒否している利用者
が40％もいることが調査の結果判明した。明確な
原因は不明だが、これはケアマネジャーの知識が
不足しているため、利用者にリハビリについての
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予後予測・見込みを含めた情報の共有をしなけれ
ばならない。その上で、入所判定会議にかけ、何
か月か入所してもらい、自宅（サ高住含む）へ戻
ってもらう。戻った後も、何かあればすぐにまた
入所できるような調整が必要である。

要介護状態になることを
できる限り予防するために

平成18年度の介護報酬改定以前のケアマネジメ
ントは目標設定が不適切であり、訪問介護は利用
者のお手伝いばかりをやっていた。その後、「自
立支援型のケアマネジメントに変えていかなけれ
ば」と、介護保険のケアプランの考え方の軸をは
っきりさせるため、「新予防給付におけるアセスメ
ント・ケアプラン作成の考え方」をまとめた。こ
れは、まさに地域包括ケアシステムのなかでのケ
アマネジメントの考え方である。
特に、「要介護状態になることをできる限り予防
する」というのは、介護予防ケアマネジメントの
目標である。本人ができることは本人にしてもら
わなければいけない。まずこれが基本となる。し
かし、実際は訪問介護サービスが買い物や配食な
ど、利用者ができることまでお手伝いをしてしま
っている。求められるべきは利用者への適切なサ
ービス提供である。
そのために必要な介護予防ケアマネジメントの
ポイントについて、順にマネジメントのプロセス
を踏んで説明したい。まず、最初にアセスメント
を通じて、利用者の自発的行動を促進させ、目標
とする生活をイメージできるようにアプローチす
る。そのためには利用者・家族の視点に立ち、リ
ハビリについて説明することが求められる。例え
ば、「15cmぐらいの階段を3 段、4 段上がることが
できるようになれば、駅のプラットフォームの階

段も上がれるようになり、孫のところまで行ける」
など、そういったサービス利用後の生活を利用
者・家族が容易に想像できるかが大事である。
また、ここでは生活機能の低下の原因、背景の
分析もポイントになる。ケアマネジャーは病気の
安定性などの医学的知識に乏しい面があると指摘
されている。しかし、その情報は予後予測を立て
る上で重要になってくるので、医療専門職の方に
は連携をお願いしたい。
次に、目標の設定である。気をつけなければな
らないことは、利用者・家族のめざす生活と一致
する目標を設定することである。さらに一定期間
で達成可能であるか、価値観などを考慮して、ケ
アプランを作成しなければならない。介護予防ケ
アマネジメントの目標であるセルフケアを第一に、
インフォーマルサービス、公的サービスなど順々
に盛り込んでいく。そして、作成したプランの原
案をサービス提供事業者と共有し、チームで取り
組んでもらいたい。
サービス担当者会議は合意形成の場である。多
職種がさまざまな立場から意見交換を行い、担当
チーム内で知識・認識の共有をしていただきたい。
担当チーム内での合意はもちろん、利用者との合
意を得た後、ケアプランの実施となる。
モニタリングでは、利用者の生活状況の変化に
対して、適切なサービス提供が行われているかの
チェックを心がけてほしい。モニタリングを通じ
て、目標を達成できた点・できていない点につい
て達成の評価を行う。必要に応じて再度アセスメ
ントを行い、できていない点についてどうすべき
かをチームで取り組む。このような循環型プロセ
スを必要ならば繰り返し行う。これがケアマネジ
メントであり、ケアマネジャーがそこでリーダー
シップを発揮することを期待している。

介護保険制度が維持できなくなる可能性もあり得
ない話ではない。
ケアマネジャーは地域を一体的にみて、介護予
防マネジメントを効果的に実施するとともに、利
用者の状態に合った医療・介護サービスの機能を
活用し、国民がいつまでも元気でいられるような
お手伝いをしてほしい。それこそが包括的マネジ
メントである。
しかし、包括的マネジメントはケアマネジャー
の力だけでは機能しない。市町村や、地域包括支
援センター・居宅介護支援事業所と連携を取って
地域包括ケアシステムを構築し、推進してほしい。
病気になったら、急性期病院で治療を受け、回復
期リハビリ病棟、もしくはかかりつけ医へ移りリ
ハビリを行う。入退院・在宅復帰後は在宅医療連
携拠点・地域包括支援センター・ケアマネジャー
がマネジメントを主宰する。こうした地域包括ケ
アシステムのなかで、ケアマネジャーには全体的
な、大きな意味でのマネジメントを期待したい。

住む場所と利用者の状態像
地域を一体的にみたマッチング

平成22年度に「医療施設・介護施設の利用者に
関する横断調査」が実施され、施設側が最も適切
と考えるサービス利用者の今後の療養生活場所を
調査した結果が報告された。老健施設利用者の約
40％は、「実際は特養が適切」となった。
これをケアマネジメント側から見ると、住む場
所と利用者の状態像のマッチングができていない
状態であると言える。本来、老健施設がふさわし
い利用者の状態像とは、リハビリにより、在宅復
帰ができる方ではないだろうか。そのような利用
者がどんどん入ってきて、自宅に帰っていく。そ
れが本来の老健施設の姿だろう。

しかし、実際は簡単ではなく、家族の問題もあ
り、「1 日でも早く親を施設に入れてくれ」という
声も少なくないのである。老健施設はニーズに応
えて柔軟に受け入れをする。その結果、利用者・
家族にとっては、特養も老健施設も療養病床もた
だ入れさえすればよくなってしまうのである。こ
れでは自立支援を促すことはできない。住む場所
と状態像とのミスマッチについては、今回新設さ
れた入所前後訪問指導加算をうまく取り入れ、解
消の方向へ持っていってほしい。在宅復帰させよ
うとしても、家族が「もう一緒に住みたくない」
といった場合、この利用者たちはどこへ住めばよ
いのか。ここでも必要になってくるのがマネジメ
ントである。
介護保険施設には、老健施設だけではなく、特
養や療養病床もある。ケアマネジャーは利用者の
状態に合わせ、適応する施設を選択し、そこで機
能を発揮してもらえばよい。
単身世帯と老老世帯の利用者は単純に自宅に帰
ってもらうのではなく、必要であればサービス付
き高齢者住宅（以下、サ高住）への入居を勧める。
サ高住とは、高齢者の居住の安定を確保すること
を目的として、介護・医療と連携し高齢者を支援
するサービスを提供する住まいである。この施設
には、ケアの専門家が常駐しているだけではなく、
介護・医療・生活支援サービスが提供、併設され
ている場合がある。そこで利用者の状態に合わせ、
訪問リハビリや通所リハビリを利用していただく。
こうすることで施設に入れない要介護の高齢者た
ちが減少する。まさにこれがマネジメントである。
自宅か施設かではない。住む場所と状態像のマ
ッチングを考え、利用者の入所前後を見通した全
体的なマネジメントを行ってほしい。それには、
施設のケアマネジャーが在宅のケアマネジャーと
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グが効果的である。コーチングとは、コミュニケ
ーションを重ねながら、目標達成に必要なスキル
や知識を利用者に備えさせ、目標に向けた行動を
促していく手法である。事例を通じて、コーチン
グの例を紹介したい。
これは看護職がアプローチした例である。大腿
骨頸部骨折で入院しているBさんは、歩行練習の
ため毎日通っているリハビリに難色を示し始めた。
このようなとき、「どうしたんですか、リハビリが
嫌になったんですか」とBさんに聞きたくなる。
しかし、このときの担当看護職は、「何でもできる
としたら、今一番したいことは何ですか」と少し
視点を変えて話しかけた。Bさんは少し考えてか
ら、「庭の手入れが好きなので、一日中庭いじりを
したいな」と答えた。
こうして話を聞いていくと、Bさんの生きる楽
しみは、自分の庭で花をたくさん咲かせ、それを
待つ近所の友人に配ることであるとわかった。何
より大事なのは、Bさん本人の言葉でゴールを話
してもらうことである。コーチングには、「すべて
の答と能力は、患者・利用者のなかにある」とい
う考えがある。コーチングは、答と能力を導き出

し、気づきを与える。それが最初のステップであ
る。
その後、看護職は、「Bさんが、庭の手入れがで
きるようになるために、邪魔になっていることは
何ですか」、「邪魔になっているものを取り除くた
めに、私たちスタッフに今できることはあります
か」と質問をした。そうすると、Bさんは「リハ
ビリすることだね」と答えた。
コミュニケーションを通じてゴールを明確にし、
お互いにゴールを共有してほしい。そして、それ
はあくまでも患者・利用者の自己決定によること、
正しい情報をしっかり与えて、どうするかを決め
てもらうことである。
リハビリはケアマネジメントの上にこそ成り立
つ。利用者とのかかわりだけでなく、地域づくり
に関しても、多職種協働でのケアマネジメントを
徹底してほしい。ケアマネジャーと密に連携して、
チームでアプローチし、今後も一緒に自立支援型
のケアマネジメントを進めていきたい。これから
も利用者の幸せづくり、実現したい生活を支える
ために、よりよいケアマネジメントをしていただ
きたい。

利用者の価値観に目を向けた
リハビリテーションマネジメントを

利用者に主体的なサービスの利用を促し、リハ
ビリを積極的に行いたくなる気持ちに持っていく。
また、アセスメントを通じて、利用者とスタッフ
間でも目標の共有を図る。
これらのプロセスにあたっては、利用者の価値
観やライフスタイル――生活機能モデルの個人因
子に目を向けることでリハビリの効果が上がるこ
ともある。
在宅ケアを受けている85歳の女性Aさんの事例
を紹介する。当初、ケアマネジャーは訪問介護を
入れるケアプランを作成した。しかし、Aさんは
訪問するヘルパー全員に「来るな。いらない」と
いう声を上げた。Aさんは認知症であり、症状は
かなり進行していた。
ケアマネジャーは原因を探るため、「認知症の人
のためのケアマネジメントセンター方式（センタ
ー方式）」を利用し、Aさんの価値観について検討
した。そこで、Aさんは昔から倹約家であること
がわかった。ヘルパーを拒否した理由は、なんと
ヘルパーが水道の蛇口から出す水の量であった。
われわれが普通に使っている水の量が、Aさんに
とっては非常に不経済であり、耳障りな音であっ
た。しかし、そのことがわかるとスタッフ全員で
情報を共有して、水道栓をしぼって水を使うよう
になり、それ以来Aさんに「来るな。いらない」
とは言われなくなった。
このようにその人の個人因子・環境因子に目を
向けていなければ効果的なリハビリにはつながっ
ていかない。明確な目標を持ってケアプランづく
りをやってもらいたい。現在でも各施設でリハビ
リテーションマネジメントをしっかり取り組んで

いるとは思うが、もう一度振り返り、改めてマネ
ジメントについて考えていただきたい。

元気な高齢者でも
やる気が出ない

老健施設が対象にしている利用者の多くは要介
護4 ～ 5 の方だろう。今回の改定により、在宅復
帰・在宅療養支援機能加算の新設等の流れから、
より軽度の方が短期的に入所することも考えられ
る。そういった方へのアプローチに関して提言を
したい。
高齢者のなかには100歳になっても自分の足で
歩き、口から 3 食とる元気な方がいる。一方で、
そうではない方も大勢いる。元気そうにみえるが、
生活機能が少し弱くなり、要介護状態になるおそ
れのある高齢者を二次予防事業対象者という。高
齢者の自立した生活を妨げる要因は何であるか、
それを見つけて取り除くために二次予防対象者の
心の世界を見ていく必要がある。
介護予防で使っている基本チェックリストを用
いて、二次予防対象候補者（要支援ではないが生
活機能レベルが落ちている方）を対象にうつ状態
を調査した。その結果、元気でも、やる気が出な
い方が全体の半数もいた。
抑うつ感情が高まると自発的な行動が少なくな
り、廃用症候群が進んでしまう。それで運動機能
が低下すると、自信と意欲もさらになくなってし
まい、まさに悪循環である。利用者の心のなかを
探りながら、何が原因でそうなっているのかを探
し出して自立の方向に導いていく。

利用者のなかに答をみつける
コーチングの実践を

利用者の自発的な行動を促進するにはコーチン
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これなら老健施設だったら生き残れるのだから
よいではないかと思うかもしれないが、そんな安
閑安泰としたことではない。それは、生き残れる
のはあくまで在宅復帰支援の機能を発揮して中間
施設としての役割を果たせている老健施設だけで
あるからだ。つまり、在宅復帰の役割が果たせて
いないようなら老健施設でも生き残れないと言っ
ているのである。繰り返しになるが、好むと好ま
ざるとにかかわらず、今後の地域包括ケアシステ
ムの現実のなかで生き残っていけるのは、在宅復
帰支援施設としての役割を果たすためにリハビリ
施設としての機能を発揮している老健施設と言え
るのだ。

ケアとリハビリと生活を
決して分けないこと

ではどうすればよいのか。そのポイントは「生
活期リハビリの充実」にある。
地域包括ケア研究会報告書では、地域包括ケア
を支えるサービスのあり方について次のように示
している。リハビリはリハビリ専門職が直接サー
ビスを提供するだけではなく、ヘルパーに在宅に
おける機能訓練方法を指導するなどして、自立支
援型の訪問介護の徹底・普及を図るというもので
ある。
これは訪問サービスに限らず施設サービスにも
通じる。つまり、生活期リハビリはリハビリ専門
職だけで行うものではなく、介護職など他職種を
いかに巻き込むのか、有効活用するのかが重要で
ある。リハビリ専門職の人数自体が少ない時代に
OTになった私も、この22年間、ずっとそれを課
題にして現場の実践を進めてきた。
そして同報告書は、まずは「適切なケア」とは
どのようなものかといった「ケアの標準化」に向
けた合意形成を、専門職が中心になって進めるこ

とが大切だとしている。
「適切なケア」に関する合意形成はたしかに
「生活期リハビリの充実」のカギだが、報告書が
言うような専門職が中心になって進めるというこ
とについては、私は意見が異なる。ケアのバイブ
ルである『ケアの本質』のなかでミルトン・メイ
ヤロフは、ケアとは「相手の成長を助けること」
「自己実現を助けること」と書いている。これは
リハビリの本質にも通ずることであり、私は「ケ
アと生活とリハビリを決して分けないこと」が老
健施設における実効的な生活期リハビリの肝であ
ると考える。だから「適切なケア」の合意形成も
専門職だけで進めず、多職種で行わなければいけ
ない。改めて強調したいのは、「適切なケア」とは
すなわち生活に密着したリハビリなのだというこ
とだ。
例えば、100名の利用者に対して密度の高い生
活期リハビリを数名のリハビリ専門職だけで提供
するのはむずかしい。ケアと生活とリハビリは常
にセットで捉え、3 つを融合させたなかで、いか
にして効果的なリハビリを実現するかを考えなけ
ればうまくいかないだろう。そのカギとなるのが、
多職種協働で行う生活リハビリ（リハビリテーシ
ョンケア）だ。
これこそが地域包括ケアの重点項目である医療
と介護の連携を現場レベルで実践することなのだ。
施設において利用者の24時間365日の不断の生
活を支援しているのはケアスタッフである。とに
かく、キーパーソンとなるその人たちに、「ケアと
リハビリと生活はセットだ」という意識を持って
もらうことが重要だ。私は、口癖のように「現場
のケアスタッフの皆さんこそが、本当のリハビリ
の先生なんです」と言う。われわれリハビリ専門
職は裏方に徹するぐらいの気持ちがないと、うま
くいかないだろう。

在宅復帰支援とリハビリが
生き残りのカギ

当施設の名称「ミドルホーム」は「中間施設」
という意味である。つまり、まさに老健施設のあ
り方そのものを名前にしたもので、開設以来23年
間、それを愚直なまでに堅持してきた施設である。
今日は、そこで22年間矜持をもってやってきた老
健人の私から、今だからこそ、この老健施設のあ
り方の原点「中間施設」、「在宅復帰支援」の見地
から、地域包括ケア時代における老健施設のリハ
ビリについて、多職種協働のリハビリという視点
で意見を投げかけたい。
ところで皆さんの施設は、｢中間施設｣、｢在宅復
帰支援施設」としての機能を発揮できているだろ
うか。社会保障と税の一体改革の議論でも、老健
施設の在宅復帰機能の強化が取り沙汰された。老
健施設は、運営基準で「その者の居宅における生
活への復帰を目指すものでなければならない」と
されている。老健施設は地域包括ケアシステムの
なかでどうすればよいのかは、ここに要約されて
いると思う。私がまず皆さんに提案したいのは、
｢老健施設は在宅復帰支援施設である」というこ
との再認識化である。まさにこれが老健施設の矜
持であって、中間施設として生まれた老健施設が
そこを捨てたらその存在意義が消失してしまう。

それからもう1 つ、「老健施設はリハビリテーシ
ョン施設」である。これは機能訓練ができる施設
を指すのではない。リハビリテーション施設とは、
生活期のリハビリを多職種によって構成されるチ
ームアプローチによって進める施設のことである。
だから皆さんには、在宅復帰支援施設となるため
に、リハビリ施設としてどのような機能を果たし
ていけばよいのかという視点を持ってほしい。こ
れが、老健施設が生き残っていくためのカギだと
思う。
「地域包括ケア研究会報告書」でも同様の見方
が示された。皆さんもご存じのように、この報告
書は2025年の超高齢社会における地域包括ケアの
あり方を定めたものである。
そのなかで2025年の地域包括ケアシステムの姿
として、施設の有効活用に触れている。要約する
と「在宅復帰に向けて生活期のリハビリテーショ
ンを集中的に受ける必要がある者のために、リハ
ビリテーションスタッフが重点配置された施設が、
病院と住まいの中間施設と位置づけられている。
それ以外の従来型の介護保険施設は『ケアが組み
合わされた集合住宅』となる」という。
これは大きな問題を投げかけることになった。
なにしろ、在宅復帰に向けてリハビリを行う中間
施設以外は生き残れないと公式に表明されたよう
なものだからだ。
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いデータである。

その人らしい生活のなかの
楽しみを活用したリハビリを

私の施設では、多職種が、利用者が家に帰った
ときに何が必要なのかを考えて関わってくれる。
例えば、歩行ではトイレと自室の数メートルだけ
でもしっかりと歩けるように取り組む。在宅生活
には100メートル歩けることより、家での実際の
生活に即した距離を安全に自信を持って歩けるこ
とのほうが必要不可欠だからだ。そして、それを
リードしてくれているのがOTたちだ。
また、生活リハビリの一環で「楽しみを活用す
る」という取り組みをしている。本人がしたいこ
との実現に着目してそのエネルギーを活用するも
ので、ケアマネジャーは、その視点から利用者
個々の目標やプランを立てることにこだわってく
れている。まさに、自己実現の支援だ。生活リハ
ビリとは、ADL場面だけで行うものでも、単純
にADLの向上を目標とするものでもない。
例えば、焼き肉を食べに行きたいという利用者
がいれば、その思いを実現するために必要なこと
を考える。そして「店まで歩いて行きテーブルに
座る」といったことに役立つケアやリハビリを行
う。その目標に向かって多職種が共通認識で取り
組む。さらに大事なのは家族も巻き込むこと。
｢ここまでできるようになったら焼き肉を食べに
連れていってあげてください」と提案するのであ
る。こういう視点が持てるのは、多職種のなかで
もリハビリ専門職だけであると思う。
当施設では、ミニカンファレンスを頻回に行っ
ている。先のような目標はケアマネジャーだけで
立てるのではなく、利用者にかかわる一同が集ま

り全員で活発な議論をしながら計画していく。す
ると発言をした各自は、各々の担当をしっかりと
実践する。これは実行性の確保につながる大事な
ポイントである。

実習生の素直な感想に
生活期リハビリのあり方を学ぶ

最後に、われわれに示唆を与えてくれると思う
実習生の言葉を紹介したい。
私の施設では、リハビリの実習生は一定期間介
護現場に放り込まれる。おむつ交換から排泄・入
浴・食事などの介助、シーツ交換や掃除など職員
と同じ業務をさせるのである。当初は「疲れた」、
｢二度としたくない」といった泣き言にも似た感
想がたくさん聞かれるが、2 日目以降には「介護
職員さんたちってすごいなあと思った」、「リハビ
リ専門職って、生活、生活って言っている割には
実際の生の生活や介護とか、その大変さや重要性
を何も知らないっていうことがわかった」、｢介護
職員さんは現場のリハビリの先生ということがよ
くわかった」といった声が聞かれるようになる。
生活のなかでリハビリをやっていかないと意味が
ないし、介護の現場ではリハビリ専門職は無力だ
ということや、介護職員はリハビリ専門職よりも
ずっとトランスファーなどがうまいといったこと
も、現場の実践を通じて学生は実感していく。そ
して生活と介護とリハビリが分けられないという
ことを実体験して帰っていくのである。
老健施設における生活期のリハビリのあり方を
実習生の素直な声に学ぶ思いだ。皆さんもこの声
を参考に、ぜひ生活と介護とリハビリをセットに
した実践を進めていただきたい。

私は、「すべての介護サービスはリハビリの考え
方を前提にして考慮し提供されるべきである｣と
考える「リハビリ前提主義」を提唱し、さまざま
な場面で繰り返し訴えている。皆さんもこの機会
に、ぜひ、リハビリ前提主義の考え方を各施設に
持ち帰って広めていただければと願う。

在宅復帰支援は状況変化に
応じた柔軟な調整で

次に、過去13年間の先行研究をもとに、老健施
設の在宅支援機能の関連因子と取り組みを文献研
究した興味深い論文（吉本他：千葉看会誌vol.17,
№1,p61-68.2011）があるので紹介したい。
全国平均以上に在宅支援機能を発揮している老
健施設の特徴には、リハビリ専門職と看護・介護
職との協働によりADLの改善に取り組んでいる
ことや、基準以上のリハビリ専門職の配置で移動
能力や認知症の改善に取り組んでいること、家族
と信頼関係を構築していたり、施設外他職種との
連携をしていたりすることがあるという。
また、利用者・家族の状況変化に応じたケアの
見直しやモニタリングを、標準的な在宅復帰支援
に含めることが効果的・効率的であると指摘して
いる。さらに、入所期間が相対的に短いことも在
宅復帰をスムーズにする要因であるという。ある
程度の入所期間や目標を設定して利用してもらう
施設ほど家庭復帰率が高い。要するに、いつ帰れ
るかわからないのではなく、入所期間をある程度
区切って受け入れるとよいとの結果である。
私の施設では入所申し込み面接時に、相談員と
家族とが「この後どうするんですか」ということ
をしっかりと話す。やはり一生面倒をみてほしい
と言ってくる人も多いが、まずはそうした方を説
得するのではなく、老健施設の役割なども含めて
しっかりと説明し、互いの考え方を共有化してか

ら受け入れるようにしている。すると施設でリハ
ビリをしていくうちに家族の心も変わってきて、
家に帰れるようになるケースが少なくない。
だから、最初から何が何でも絶対に在宅へ帰さ
なくてはいけないとは、私はまったく思わない。
家族や周辺環境などの状況変化に応じて柔軟に調
整していけばよいと思うのである。

家族の意向や施設の計画的誘導が
在宅復帰の可能性を高める

ここで興味深いデータをご紹介する。全老健が
平成14年に行った「介護保険制度実施後の入所期
間の長期化に関する調査研究」によると、家庭復
帰の可能性が高い理由では「家族の意向」が最も
多く、｢施設の計画的誘導」も顕著だった。そして、
要介護度や障害老人の日常生活自立度は、入所長
期化の直接的要因にはなっていないことがわかっ
たのである。つまり、一般的に思われがちな、単
に介護度が高いから家に帰れない、帰せないとい
う理屈は実は成り立たないということだ。
また、全国の老健施設355施設の在宅復帰率を
分析した結果、｢“リハ職の強化”が、在宅復帰に
は必ずしも結びついていない」ことも明らかにな
った（池崎澄江他：病院管理Vol.43,№1,2006）。
これに関しては、リハビリ専門職によるリハビ
リ効果が生活に結びつけられていない、また、真
に生活機能改善のためのリハビリが行われていな
いのではないか、リハビリ専門職は機能訓練に熱
心で個別リハビリなどの加算を取ることに一生懸
命なだけなのかもしれないし、心身機能やADL
の回復だけで家に帰れるわけではないことを忘れ
てしまっているのではないかと私は考察する。
要するに、リハビリ専門職のマンパワーを手厚
くしても、それがリハビリ自体の強化に結びつい
ていないのではないか。これはとても示唆が大き
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勢がよくない」などの意見が出されるだろう。
OTであれば、衣服の操作に時間がかかっている
とか、便座の形状・高さが実はよくないといった
意見が出るだろうし、栄養士からは野菜の食べ残
しの多さが指摘される。また、介護職は利用者の
個人史を非常によく知っており、緊張すると特に
だめだとか、施設内でも 1 階の奥のトイレがお気
に入りなどの情報を教えてくれもする。さらに在
宅も含めれば、支援相談員がトイレの改修に役立
つ制度を提案してくれるだろう。
このように 1 つの課題に対して多職種がかかわ
ることで、ICFが示す 6 つの構成要素のなかから
多角的な意見が出てくる。ぜひ、それをよりよい
解決策につなげてほしい。

時間・空間・人の視点での
かかわりが在宅では重要

次は、3 つの視点の②時間・空間・人の視点で
ある。
例えば、通所介護と通所リハビリ、そして 2 か
所のヘルパーの介護を受けながら、家族と在宅で
生活していて、1 日 8 回トイレに行く方がいると
する。トイレ動作の統一などは、皆さんもよくテ
ーマにされると思うが、この方の例で考えてみる
と、日によって介助者が目まぐるしく変わり、通
所サービスも2か所を使っているためトイレ環境
がまったく異なる。家族も、日中や夜間、休日な
どの違いで複数人のかかわりがある。
この事例では「かかわる人数×場所×時間帯」
によって、幅広いバリエーションのトイレ介助が
想定される。こうした場合、在宅での主介護者に
「こうやってトランスファーしましょう」と一度
や二度伝えるだけで適切な介助を行ってもらうの
は、なかなかむずかしいと思う。こうしたケース

など特に在宅においては、やはりかかわりを持つ
各々にしっかりと連絡を徹底する作業が欠かせな
い。
それから時間が経過していくと、生活空間や人
間関係が広がっていく場合もある。日中と夜間な
どの時間帯の変化でその方を取り巻く環境は異な
ってくるし、すると人のつながりも生活空間も変
わっていく。当たり前のことではあるが、こうし
たことをきちんと想定して支援のプログラムを組
まないとうまくいかないといったことも起こる。

障害を持つ方の生活構造を
理解したかかわりを

続いて 3 つ目の視点、生活構造の視点である。
私たちがかかわる生活期では、生活の再建をめざ
し生活機能の評価を行う。しかし皆さんもご存じ
のとおり、人の生活は千差万別である。私は初め
て在宅に出ていったころ、人の生活とはこんなに
も幅広く異なるものなのかと改めて実感した。生
活機能の評価といって、ただトイレ動作だけを切
り取って見ても、それは決して生活全体を見たこ
とにはならない点がむずかしい。
10年以上も前だが、一般の人はどのような暮ら
しぶりなのかを考えていたとき、総務省の生活基
本調査に出会った。それは人の生活を、①一次活
動（睡眠やセルフケアなど生理的に必要な活動）、
②二次活動（仕事や役割活動など社会生活を営む
上での義務的な性格の強い活動）、③三次活動
（余暇や移動など各自が自由に使える時間）の3
つに分類している。
このうち一次活動について、睡眠時間を除いた
セルフケアの時間は、10歳代～80歳代までのほぼ
一生を通じて 3 時間ほどで変化がない。これは食
事・入浴・排泄・整容行為等の時間である。では

地域包括ケアは
「ケアを人に合わせる仕組み」

私に与えられたテーマは、在宅復帰した後をど
う支えればよいのかといったことである。
まず患者・利用者の流れを整理する。例えば、
脳卒中モデルの場合、現状は急性期病院退院後、
回復期リハビリ病棟や療養病床、老健施設や自宅
などさまざまな経路をたどる。これは「人がケア
に合わせる仕組み」で、患者・利用者が各自の状
態に合わせて居場所を変えながら、施設を単位と
してパッケージ化されたサービスを受けるものだ。
ところが地域包括ケアシステムでは、「ケアを人
に合わせる仕組み」になる。患者・利用者の状態
が変化した場合には、24時間365日の体制で支援
する地域のサービスチームのほうが動いていく仕
組みである。地域包括ケアでは、特定の機能、す
なわち在宅復帰・在宅生活を支援できない介護保
険施設は「特別な住居」になる。老健施設は通過
型・往復型のリハビリ機能のほか、短期集中リハ
ビリ、認知症短期集中リハビリなどの活用で在宅
をしっかり支援していくことになる。
その際は、場面ごとに当事者同士が顔を突き合
わせて議論し、ネットワークを構築していくこと
がカギとなる。紙やデータだけのやり取りでは、
連携は決してうまくいかない。例えば当施設では、

ヘルパーの責任者の訪問時間帯に合わせてわれわ
れリハビリ専門職が家庭に出向き、生活改善につ
いてともに検討することも多い。

生活期リハビリは
3 つの視点で

私は生活期リハビリを語る際には、①ICFの視
点、②時間・空間・人の視点、③生活構造の視点
――の 3 つの視点を重視している。
まず①のICFの視点だが、皆さんご存じのよう
に、ICFでは健康が 6 つの構成要素（健康状態、
心身機能・身体構造、活動、参加、環境因子、個
人因子）の相互作用によって成り立つとしている。
これらが何らかの原因で壊れたら修復をしていく
ことになる。脳卒中モデルであれば、最初に急性
期チームが入って回復期チームに受け渡し、最後
に生活期チームにバトンを渡すといった具合に、
各チームが少しずつ異なる役割でかかわる。この
チームリレーをうまくつないで、課題を解決し健
康を取り戻していかなければならない。
各チーム内でのかかわりも同様で、多職種でか
かわることが大事だ。例えばカンファレンスで
「便秘でトイレに時間がかかる」ことが課題にな
れば、医師は「抗コリン薬の影響かな」と言い、
看護師は「水分摂取量が少ないのではないか」、
理学療法士からは「腹筋の機能が弱いし、排便姿
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問リハビリも重要である。ここでは私が20年前か
らかかわり、当施設で看取った事例を紹介する。
70歳代で左視床出血により右片麻痺となり、併
設病院でのリハビリ後に家庭復帰されるも、小さ
い脳卒中発作を 3 回起こし入退院を繰り返した男
性である。3 度目の入院時に病院はもう嫌だと退
院された。通所リハビリに誘ったが、人が集まる
ところを拒否されたため、当初は訪問リハビリ週
2 回と訪問看護週1 回でサービスを開始。その後、
住宅改修などを行いながら、「閉じこもり・寝たき
りにならないよう通所リハビリの利用を」と誘導
を続け、週 3 回通ってもらうようになった。
そのうちに家族の介助で在宅生活が成立し、訪
問リハビリの終了が検討される段階になった。し
かし訪問するたびに、新聞のお悔やみ欄を見て
「また友人が亡くなった。僕はいつまで生きられ
ますか」と悲観的な言葉を繰り返す。寝たきりで
はないが日中はいすにずっと座ったまま、外来受
診と通所リハビリに外出するので閉じこもりでも
ないが、元気に暮らしている状態ではなかった。
実は、3 回目の発作のときにMRIで脳の萎縮の
進行がみられ、主治医から認知症が大変になって
くると話があった。そこで、ともにかかわってき
たOTと何か活動を入れようと、「手のリハビリの
一環です」といって絵日記を勧めた。70年間絵筆
を握ったことがないと最初は拒まれたが、市民絵
画教室や画材購入、風景画の題材探しなどで外出
機会も増え、次第に生活圏が広がった。そして腕
前の上達とともに関心事が、死期・発作・病気・

死亡欄などから、「次は何を描こうか」、「今度は賞
がとれるだろうか」などと前向きに変わった。
この方は絵画によって生活が活発になり、結局、
在宅で13年間過ごされ、ついには作品展で受賞・
表彰されてテレビでも取り上げられるほどになっ
た。そして人とのつながりが広がった。絵画を通
じて新たな人間関係を築いたほか、「テレビで見
た」という昔の友人との関係も取り戻したのであ
る。しかし多くの方は病気をすると付き合いが狭
くなり、ごく身近な家族とわれわれ専門職を除い
た人間関係が損なわれがちである。私はこれを
「関係の廃用」と呼んでいる。リハビリで身体や
心の回復に努めることに加えて、実は人間関係の
構築もしっかりサポートしていかないと在宅はな
かなか継続できない。在宅支援における重要なポ
イントとして、よく覚えてほしい。
この方は結局、当施設で看取り、スタッフ全員
で見送った。葬儀の祭壇には晩年に賞を取った絵
画が 2 つ並び、私たちの支援は意味があったのだ
と、20年来の思いがこみ上げた。
このように当施設の訪問リハビリは、在宅生活
のスタートを支える「生活立ち上げ期」、それを
現実の在宅生活に合わせて調整していく「生活調
整期」、その後の安定した生活を継続支援する
「生活継続期」、そして生活圏を拡大し、楽しみや
QOLの向上を図り、地域の活動へと結びつけて
いく「生活の質向上期」のプロセスで行っている。
こうした流れで、皆さんも利用者を地域の活動へ
の参加へとつなげるかかわりを進めてほしい。

何が変わるのかというと二次活動の役割活動で、
就職と同時に割合が高まり、定年退職すると大き
く下がる。それに対して自由時間は、仕事をし始
めたらぐっと減って定年後に大きく増加する。こ
の役割活動や自由な時間こそ「その人らしさ」の
時間である。
では、障害を持った方はどうだろうと、脳卒中
やパーキンソン病、廃用症候群の患者で在宅にい
る方についていろいろ調べてみた。脳卒中の方は、
セルフケアにかける時間は一般の方と大きく変わ
らないが、特徴的なのは、役割活動がほぼ消失し
自由時間が大部分を占め、このほとんどがごろ寝
やテレビを見る時間になっていることだ。そして
最も多いのが、何をしていたかわからないという
回答で、寝ていたのか起きていたかもわからない
状態である。
パーキンソン病の方はリハビリのステージごと
に並べると、正常に近いステージⅠの方は総務省
の基本調査と同じような生活構造である。そして
ステージⅡ以降になると次第に役割活動が消失し
ている。これは廃用症候群の方も同様である。
まとめると、一般の方は睡眠時間が33％、セル
フケアに13％ぐらいかけ、残りの54％を役割や楽
しみの活動に使っている構造である。しかし、在
宅の障害高齢者は、一般の方と睡眠とセルフケア
の時間は大きく変わらないものの、役割が消失し、
非常に消極的な自由時間を過ごすという生活構造
になりやすい。

生活期の在宅支援に
おける通所リハビリの役割

先ほど触れたように、問診では「何をしていた
のかわからない」という回答が少なくない。そこ
で要介護3で車いす実用レベルの方の退所前と在

宅復帰後の様子について、活動センサーで調べた。
施設では 1 日に128回立ちあがっていた方が、
在宅に帰ったら食事のたびに起き上がるくらいで、
その他の時間はほぼ寝て過ごし、1 日の立ち上が
り回数は19回に激減した。せっかく老健施設でリ
ハビリを頑張っても、家に帰ると生活のなかでの
動きがこれほど違ってしまうという端的な例であ
る。これを見ても、通所リハビリなどで人のいる
ところに出ていくことの大切さがよくわかる。
当施設の通所リハビリでは、送迎の際の動線チ
ェックなど在宅の訪問評価は以前から取り組んで
きた。また、利用開始当初の方は“後期回復期”
ともいえる段階にあるため、生活機能の低下防止
とさらなる向上に向けたリハビリを提供する。そ
の後は、利用者の主体的な活動につなげていくプ
ログラムを組んでいる。施設が用意したクラブ活
動ではなく、利用者個々に何がしたいのかを聴い
て、介護職員と合同の企画ミーティングで具体化
を検討し実現する。
すると利用者は、麻雀牌を片手で積める道具を
自分でつくって麻雀クラブを立ち上げたり、自ら
情報発信したいといって新聞部を立ち上げるなど
自主的に活動し始めた。
われわれに依存的な利用者もいるため、「清雅苑
大学」を開校し、身体の仕組みなどの啓発講座も
行っている。
また、通所リハビリの送迎はリハビリ専門職や
介護職が行っており、送迎の際にいろいろな評価
を行う。例えば悪天候時などの移動能力も見られ
る。こうした機会を有効に活用してほしい。

生活期の在宅支援における
訪問リハビリの役割

通所リハビリとともに、在宅を支える上では訪

30●老健 2012.6



老健 2012.6 ● 33

利用者・家族の関係性や各々の役割など、家族の
ありようについて考えることを重視している。
特にこれからは、これまでとは異なる世代の利
用者が増える。戦後生まれ、そして1951年以降生
まれの情報に敏感な方々へと利用者の世代が移っ
ていくなかで、今以上にきちんとした説明責任を
果たさないと、うまく向き合えない時代がすぐそ
こまで来ている。しっかり対応したい。
それからもう 1 つ、包括的・継続的なケアマネ
ジメントの考え方に触れたい。地域で暮らす高齢
者は、例えば心臓病の入院治療後に脳卒中で倒れ
て搬送され、老健施設でリハビリを行って在宅に
帰ったら今度は肺炎になるなどして、病院・施
設・在宅を行ったり来たりする。そのたびに心身
状態や生活環境は変化するが、それでも住み慣れ
た地域で生活し続けられるように、適切な支援や
サービスを組み合わせていく継続的なケアマネジ
メントが地域包括ケアにおいて求められている。
そのなかで、施設はどのような役割を果たすの
か。やはり利用者の機能課題・生活課題の向上に
向けた十分な個別機能訓練を提供できると地域か
ら信頼される老健施設が、利用者を在宅に帰して
いく役割を担うのではないだろうか。利用者の人
生を包括的に見渡したときに、地域包括ケアにお
ける老健施設の役割が改めて見えてくると思う。

「いつか日本一」を
めざす涼風苑の実践

前述したように涼風苑のリハビリも苦悩してい
る。介護報酬改定への対応、書式の準備、利用者
ニーズに応えるリハビリのバリエーションの整備、
リハビリの質や技術の向上、痛みはちゃんと取る
ことができているのか、麻痺はどこまで治せるの
か、セラピストの技術は重要だ。その上で、チー

ムリハビリの体制づくり、連携を促進する情報発
信、地域貢献や在宅支援のあり方はどうなのか。
多忙ななかにさまざまな課題がある。
こうしたなかで「涼風苑いつか日本一プロジェ
クト」を掲げ、マニュアルや書式を整備している。
例えば、利用者を機能レベルで6分類し、チーム
としてどのようにかかわるかの役割分担をマニュ
アル化した。具体的な分類は、歩行自立群・車椅
子自立群・車椅子要介助群・認知症主体群・準寝
たきり群・寝たきり群で、当苑では認知症主体群
が25％～30％ほどを占める。この方々に対しては
認知症のリハビリに主眼を置き、介護職とリハビ
リ専門職が協働して対応している。
アセスメントと情報提供にはICFモデルを活用
したアセスメントシートを使っている。実際にこ
のシートを通じた気づきが少なくなく、よりよい
アプローチの発見、発想の転換にもつながってい
る。このなかで「できる活動、できそうな活動」
の記述欄があるが、特に「できそうな活動」を思
い描いて書き込むことが、経験の浅いリハビリ専
門職にはむずかしいようである。なかなか十分に
埋められない様子が見られ、専門職としてこうし
た部分の表現力をしっかり学んでいく大切さを実
感している。
ケアマネジメントも工夫しており、日本作業療
法士協会がつくった「生活行為向上マネジメント」
を現場モデルに落とし込んだ書式を用意した。詳
しくは後述するが、これに沿って基礎練習（関節
可動性・筋支持性など）・基本練習（立ちあがり
等の基本動作訓練、歩行練習など）・応用練習
（散歩・料理・トイレ行為・入浴練習など）・社会
適応練習（自宅での調理・掃除、公共交通機関を
利用した外出練習など）を行うなかで、担当スタ
ッフが利用者の生活にしっかり向き合えるように。

「施設のみんなで
リハビリをしよう」

認知症リハビリなどについて一緒に考えよう。
涼風苑は平成 9 年に精神科病院の併設で開設し、
入所定員100名・通所定員30名の施設で、リハビ
リ専門職は常勤OT 4 名・非常勤PT 1 名の体制で
ある。平均要介護度は3.4、在宅復帰率は努力を
して在宅に帰る方の多い月でも20％ほどとなって
いる。
私が入職したのは開設 3 年目、リハビリ専門職
は私一人で、当時はまだ閉鎖的な精神科看護の影
響もあった。100の老健施設があったら、100の事
情と100の地域があるが、どんな状況でもリハビ
リ専門職が元気に専門性をしっかり発揮し、生き
がい・やりがいを持って前進できるようでありた
いと考え、もがきながら進んできた。
2 年目に「施設のみんなでリハビリをしよう」

と呼びかけてリハビリの勉強会を行い、相談員と
一緒にお茶会のグループを、介護職とは「立ち座
り背伸びグループ」を開始してみたりした。ポー
タブルトイレ等の福祉機器を導入し、自立支援に
つながる食器に変更したりもした。そして 2 年
後に常勤OTが 1 名増えたのを機に、利用者をし
っかりと評価できるよう書式を整え、個別機能訓
練に加えて週2 回の集団リハビリを立ち上げた。

その後開設6 年目には、全利用者に週2 回の個
別機能訓練を行うためのシステムづくりをした。
この頃から私は「リハビリをするなら涼風苑と言
われたい。日本一をめざす」と介護職員に言い始
めた。これは本気で質の向上を図ろうという意気
込みから発した言葉である。

利用者の人生を包括的に見渡すと
地域包括ケアでの役割が見える

開設から14年になるが、自立支援・在宅復帰に
ついては今も皆さんと同じように悩んでいる。や
はり老健施設においては、生活モデルだけではな
く医療と生活を統合したモデルで生活適応期リハ
ビリにしっかり取り組みたいし、多職種協働で個
別機能訓練と短期集中リハビリをニーズに応じて
提供し、自立支援に努めたい。
私は決して在宅復帰率だけがリハビリの質の指
標とは思わないが、一方でそれは、言い訳せずに
めざさなければならない当然の目標だというジレ
ンマもある。ケアマネを兼務する立場からは、排
泄が自立し電話の受け答えができ、日中は一人で
留守番できる朗らかな人などは自宅で暮らせると
思う。ところが在宅復帰がむずかしいのは、一生
懸命個別機能訓練をして生活機能の向上を図って
も、生活場面での安全性・確実性・実用性に直結
しづらい面もあること。だから私たちはもっと、
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ある。生活場面での移乗練習、食事場面で上手に
食べる練習などである。そして最後の第四段階は
社会適応練習。例えば、外食や買い物、散歩や花
見などに出かけたり、自宅での調理や掃除を行っ
たりする。
例えば、認知症リハビリでも、基礎練習で脳の
機能を賦活し整えて調和させることがあり得ると
思う。麻痺の方の基本練習も、手首の背屈を誘発
し肩までが自然に動くリーチボードを使った練習
や、立ち座りや高足踏み、パターゴルフなども効
果がある。
応用練習では在宅を訪問する。医師または医師
の指示を受けたPT・OT・STが居宅を訪問し、
診察・運動機能検査等を実施して通所リハビリ計
画の作成等を行った場合は、1 月に1 回550単位を
算定できる。訪問リハビリを立ち上げていない当
苑では、これをうまく活用していく考えだ。

地域の信頼を得る
コミュニティケアを大切に

認知症のリハビリとは、脳や身体の疾患により
見当識・記憶・判断力等の認知機能が低下し自分
らしく暮らせなくなっている方に、「新たな、その
ひとらしい、安心できる、健康な暮らしを本人や
ご家族と一緒に再構築していく過程」である。こ
れには多職種が認識と目標を共有して取り組むこ
とが効果的である。認知症の方の生活機能障害の
多くは認知症単独によるものではなく、身体機
能・活動制約・安全配慮能力が関係するし、在宅
復帰をめざす上では、家族の捉え方・考え方等が

重要な要因になる。
当苑では、利用者の苑生活を家族に伝えようと、
行事などの写真にコメントを添えた利用者ごとの
アルバムを用意している。「個人アルバム」といっ
て、入所中はいつでも見られるよう棚に置き、退
所時にはプレゼントする。利用者が亡くなった際
にも、ここで笑顔で過ごした様子を親戚の方々に
も見ていただきたいと思っている。
そして利用者が望む本人らしい暮らしの実現に
向け、チームでアプローチすることが大切である。
特に在宅復帰を進める上では、私たちは社会資源
を熟知しておかなくてはならない。日々、多忙な
業務を抱えた支援者である皆さんにとっては、情
報と人のつながりが一番の社会資源であり財産で
ある。この研修会も互いに知り合い、つながりを
広めるチャンスであり、皆さんの元気の素になっ
たら嬉しい。やはりリハビリ専門職が元気で活動
できることが大事だ。
また私は、地域の信頼をしっかり得るコミュニ
ティケアを大切に考え、リハビリの哲学を実際の
生活の場で広く実践することを重視している。今
日は「多職種協働から多様性の共生へ」をテーマ
に話したが、老健施設はまさに、住む方・泊まる
方・訪ねてくる方がいて、実習に来る学生や勤務
するスタッフがいるコミュニティである。各々、
価値観や専門性の違いもあるそうした人たちが、
一つの老健施設を核にして一緒に生活しているこ
とを大事にしていただきたい。皆さんには、職場
あっての自分であると受けとめて、仲間とよりよ
くコラボレートしていってほしい。

また、認知症短期集中リハビリの効果を、根拠
を示して明らかにしようと、3 か月間の変化を一
覧できる書式もつくった。やはり認知症にしっか
り対応できる老健施設は、地域包括ケアのなかで
生き残っていけると思う。認知症リハビリについ
ては必死に模索しているところだ。
そして在宅支援において欠かせない訪問リハビ
リの立ち上げが大きな課題である。介護報酬改定
が厳しい内容で行われたため簡単ではないが、リ
ハビリ専門職を1 名増員して何とか開始したい。
また、地域包括ケアで選ばれる施設をめざす一
環で、短期入所と通所リハビリの利用者の主治医
から意見をいただくための書式を用意している。
これをうまく活用すれば、今次改定で新設された
地域連携診療計画情報提供加算の算定にもつなが
る。入所者についても同様に、紹介元の医師に近
況を報告し地域とのつながりを緊密にしていくこ
とができるのではないかと期待している。
これらの書類は多すぎると業務が煩雑になりが
ちだが、簡素化しすぎるのもどうかと思う。やは
りしっかりと評価・記録し情報を共有して連携を
高めてリハビリを実践することは、われわれ専門
職にとって大事な土台であると考える。

個別リハビリを基本に
治療・練習・指導・援助で対応

チームリハビリについては、介護職員との協働
でリハビリやケアのサークル活動、食の改善、リ
スク検討等のチーム活動などを行っている。また、
リハビリ専門職をめざす学生・研修生を年間40～
50人受け入れている。彼らは現場の貴重な戦力・
資源であり、実習生をエンパワーメントし全力を
発揮してもらえる環境を工夫している。
リハビリ部門は個別リハビリを基本としており、

機能訓練、生活場面でのリハビリ、作業療法の三
本立てとなる。その上で年度計画を立て、3 か月
ごとに課題解決を図り、個別リハビリ予定表を毎
月つくり直し、治療・練習・指導・援助を柱とし
たかかわりを行っている。
認知症高齢者に対する支援を例にとると、「治
療」：脳機能の賦活、脳異常活動の抑制、「練習」：
生活技能訓練、感覚統合、認知運動、ADL練習
を手段に暮らしを変える、「指導」：介護職員や家
族への支援、利用者に対するよりよい解決方法の
助言、「援助」：対人交流や心理的安定を図るかか
わり、本人・家族のエンパワーメント――などで
ある。
こうしたかかわりを通じてわれわれには、利用
者とマンツーマンで向き合うチャンス、家族と連
携できるチャンス、リハビリ専門職の専門性を示
すチャンスがある。こうしたチャンスを生かす取
り組みを、ぜひ皆さんと共有したい。

「生活行為向上
マネジメント」とは

では、前述した「生活行為向上マネジメント」
の考え方にもとづくプログラムについて説明しよ
う。これは日本作業療法士協会の提案する段階づ
けによるプログラムの実施で、生活行為の改善を
図るアプローチの考え方である。
第一段階の基礎練習では、心身機能の改善を図
り、関節をほぐして支持性を強化する。この段階
ではモビリティを保証するだけの支持性を確保で
きればよい。第二段階の基本練習では、作業に必
要な動作を繰り返し練習する。認知課題や立位で
のボールのやり取り等効果的な活動を繰り返して
上手くなる。
第三段階は応用練習で、作業そのものの実践で
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不安の具体化が家族を安心させる

新井：家族支援は「安心して受け入れよう」と思
ってもらうための支援である。では、不安を安心
に変える上でわれわれに何ができるのか、どう働
きかければよいのか。
例えば、今回新設された入所前後の訪問指導の
活用がある。利用者・家族の在宅復帰後の生活を
具体的にイメージし、それを基に入所後のケアや
リハビリ、家族への働きかけに生かすのである。
大事なのはこれらをケアチーム全体で共有化して
取り組むことだ。リハビリ専門職はケアチームの
一員として、そのチームワークが在宅復帰の促進
因子になるように役割を果たしていってほしい。
不安は具体的にすると安心に近づく。家族は、
在宅復帰そのものや、復帰後の在宅生活のイメー
ジ･サポート体制などが漠然としているから不安
なのであって、安心してもらうためには、とにか
くそれらを具体化して示すことである。なかでも
利用者・家族にとっての在宅復帰の意味や生活課
題、生活機能リスクを具体化して示せるのはリハ
ビリ専門職以外にいない。そして、リハビリ専門
職とチーム内の多職種の認識や思いを合致させる
ことが重要である。チームワークの前提は目標・
目的の共有化であり、それが成されて初めて協働
という意味でのチームワークはスタートできる。
老健施設の持つ在宅復帰支援機能を発揮させる
ために、①リハビリ専門職自身ができることは何
か、②ケアチームの一員として多職種に何をどう
働きかけ連携・協働するか、③家族にどう働きか
けるか。この 3 つの視点で常に具体的に考えてほ
しい。

＊
井上：在宅復帰は利用者や家族にとって意味があ
るものでなければならない。例えば、今の話では
自宅に帰って孫と談笑することが紹介された。ほ
かにも、自分で手入れした自慢の庭を毎日眺める
とか、家族と利用者に残された時間を大切にして

過ごしてもらうというような、何らかの意味づけ
が必要である。
また、家族が在宅復帰の主導権を握っていると
指摘された。実際に私もそう感じるが、在宅復帰
の決定を単に家族に委ねきってしまうのは考えも
のだ。そこに何らかの働きかけ・仕掛けを行って
いくことが、リハビリ専門職の重要な役割である。
例えば、家族からは利用者が帰ってきた後の生
活のイメージがつかないとよく言われるが、それ
を具体化していってほしい。先日、全老健の調査
で在宅復帰率50％以上の施設を視察したところ、
住宅改修の事例写真などをきちんと整理し、これ
から在宅復帰する家族に見せながら説明していた。
市販のパンフレットを示すよりも、ずっと説得力
がある取り組みで、ぜひ私の施設でも取り入れた
いと思った。
また、今回、入所前後訪問指導加算が新設され
たが、入所の際に自宅を訪問し、生活のどの場面
でどういう課題が発生して入所したのかを、家族
や利用者と共有していくことが非常に大切だと思
う。それによって、在宅復帰を具体化していく作
業が円滑に進むのではないだろうか。
また、皆さんのテーブルでの話し合いを見て回
るなかで、チームワークの構築について、医師と
の連携をもっと重視してほしいと感じた。多職種
協働には医師も含まれる点を考えていただきたい。
今日の講義や議論の内容を実践したとしても、
それですぐに在宅復帰が進むというほど甘いもの
でないことは、現場の一人として十分承知してい
る。だが、在宅復帰支援に向けた突破口として、
こうした工夫を進めていく必要はある。

在宅支援

「生活プランなき住宅改修はない」

野尻：本日のグループワークでは、利用者が自宅
に帰って生活を送るにあたっての基本的な課題の

在宅復帰支援

在宅復帰のカギを握るのは家族

新井：在宅復帰支援ができている施設では家族と
の信頼関係を築いているのが特徴だ。いくら本人
が在宅復帰を熱望しても、いくらリハビリ専門職
が熱心にリハビリを行いADL向上につなげても、
それだけでは不十分である。逆に、ADLが向上
せずとも、家族の意向次第で在宅復帰は可能にな
る。われわれ医療関係職種は病気を治したり機能
を向上させたりさえすれば家に帰れると思い込み、
家族を在宅復帰支援のチームから外して考えがち
だが、それでは在宅復帰は実現しない。
在宅復帰のカギは、まさに家族が握っている。
したがってわれわれには、家族に再び「ともに
暮らしたい」、「ともに暮らしてもいいかな」と思
ってもらえるような支援が求められる。その前に
「仕方ないけど」という言葉がつく場合もあるが、
その「仕方ない」部分は社会資源で援助できる。

例えば、「自宅に帰って、夕食だけでも家族で一
緒に食べてもらいたい」という目的で、日中は家
族が不在のため通所リハビリや通所介護を使い、
夜中にはヘルパーに来てもらい、週末はショート
ステイに入りながらも何とか在宅復帰をさせたと
する。この場合、社会資源の活用で家族の負担を
最小限にとどめながら、利用者の希望を実現でき
ており、十分に在宅復帰の意味がある。孫や子ど
もと一緒に食事をしながら談笑して過ごす時間を、
たとえ1時間程度でも確保している点が大事だ。
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講義およびグループワーク

「連　携」
進　行：土井勝幸 全老健理事・リハビリテーション部会部会長

テーマ別メーンコーディネーター

在宅復帰支援：新井健五 介護老人保健施設ミドルホーム富岡　副施設長（作業療法士）

在宅支援：野尻晋一 介護老人保健施設清雅苑　副施設長（理学療法士）

認知症リハビリテーション：浅野有子 介護老人保健施設涼風苑　リハビリテーション室長
（主任介護支援専門員・作業療法士）

コメンテーター：井上　崇 全老健施設研修推進部会部会員

本研修会の2日目には「連携」をメーンテーマに、土井勝幸氏の進行で、①在宅復帰支援

（新井健五氏）、②在宅支援（野尻晋一氏）、③認知症リハビリテーション（浅野有子氏）の3つ

の個別テーマの講義とグループワークが催された。

グループ分けされた参加者による熱い討議もさることながら、各講義とそれに対するコメン

テーター・井上崇氏のコメントに、現場の実践につながるヒントが見られた。その内容につい

て要点を絞って紹介する。 （編集部）

新井健五氏
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＊
井上：今日はケアマネジャー・ソーシャルワーカ
ーとしてのコメントを求められており、その立場
からお話しする。
ご参加の皆さんの多くはリハビリ専門職なので、
事例を見る場合は身体や環境面を切り口にするだ
ろう。しかし、私は過去に「事例を見るときは、
まずその方が人生のなかで、そして疾病の経過の
なかで、今どういう立ち位置にいるのかを見なさ
い」と指導された。
例えば、5 年前に発症され療養を続けておられ
る方は、いわゆる在宅導入期ではない。障害や病
気を持ちながらも、本人も家族もすでにある程度
は生活のスタイルを確立されている。ただし、転
倒するなど何らかのエピソードを経た結果、今そ
こに介入していかなければならない時期にきたと
いった「立ち位置」をまず理解するのが、ケアマ
ネジャーやソーシャルワーカーの切り口である。
また、家族のなかでの本人の位置づけや、介護
者の姿勢・価値観を見ることも非常に大切である。
居宅サービス計画書（1）には「利用者及び家族の
生活に対する意向」の欄があり、ここはできるだ
けアレンジせず、聞きとった内容をそのまま記載
するのがケアマネジメントの鉄則である。
今日の事例では、「自分自身の体力も心配だが、
無理の無い範囲で出来る限り支援を行いたい。本
人の思いを汲み取り、希望通りの生活を送らせて
あげたい」との家族のコメントが示された。利用
者のことを思いやり、体力的な課題があってもで
きることはある程度しっかりやるという姿勢を明
確に持っている家族だと、私は受け取った。こう
した事例を検討する場合、介護全般を根底から見
直さなければいけないのか、それとも一部修正や
新たな環境・サービスを加えた検討が必要なのか、
あるいは当面は現状維持でもよいのかなど、事例
をどう読むかが大切である。
そして在宅支援において、私がリハビリ専門職

の皆さんに期待することの 1 つに、リスク管理が
ある。病気や障害の特徴を捉え、これからどうい
うリスクが起こるのかを適切に判断し対応してい
ただきたい。そのほかにも、生活をよりよく修正
したり発展的にもっていったりすることや、介護
者への介護方法の指導や住環境に合ったサービス
の組み立てなどの役割もある。
シンポジウムでも触れられたが、2025年の地域
包括ケアにおいては、リハビリ専門職は単にリハ
ビリを行えばよいというのではなく、評価やアド
バイスが大きな役割になってくる。やはり生活期
ではPT・OT・STの役割が大変重要であり、そ
うした視点を持ってかかわっていただきたい。
最後に、基本動作やADLは生活の核であり優
先順位も高いが、それだけで生活が成り立たない
のは周知のとおりである。私たちの暮らしは、友
人と酒を飲みに出かけたり映画を観に行ったり、
音楽を聞いたりするなかで流れていく。要介護度
が重くなるとそうした機会は必然的に少なくなる
が、それでもゼロではない。そこに着目して、こ
の方の生活を可能な限り拡大したり意味のあるも
のにしたりするにはどうすればよいかと、事例を
見ていくことが大切である。

認知症リハビリテーション

生活機能の向上を通じその人らしさを支え続

ける

浅野：老健施設は認知症に対する治療的役割も担
うべきで、生活機能を向上させて暮らしを支援す
る必要がある。生活機能というのは「～する」と
つくことすべてが該当する。例えば、「お話をする」、
「読書をする」、「尿意があるのでトイレで排泄をす
る」、「老健施設内を朗らかに徘回する」などの全
部が生活機能である。
その支援においては、リハビリ専門職の役割が
非常に重要である。認知症の進行を抑え、その人

整理と必要な支援の検討を行ってもらい、各テー
ブルで手すりの位置や段差の解消など環境改善に
関することを中心に多くの意見が聞かれた。たし
かにリハビリの専門性からすると、環境面の検討
に目が向きがちなのはよくわかるし、スキルとし
て大事なことではある。
しかしその際にも、最も重要な視点として忘れ
てはならないのが「生活プランなき住宅改修はな
い」こと。まずは生活プランを押さえることが最
も大切である。自宅訪問の際も、利用者はここで
実際にどのように暮らし、この玄関はどんな使わ
れ方をしているのかといった見方をしていただき
たい。シンポジウムのなかで話したように、「時
間・空間・人」の視点からその方の生活を見つめ
てほしい。何よりも、家族の話と多職種の意見を
聞き実際の生活場面を見て、その方の 1 日の生活
の流れ、季節ごとの生活の流れなどの全体像を捉
えた上で、多角的な検討を行う必要がある。
そして在宅支援の一番の軸は「睡眠・食事・排
泄」の 3 点で、これは利用者の状況に加えて同居
する介護者の状況も含めた評価・検討が求められ
る。夫を介護する妻が、眠れずに食事がまともに
とれず、トイレにも行けないような環境では在宅
生活が成り立たないからだ。当施設ではスタッフ
が訪問する際、まずはこの 3 点に抜けがないかを
押さえる。それで生活が成り立ってきたら、次の
ステージとしてもう少し活動性の高い生活を送っ

ていただこうといった支援の段階に移っていく。
段階に応じて、優先順位をどこに置きかかわって
いくかが大切なポイントである。

情報の把握・伝達・共有が大事

野尻：例えば、パーキンソン病の方の場合には、
大事な視点として押さえなければならないのは、
病気が進行性であり、1 日のなかでも状態の変化
があること。一番悪いときの状況だけを想定した
り、退所前訪問の際に見た状況だけで判断してし
まうと、いろいろなミスが起こりかねない。皆さ
んには、ぜひイマジネーションを働かせてほしい。
目の前の利用者と一緒に皆さん自身が暮らすこと
を考えて、春夏秋冬や一週間のスケジュールを思
い浮かべながら在宅生活をイメージしていくと、
利用者・家族への提案の仕方も違ってくると思う。
また、パーキンソン病の場合は薬がQOLに影
響する。私が担当した在宅の事例では、某大学病
院に入院していたパーキンソン病の方が鉄格子の
部屋で縛られていたため、見兼ねた家族が連れ帰
り、新しい主治医が処方を変えたところ一人暮ら
しできるようになった。このように医師の方針が
利用者に大きく影響するケースは少なくない。私
は、医師に対して必ず利用者の細かな状況変化を
伝え、薬の調整も行ってもらう。われわれリハビ
リ専門職は医療面や生活面などのさまざまな情報
を把握し、チームに伝達・共有することが非常に
大切だ。
パーキンソン病では、進行するとレム睡眠行動
障害で本人の意思とは関係なく、夜中に家族を殴
ってしまうこともある。家族は恐怖を感じるが、
主治医や在宅チームにはなかなか言いだしづらく、
認知するまでに時間がかかったりもする。特に、
私たちリハビリ専門職は日勤帯で勤務しているた
め、夜間の状況には意外と疎い。こうした点も含
めて、生活全体をまず押さえてから、具体的なリ
ハビリプランを考えていくことが大事である。
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野尻晋一氏
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んとも交流を進めノウハウを積み重ねていきたい。
＊

井上：今のお話にあったように、老健施設のリハ
ビリはやはり治療的要素として行うべきだろう。
評価をして計画を立て、ある程度の期間実施した
上で効果を検証していくといったサイクルで進め
るべきだと考える。
ただ、今日のグループワークを通じて、認知症
リハビリは、効果の検証と実施プログラムの内容
について検討すべき課題が少なくないと感じた。
これは老健施設全体の共通課題である。具体的に
は、皆さんも実感していると思うが、「3 か月の壁」
がどうしてもある。リハビリ実施計画書をつくり
家族に説明をして実践していくが、3 か月後にそ
の効果がどう現れたのかを実証することが大変に
難しく、そこに現場の皆さんの大きな苦労が見ら
れる。
家族の立場から見た効果とは、1 つには利用者
自身の生活の何がどう変わったのか、すなわち生
活の変容があったのか・なかったのかといったこ
とである。また、介護の負担感がどれほど軽減さ
れるのかといった点にも期待が大きいと思う。
しかし、認知症短期集中リハビリにそこまでの
期待が持てるものなのかどうかは、今後の検証を
待たなければならないだろう。それに向けては、
現場における効果の実証のほか、リハビリ専門職
がつくったプランとケアマネジャーのつくったケ

アプランが、現場でどのように整合性を持って運
用されているのかもポイントになってくる。だか
らこそ、皆さんから実践を通じたさまざまなデー
タや意見を出していただき、それをもとに考察・
検証を進めていくことが大切である。

＊
土井：私も作業療法士として一言補足したい。私
は認知症短期集中リハビリについて「カレーライ
スをつくることです」と、よく表現する。カレー
ライスをつくる作業は、まずレシピを検討し手順
を考えて材料・道具を揃える。その準備ができた
ら、次は実際に材料の皮をむいて切り分け、煮た
り炒めたり味つけをしたりという作業を行う。そ
して最後に皿に盛りつけて食べ、「おいしかった」
となる。こうした一連の流れがある。つまり、
「このプロセスのなかのどこができて、どこがで
きないのかを一緒に知りましょう」と家族に説明
し、支援の仕方を探っていくことが認知症短期集
中リハビリの実践ポイントである。
カレーライスはあくまで一例にすぎず、例えば、
母親や祖母であれば、どんなことをしてもらいた
いと思うのか。もう一度肉じゃがをつくってほし
いのか、それとも園芸をしてほしいのか。祖父な
ら、もう一度釣りに行く姿を見てみたいなどとい
うことにも当てはまる。そこは適宜置き換えて
各々の工程を細分化していき、できるところを見
つけて、「そこを支援しませんか」と話せばよい。
大事なことは、その人にとって意味のある活動を
一緒に見つけ、それを 3 か月後に達成しませんか
と具体的に提示することである。
すると家族からは「じゃあ、3 か月で終わりな
んですか」と聞かれるかもしれない。それに対し
ては、「だから、家族も含めたチームで一緒に見つ
け、実践していくんです。医師、介護職や看護職、
リハビリ専門職、支援相談員、ケアマネジャーな
ど、すべての職種でチームを組みます。リハビリ
が最初に介入しますが、多職種がかかわるため、

らしさを支え続けることは、私たちリハビリ専門
職に課せられている。認知症の初期には個人史を
反映した形でかかわり、中等度になったら、なじ
みの場やなじみの関係を意図した集団的な環境整
備を行い、危険や混乱に対する配慮をし、よりい
っそう気づきを増やしていき福祉用具も活用して
なんとか支えていかなければならない。
重度になると、私たちリハビリ専門職が懸命に
かかわったとしても少しずつ押しこまれて来るが、
それでもディフェンスラインは下げないようにす
る。そのときは、やはり多職種連携でのかかわり
が重要だ。認知症高齢者の機能・能力・暮らし・
思いを、リハビリ専門職やケアマネジャーなどの
全員が専門性を発揮して代弁し、認知症を制する。
地域包括ケアで生き残れるのは、こうしたかかわ
りができる施設だろう。

私たちには成果についての説明責任がある

浅野：認知症高齢者のリハビリでは、前述したよ
うに「～する」とつく生活機能・生活行為そのも
のの具体的向上をめざす。この「具体的」が大事
で、利用者の個別性に応じたリハビリ計画やリハ
ビリマネジメントで臨まなければならない。
そのとき私たちは、ニーズや解決すべき生活課
題を明らかにし、個人史や環境因子の影響を考慮
して、本人が安心して楽しく取り組めることから
展開していけばよい。そのためにも脳の機能や生
活機能に関する専門的知見を持ち、アセスメント
に基づく個別のリハビリ計画を立てて、集団でか
かわる際にも個々に適切な支援を行う。こうした
ことが大事である。BPSDに関しても、さまざま
な原因の仮説をしっかり知った上で、そこに働き
かけるようにしたい。
当苑では、利用者が語った内容をナラティブシ
ートにまとめている。そこには「どのような子ど
も時代を過ごしたか」、「学校時代の思い出は？」、
「仕事は何をしていたか」、「どんないきさつで結婚

し、利用者はどんなお父さん・お母さんだったか」、
「趣味・楽しみは何か」、「できるようになりたいこ
とは？」、「今手元にほしいものは？」、「何をして
過ごしたいのか」などを書き、それを居室に掲示
している。さまざまな場や集団を活用して、存在
を支援しようと考えたものだ。
ところで、認知症短期集中リハビリは本当に効
果があるのかと、家族に聞かれたことはないだろ
うか。利用開始時と 3 か月後を比較して実際にど
のように改善するのか、各現場において、私たち
はその変化を実証するための工夫をしていかなけ
ればならない。とにかく十分に説明した上で契約
を結び、アセスメントに基づくリハビリを提供す
る。そのすべてをしっかりと記録に残し、3 か月
後に成果を説明する責任が私たちにはある。
この関連で今、私は米国の作業療法士・アレン
の説に注目している。「認知症の方の認知能力を改
善させるには限界があるため、認知能力を評価し
た上で代償されるべき思考パターンを明確化し、
行為レベルで最大限の遂行能力を達成する手がか
り、支援をする」として、課題環境を変容するこ
とで認知症高齢者の達成度を上げるといった考え
方（環境ディバイス）である。
これはまさに老健施設における、根拠に基づい
たリハビリに応用できるのではないかと考えてお
り、さまざまな手段による試行錯誤を続けている。
よりよい認知症リハビリの実践に向けては、皆さ
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例えば、季節の話題を持ち出して「何かおいしい
ものを食べたいですね」とか、誰かが結婚すると
きには「新婚旅行には行きましたか」といった話
題を投げかけると、表情が変わっていろいろと話
してくれたりする。こうした場面を介護職と共有
し「この人はこんなに笑うんだ」、「こんな反応を
するんだ」と実感してもらい、よりよいケアにつ
なげていってほしいと考えている。
人にはいろいろな面があって、私たちが引き出
し方を少し工夫すると、その人らしさが現れてき
たりする。こちらが強制的に扱うと相手は依存的
に対応してくるといったことは、皆さんも経験し
ているのではないだろうか。

意味のある在宅復帰を支援する応援団として

土井：では、最後にグループワーク全体に関する
総括コメントを井上さんからいただきたい。
井上：全体を通じて、「老健施設のリハビリ専門職
の役割」についてクローズアップされ、老健施設
をはじめとした生活期リハビリにおける皆さんの
専門性・必要性が取り沙汰された。そしてリハビ
リ専門職は個別の機能訓練やトレーニングももち
ろんだが、今後は評価と助言に関して大きな役割
を担っていく必要があると示された。
例えば家族に対して、病気や障害を説明しどの
ような介護を行えばよいのかを伝えること、さら
には、介護自体をどう捉えてどのような姿勢で臨

めばよいのかといったアドバイスをすることも、
リハビリ専門職の大切な役割だろう。
また、職員に対する役割もある。例えば、リハ
ビリの技術や評価の視点について、医師をはじめ
看護・介護などの各職種に伝えることである。リ
ハビリ専門職の立場から利用者・家族の支援に通
じることはすべて皆さんの役割であり、それは老
健施設の基本施設サービス費に包括評価されてい
ると思う。
今後の地域包括ケアに向けては、リハビリ専門
職にはこれらの大きな役割が期待されており、利
用者・家族、そして職員に対しても反映していく
必要があるという自覚を持っていただきたい。
それからもう 1 点、在宅復帰についてはたしか
に老健施設の基本的な役割ではあるが、組織の成
り立ちや地域特性などによる多様性・多機能性も
あってよいのではないだろうか。在宅復帰を進め
ているところだけが、必ずしもよい老健施設だと
は思わない。重介護の方を支えることや、ターミ
ナルへの対応も、今や老健施設の大切な役割であ
る。ただ、そうした役割を担う施設も、意味のあ
る在宅復帰を支援する応援団として、できるだけ
の支援をするという姿勢で取り組みたいものであ
る。皆さんには老健施設の役割を総合的に理解し
て、各々の現場で実践を進めてほしい。
土井：本研修会では老健施設のリハビリの普遍的
なあるべき姿を再確認する目的で、シンポジウム
やグループワークを組み立てた。皆さんには、さ
まざまなことにチャレンジできる老健施設の可能
性を改めて感じていただけたかと思う。
繰り返しになるが、在宅復帰に向けては、通所
リハビリや訪問リハビリなどによるフォローの仕
組みも含めて、その方にとって意味のある地域で
の生活の継続をいかに支援していくのかといった
視点が欠かせないことを、最後にもう一度心に留
めていただきたい。

その後をきちんと生活の場につないでいくことが
できるんです。通所リハビリでは家族につないで
いくことができます。これを一緒に、一つひとつ
やっていって、最初の 3 か月間でまず糸口を見つ
けていきましょう」と説明する。私はこれこそが
認知症短期集中リハビリだと思う。
すなわち、その人にとって意味のある活動・作
業を見つけていくことが認知症短期集中リハビリ
なのだと言いたい。そのプロセスのなかには、当
然、作業をするために必要な筋力や耐久性などの
さまざまな課題が出てくるため、通常の短期集中
リハビリや運動等も同時並行して行うのである。
とにかく、その人にとって意味のある活動をもと
に、それぞれのアプローチに意味づけをしていく
ことが重要である。
では、この後は会場との質疑応答・ディスカッ
ションを行いたい。

質疑応答と総括

引き出し方の工夫次第でその人らしさが現れ

る

会場A：当施設では、認知症リハビリをなかなか
実践できていない。例えば、認知症の検査などを
どうすればよいのかを伺いたい。
浅野：当苑ではHDS-RとMMSEを必須としてい

るほか、30の生活項目を挙げてコメントをつけ、
評価を行っている。例えば、食行動、排泄・失禁、
歩行・移動機能はどうか、名前が書けるか、簡単
な手工芸はできるか――といった項目であり、リ
ハビリ専門職が、この人はこれをこのぐらいでき
るようにしたいと評価する。
実は当苑でも、認知症短期集中リハビリの加算
算定は思うように進んでいない。一人の利用者に、
認知症短期集中リハビリと短期集中リハビリを同
時に提供する体制を整備しきれていないからだ。
そのため現状はスタッフのトレーニングも兼ねて、
利用者を見る目、すなわち評価の仕方を学んでい
る段階である。当苑で使っていて皆さんにもお勧
めしたいのは、「ひもときシート」（認知症ケア高
度化推進事業「ひもときねっと」ホームページ
〈http://www.dcnet.gr.jp/retrieve/index.html〉
参照）で、これでBPSDなどを捉えると職員の学
習効果が極めて高い。ぜひ、参考にしてほしい。
会場B：認知症の方については、認知症短期集中
リハビリ以外の日常的な介護の場面におけるかか
わり方でも、今後の介護量が変わってくるのでは
ないかと感じているが、実践が難しい。
例えば、片麻痺によって身体機能が低下してい
る方であれば、動くほうの手を使って食べていた
だくなど自立支援の介助を介護職にお願いするが、
認知機能が低下した方にはどう対応すればよいの
だろうか。介護職への伝達法を教えてほしい。
浅野：介護職にも個性があり、力量や認識の差も
あって、伝え方を間違うと軋轢

あつれき

が生じるため気を
つけたい。私は、現場の実践から「Aさんのこの
やり方はすごくよい」というものを見つけて、実
例を挙げて示すようにしている。
また、認知症高齢者には、畳の上でごろ寝して
テレビを見たり雑誌を眺めたりしながら、何かの
拍子にみんなで笑う雰囲気をつくるということを
行っている。つまり寛いだ雰囲気のなかで何らか
の話題を提供できるように心がけているもので、
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になったら大変だ」といわれていますが、これは
25年前にはなかったことだと思います。
平成7 年1 月17日に阪神・淡路大震災がありま
した。その当時の神戸市の65歳以上人口比率は
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老健施設は地域包括ケアの
中核的施設に

兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメント専攻教授

小山秀夫氏
こやま・ひでお●昭和26年東京生まれ。昭和55年上智大学大学院博士後期課程終了（社会学・社会福祉学専
攻）。同年厚生省病院管理研究所（現在は国立保健医療科学院に名称変更）、平成4年同研究所医療経済研究部部
長。退職後、静岡県立大学経営情報学部教授を経て、平成22年から現職。全老健の「老人保健施設の総合的な
将来の在り方検討懇話会」委員。

人口構造の変化の
インパクトが大きい

――小山さんは老健施設誕生の前夜から、長く老

健施設にかかわってこられています。その意味で

は、昭和62年の老健施設創設から25年経った流

れのなかで、2025年の地域包括ケアシステムに

向け老健施設が中核的な拠点になることをめざし

て動き出すという中間報告の意味についてお話し

いただければと思います。

小山：老健施設が増えたなかで、不変の部分・変
化してきた部分・これから変化していく部分の3
つがあります。過去・現在・未来の問題を一つひ
とつクリアせず、同時に議論すると混乱してしま
うでしょう。
老健施設創設から四半世紀以上経って、経済状
況をはじめとしたさまざまなことが変わってきま
したが、この25年間で人口構造がまったく形を
変えたことのインパクトが大きい。
2011年現在で全国に約1.800の市町村がありま
すが、市を除いた92の町村で65歳以上の人口比
率が40％以上です。「人口の40％以上が65歳以上 小山秀夫氏

約16％でした。平成23年 3 月11日の東日本大震
災で被害に遭った地域の65歳以上の比率は約
30％でした。高齢者が増え、65歳以上が30～
40％になっている社会での施設体系と、15～
16％だったときの施設体系とは違うと思います。
老健施設の制度設計をしたときには、従来には
ないまったく異なる新しいタイプの施設をつくっ
ていこうということでした。しかし、こうした変
化を受け、2025年に向けて老健施設自身の変化が
求められます。2025年の話は「まだ先だ」と思い
がちですが、今のうちに準備しておかないといけ
ません。

最低基準が
最適基準にはならない

小山：老健施設は特養と病院（療養病床や慢性期
病院）とどう違うのかという議論をもう25年間
続けています。例えば、東京から大阪まで行く方
法は、バス・車・新幹線・飛行機などいろいろあ
ります。同時にさまざまな形態の施設があっても
構わないと思います。
老健施設は数も増え、いろいろな施設ができま
した。特養に近い機能の老健施設もあれば、本来
機能を守っている老健施設もあり、数は少ないか
もしれませんが医療を中心にしているところもあ
ります。
特養にも医師が常駐しているところや看護職員
やリハビリ専門職をたくさん入れているところも
あります。それと老健施設はどう違うのかを議論
したところでどうにもならないと思っています。
少しの違いを強調して、制度をつくっていくと
いうやり方もあるとは思うのですが、あまり細か
く分類せずにざっくりと大枠で決めていくという
考え方もあります。
アメリカでは、療養病床を含めて老健施設や特

養もグループホームも全部“ナーシングホーム”
です。ナーシングホームは大きな概念でかなり幅
広く、この概念のもとでロング・ターム・ケアを
行っています。アメリカから見れば、日本はロン
グ・ターム・ケアのなかを細切れに仕切った“幕
の内弁当”のように見られています。
細切れにしすぎるとどういうことになるかとい
うと、「特養への入所が適切だが、特養がいっぱい
なので老健施設にいる」、「老健施設がいっぱいだ
から療養病床にいる」といった話になってきます。
老健施設はリハビリ専門職や支援相談員を必置
にした最初の施設です。逆に細かい仕切りを作っ
たおかげで、質が悪い施設ができなかったという
メリットはあると思います。デメリットは「最低
基準がなかなか最適基準にならない」ということ
です。オプティマムレベル（最適基準）なのか、
ミニマムレベル（最低基準）なのかという議論が
絶えずあり、老健施設の療養費でミニマムを保証
して、それにオプティマムを乗せる方法を行って
きました。最低基準は質を落とさないため、最適
基準は質の向上のためで、介護報酬で誘導してい
こうという流れできました。

まずエイジングインプレイス
の議論から始める

小山：地域包括ケアのなかで 5 つのサービスがあ
りますが、住宅サービスの上に生活支援や介護・
医療を乗せていこうという方向です。そうなると、
特養も老健施設も療養病床も形は違いますが、居
場所を提供しているのは確かです。居場所があっ
て、寝る場所があって、それプラスで医療・介
護・生活支援のサービスなどが乗る。一番わかり
やすい居場所の議論から始めましょうと「居場所
議論」というものがあります。エイジングインプ
レイス（地域居住）という議論です。

特別インタビュー
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小山：老健施設には施設入所、通所リハビリ、短
期入所があり、施設の入所前や退所前に利用者の
家に訪問して地域と切れないようにしてきました。
老健施設の持っている従来機能に在宅機能をつ
けて、訪問看護や訪問介護だけではなく、主に訪
問リハビリをプラスして提供していくというのが
総合在宅支援センターです。相談、リハビリ、入
所、通所、在宅機能で総合在宅の支援のところに
地域サポートを行うという機能をここに込めたの
です。
老健施設にPT・OTがいて、2000年の介護保
険発足時、介護報酬で訪問リハビリが認められる
ようにしたのです。つまり訪問リハビリという項
目は最初からあったのです。平成 2 年に老人訪問
看護ステーションができて、平成 4 年に普通の訪
問看護ステーションができ、訪問看護ステーショ
ンのなかにPT・OTが入って、訪問を始めたステ
ーションがありました。訪問看護ステーションで
はなく、いずれは訪問リハビリステーションがで
きたほうがよいという議論になりました。
訪問看護ステーションは「看護なのにリハビリ
ばかりやっている」、「訪問看護ステーションなの
だから、看護職がリハビリ専門職よりも少ないの
はおかしい」という話になってしまいました。
地域にリハビリがなく、施設内あるいは通所で
しかリハビリが提供されないのであれば、「地域リ
ハビリ」とは言えないと思います。
中間報告の 2 章にこうあります。「『地域包括ケ
ア研究会報告書』が示す介護保険施設の中心コン
セプトを老人保健施設の本質機能と捉えれば、特
別養護老人ホームはケアが組み合わされた住宅、
療養病床は病床という役割分担が明確になる」。
つまりいろいろな資源をキープしていて、地域包
括ケアを中心的に行える施設は老健施設と言って

サービス付き高齢者向け住宅・特定施設・グルー
プホーム・小規模多機能・サテライトの老健施
設・特養などの施設は全部個室です。それに対し
て老健施設が 4 人部屋を出しても競争力があるか
は疑問です。
必ず言われることは、「個室分を払えるだけの年
金額を持っていない」ということです。介護保険
をつくったときに、都市サラリーマンで35年か
ら40年勤めて、中産階級の人たちがもらう年金
で運用できる介護をめざしたという大前提があり
ました。それが崩れてしまったことが問題ですが、
その人たちにとっては「 4 人部屋に入るために年
金を払っていたわけではない」ということでしょ
う。一番問題なのは団塊の世代で、約20年後に
この世代の方が介護保険を利用するわけだから20
年後までに間に合えばよいのかもしれません。
居場所を個室にするのかしないのか、ターミナ
ルに老健施設から病院に運ぶのか運ばないのか、
そして家庭復帰をどうしていくか、リハビリにつ
いてどう考えていくか――といった問題もありま
す。このときにモザイクのように規則に従って分
けていく、他との違いを示していく、最低基準な
のか最適基準なのか問題があります。
今回は中間報告なので、少しだけ方向性につい
て各問題に答えを出しています。「認知症に対応し
ましょう」、「ターミナルもやっていきましょう」、
「リハビリもやっていきましょう」などです。医
療行為についても適切な対応を求めなければいけ
ないので、一応「内づけの医療」と出来高払いで
請求できる「外づけの医療」の議論をしょうとあ
ります。
――中間報告のなかに「総合在宅支援センター」

という新しい言葉があります。これは地域包括支

援プラス自ら出向くといったサービスをもったも

のですか。

います。そして「介護保険施設に期待される本質
機能を果たせば、老人保健施設が地域包括ケアの
中核的施設に位置づけられる将来像が見えてくる
と言えるだろう」と書いてあるのです。「地域包括
ケアの中心は老健施設です。頑張ってください」
というメッセージがここにあります。

開業医との連携を
老健施設側が理解すること

――2025年まで期間は意外に短いですが、そこに

至るまでのプロセスで何が障害になりそうですか。

小山：それは地域の在宅支援診療所との関係をど
う持つかということです。日本の地域医療は質も
よいし、診療所は頑張っています。地域医療の中
核は老健施設ではなく、診療所だと思っています。
例えば、政府の「社会保障・税の一体改革」で
は、病院の外来の半分以上は診療所が担当してほ
しい、在宅にいる人も診療所で診てほしいと言っ
ています。そうなると、老健施設が資源をキープ
して中心的な役割を果たしたいと思っても、在宅
をきちんと診ている診療所の医師との連携がとれ
なければうまくはいきません。そうすると老健施
設は、地域で往診している診療所からどのくらい
信頼されるかがポイントになります。
従って、地域の医師がどう思っているかを老健
施設側がまず理解することが必要です。例えば、
グループホームは地域の開業医なども含めた運営
協議会をつくっています。自分の患者もいるわけ
ですからいろいろな話がされるわけです。老健施
設も 1 年に何度かケース会議やケア会議を開くな
どして地域とうまく連携していただきたい。これ
が地域包括ケアを軌道に乗せるポイントになるで
しょう。

特養は養護老人ホームから発生したから、高齢
者の居場所の上にサービスがついているというこ
とがはっきりしている。これに対して、病院は医
療サービスを効率的に提供するという立ち位置で
あるため、住んでもらっては困るところです。老
健施設はどちらかというと、特養よりも医療寄り
の施設で、住居として質が高いものを供給したい
と思いつつ、医療サービスの流れに傾きがちです。
特養は個室ユニットケアに流れていますが、老
健施設は医療の流れから個室ユニットケアという
流れにはあまり乗らなかった。住む場所が大部屋
というのはなかなか難しい。昔、地方にはたくさ
ん商人宿があって、10畳の部屋に見知らぬ 5 人が
2 畳ずつで寝るという時代がありましたが、それ
がビジネスホテルになり、現在は全然知らない人
同士が同じ部屋で泊まる機会はあまりありません。
最近、病院でも 5 割程度個室化しているところも
増えています。全床個室とは言わないまでも8 ～
9  割個室という病院もあります。
エイジングインプレイスの考え方をすると、お
年寄りをいろいろなところに移すと生活環境が変
わるから、なるべく住み慣れた場所にずっといた
ほうがよい。しかし実際には、施設が細切れにな
っているため、あちこちに移らなければいけなく
なります。
本当にどういうものがよいのかという本格的な
議論は行われていません。枝葉末節の違いについ
ては非常に神経を使うものの、骨太である原理・
原則についてははっきりとした方向性が打ち出さ
れずに、何となくの流れで進んできたと思います。

4人部屋では
競争力を失うのではないか

小山：25年目の老健施設が4 人部屋を建てたとし
ても、正直言って競争力はないでしょう。例えば、



は即座に着手した。会員39施設のなかから中央
研修に送り出す看護師を選出し、受講した指導看
護師が伝達講習を行って、各現場の指導者となる
看護師を養成した。伝達講習会は 2 回行い、2 回
目には私を含む 3 名の医師も加わった。数少ない
看護師たちが実に献身的によく学び、立派な講師
として力量を発揮してくれた。
そして山形県内を大きく 4 つのブロックに分け、
講師 3 名を有する複数の老健施設が、近隣の老健
施設に対して、合計50時間の講義を、共通に定
めた項目ごとに実施日時を少しずつずらして研修
する体制を整えた。これによって受講を希望する
介護職員は、各々の勤務状況に合せてすべてのカ
リキュラムを受講できた。受講した介護職員は実
に熱心に、真剣に学習し、平成23年12月25日の
筆記試験では受験者201名全員が合格の快挙を成
し遂げた。
その後の演習も、シミュレーター（たんの吸引
訓練モデル、経管栄養訓練モデル、救急蘇生人形）、
吸引装置、人体解剖模型等を用いて行い、研修評
価票に基づいて終了した。また実地研修は、研修
担当老健施設の利用者・家族の了解を得た上で、
不測の事態に備え、全受講介護職員を対象に全老
健介護老人保健施設総合補償制度および他の損害
賠償保険に加入し、実施した。
この結果、山形県老健協会の介護職員201名に

「修了証明書」および「受講証明書」が発行され、
「認定特定行為業務従事者認定証」が逐次、交付
されている。

老健施設が地域の教育機関となれば
重介護者の在宅復帰への道が開く

このたびの研修事業は山形県の指示により、入
所担当の介護職員のみを対象として実施した。今

後は他の部門の介護職員にも同様の教育が必要で
あると考えている。
重度認知症や多発性脳梗塞等の重度脳障害を有
する高齢者、諸機能が衰えた老衰高齢者等は、い
つの日か必ずと言ってよいほど、摂食・嚥下障害
を生じてきてしまう。嚥下訓練・食形態改善・口
腔ケア等を行っても回復には限界があり、必ずた
んの吸引等が必要となる。
日本がお手本としてきた福祉先進国の北欧の
国々では、このような状態になった場合、その人
らしさが失われたものと判断され、胃ろう等の経
管栄養は行わず「よい死」（good death）をめざ
すことを国民的合意で決めている。日本では、ま
だこの考えの是非については議論が始まったばか
りであるが、その人らしさを大切にするか、1 分
1 秒でも命を永らえさせることを大切にするか、
その決定権があるのは基本的に本人だけであろう。
だが、判断力を失っている摂食・嚥下障害高齢
者は、ほとんどの場合、家族が命を永らえさせる
道を選んでいる。その結果、老健施設に重介護を
要する高齢者が増え、イルリガートル用スタンド
が林立しているのである。
この人々をも在宅または居宅に復帰させ得る道
はあるだろうか？
一つある。その鍵は老健施設が握っている。そ
の手段は老健施設が、訪問介護・グループホー
ム・サービス付き高齢者向け住宅等の介護職員に、
たんの吸引等を教育することである。老健施設が
教育機関として地域に凛として存在すること。そ
れこそが、老健施設が地域の諸サービス機関と連
携を密にする方法であり、地域包括ケアシステム
の中核的施設としてゆるぎない地位を築き得る道
である。
その教育ができることを私たちは立証した。
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たんの吸引等研修事業筆記試験は
受験者201名全員合格の快挙

75歳以上の高齢者数が最多となることが予測さ
れている2025年に向けて、いよいよ平成24年4 月
1 日から、地域包括ケアシステムが動き始めた。
周知のとおり、介護サービス基盤強化のために介
護保険法等の一部が改正され、平成23年6 月22日

に公布。平成24年4 月1 日より、一定の研修を受
けた介護職員等が一定の条件下で、たんの吸引等
を実施することが可能となったのである。
山形県は、医師も看護師も絶対数が圧倒的に不
足している医療従事者不足県である。平成23年
10月 6 日付の都道府県知事宛の厚生労働省老健局
長通知「平成23年度介護職員等によるたんの吸引
等の実施のための研修事業」に、山形県老健協会
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地域包括ケアシステムの中核的
施設をめざすためには何が必要か
――介護職員等によるたんの吸引等の
研修事業に対する老健施設の役割――

地域包括ケアシステムの中核的
施設をめざすためには何が必要か
――介護職員等によるたんの吸引等の
研修事業に対する老健施設の役割――

全老健山形県支部長、介護老人保健施設あこがれ理事長

大島扶美
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私は卒後26年間従事した外科医を辞め、平成11
年11月より社会医療法人財団白十字会介護老人
保健施設サンの施設長・医師へ転職した。早いも
ので12年以上が経過したが、介護現場で学び得
たエビデンスは外科医だった私にとって予想以上
の素晴らしい宝物となった。その宝物を具体的に
紹介する。

①身体・精神的拘束の廃止と
介護負担軽減

平成12年4 月に始まった介護保険制度での身体

拘束廃止運動は、介護現場に介護技術の革新と全
人的ケアの重要性を認識させ、今や介護の原点と
なっている。医療現場では救命・治療の目的で必
要以上の拘束がなされているのが現状である。ま
たサンでは、5 年前よりケア技術向上委員会を設
置し、リフトや各種の福祉用具を積極的に活用す
ることにより、介護スタッフの負担軽減に努めて
いる。

老健施設の底力
――老健施設が病院・診療所に

勝るもの――

老健施設の底力
――老健施設が病院・診療所に

勝るもの――

全老健長崎県支部長、介護老人保健施設サン施設長

石橋經久
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②入所者の介護度再認定調査の結果

平成19年4 月～平成24年3 月までの入所者の介
護度変化率は改善29％、維持50％、悪化21％で
ある（入所定員100名、平均年齢84歳、平均介護
度3.8）。この結果は老健施設の介護とリハビリの
レベルの高さを示唆している。

③認知症に対するケアと
リハビリは薬物療法に勝る

私の施設では11年前より認知症に対して、狂
った体内時計をリセットするための施設生活と、
学習療法○R・音楽療法や脳活性化リハビリを施行
し、認知症の改善に著明な効果をあげている。私
たちの研究では抗精神病薬を中止して上記の療法
を施行すると、前頭前野の脳血流量が改善される
結果を出している（光トポグラフィ装置ETG－
4000にて測定）。脳神経細胞と神経ネットワーク
の再活性化により、多くの認知症利用者が本来の
自分らしさを取り戻され認知症が改善している。
87歳の認知症高齢者で、入所時の要介護4 から4 
年後に要支援 1 へ改善された事例も経験している。
一般の医師は、ドネペジル塩酸塩や抗精神病薬
を投与することで認知症の治療をしていると思い
込んでいるが、認知症は高血圧や糖尿病等の治療
とは異なり薬物療法では改善しない。全人的ケア
と脳活性化リハビリが最高の認知症治療法である。

④高齢者の維持期
心臓リハビリテーションへの挑戦

多くの高齢者は心疾患を合併している。心臓リ
ハビリテーション指導士と一緒にパワーリハビリ
の手法を用い、高齢者の心臓リハビリの効果を研
究した。結論としては、心不全で高BNP血症が

あっても、心エコ―検査でEF（左心駆出分画）
が35％以上であればリハビリは可能と判断し、
循環動態とSpO2（経皮的動脈血酸素飽和度）を
チェックしながら心臓リハビリを実行している。
NYHA（心機能分類）がⅢ度→Ⅱ度へといった改
善事例も多く経験した。

⑤高齢者のがん末期ケアは
老健施設が最適

私たちの施設では毎年16名前後の看取りを行
っている。8 年前より16名のがん末期利用者にタ
ーミナルケアを施行した。全人的ケアとリハビリ
による自己疼痛制御機構の活性化は、オピオイド
を必要とせずに少量のNSAIDs（ボルタレン坐薬）
のみで疼痛緩和を可能とした。
病院や診療所で行う疾病指向型（Pathogene-
sis）治療と異なり、老健施設では健康指向型
（Salutogenesis）の緩和ケアが可能である。結果
として、がん末期利用者のADL・QOLは最後ま
で高く保たれ、本人や家族の満足度は高い。オピ
オイド投与による寝かせきり状態の終末期緩和ケ
アは高齢者にとって最悪の緩和ケアと考えている。
以上の内容は、第44回日本癌治療学会（東京）
にて発表した。

⑥出前介護教室

平成16年より、地域に根ざした施設として各
地区の公民館へ出向き、140回以上の介護教室を
開催した。認知症・介護予防や健康寿命などにつ
いて講演すると地域の皆様との信頼感が深まり、
地域に根ざした老健施設としての役割も果たすこ
とができた。今後、老健施設には地域包括ケアの
主役となり積極的に貢献して行く責任がある。
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りました。感冒症状を伴う感染症の体調不良者が
減少したという結果も得られたのです。換気回数
の増加や茶に含まれるカテキンの薬理効果による
ものと考えられます。匂いをすべて取り除くこと
は不可能です。匂いは見聞きし、感じ、味わった
はずの事物を思い出させるのにより効果的なきっ
かけとなります。生活に欠かせない匂いのある環
境づくりをすることで認知症の進行緩和につなげ
たいと考えます。

脱臭対策費用は、お茶殻を天井に吊るすネット
代150円のほか、臭気測定をするための臭気測定
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か月ごとに交換するなど、業務内容に組み込まれ
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い・季節ごとの自然な花や木の匂い・そして気持
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当施設の認知症専門棟では生活をする場である
にもかかわらず、排泄物臭と考えられる不快な臭
いを払拭できずにいました。そうしたなか、他フ
ロアから移動してきた利用者の「くさい」という
言葉をきっかけに、脱臭対策を開始しました。
脱臭対策は、エコロジーであることが前提です。
今まで不定期に行っていた換気の回数を増やして
定期的に行いました（写真１）。また、施設内で
使用済みのお茶殻を小ネットに入れ天井に吊るし
（写真２）、コーヒー殻を少量ゴミ箱に入れました
（写真３）。

改善されたかどうかを評価するため、対策前後
で①臭気測定器を用いた比較（写真４）、②研究
員による臭気の感じ方、③利用者の家族・職員へ
アンケートを実施しました。
その結果、臭気測定器での比較はほとんどの場
所で対策実施後のほうが低値を示しましたが、夜
間は測定値が高値となりました。夜間には換気が
できないことや、お茶殻・コーヒー殻の匂いがフ
ロア内に漂い、芳香効果があったと推測しました。
臭気の感じ方のアンケート結果については、対策
実施後｢改善があった｣、｢食べ物の匂いがする｣と
評価されました（図）。
また、この研究により予期せぬ嬉しいこともあ
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介護研究脱臭大作戦THE エコロジー
～臭いますから匂いますへ～

介護老人保健施設赤門なのはな館（千葉県）

橋本英昭 介護／鈴木佐智子 看護（写真）
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2．発表までの準備・工夫・苦労など

写真１　定期的に換気を行う
写真２　使用済み茶
殻を天井から吊るす

写真３　少量のコーヒー殻をゴミ箱に 写真４　臭気測定器を用いて改善程度を評価

3．現場においての実践

4．今後の展開
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当施設では人材育成システム（①固定チームナ
ーシング、②介護ラダー、③目標管理システム、
④プリセプターシップ、⑤off-JT）を利用し効果
を得ていたが、職員アンケート満足度の低下をは
じめ、有効性の低下が見受けられました。
そこで、当施設における人材育成システムの有
効性を明らかにし、システム有効性を検証するこ
とでスタッフ間での共通理解、本質観取へつなげ
ることを目的とし、職員アンケート（職務満足度
測定尺度48項目※）の分析から人材育成システム
との関係性を、バーナードとサイモンの組織均衡

理論を理論的基盤とし、現象学的還元（本質観取）
の観点からも考察、評価分析を行いました。その
結果、本当に介護の現場を守るということは、「育
て続けること」、「学び続けること」であるとわか
りました。
人材育成の対象は人間であり、施設やスタッフ
双方の環境因子や個人因子等によって人材育成環
境や状況もさまざまに変化していきます。しっか
りとしたシステムとその共通理解、そして評価・
分析ツール（職務満足度測定尺度等）を利用して
その都度人材育成システムの分析を行い、内容の
修正・再構築ができることでよりシステムが安定
し、結果として良質の施設サービス継続にもつな
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「育てる（学ぶ）パワーが介護のみらいへ」
～人材育成システムの再検証と再構築～

黒部市介護老人保健施設カリエール（富山県）

舟田伸司 介護

1．要　旨

ちがリラックスできたり、眠りを誘う精油の香り
などを提供し、環境を整えていきたいと、想いは
広がります。

今回は、利用者の過ごす環境改善を目的として
取り組みました。不快な臭いがあったことは、初
めは職員皆が感じていたと思います。しかし、そ
れが日常になっていました。いつか解決しなけれ
ばならないことを感じながらも、慣れてしまって
いたのです。
演題発表は、今、自分たちの行っている介護が
どのような意味を持つのかじっくりと考える機会
になりました。日々、日常の介護に追われて一日
が終わってしまいがちです。少し立ち止まって、
これでよいのかと考えることが、介護の質の向上
につながると思いました。
ただ研究となると簡単にできることではありま
せん。全国大会の晴れの場で毎回演題発表ができ
るようにと、目標を定め、介護の質の向上をめざ

し、施設をあげて介護研究が継続されるよう取り
組んでいます。

演題発表にあたり、文献検索にかなりの時間を
費やしました。インターネットで検索したり、図
書館へも足を運び数々の書籍を読み、調べました。
今回のテーマが嗅覚に関することであったため、
鼻の解剖生理学から、認知症の病態までそれぞれ
専門分野の知識の習得・再確認をしました。
私たちは、知っているようで実は曖昧な解釈が
多かったことに気づきました。介護の意味づけを
することで、自分の行う介護に自信を持つことが
できました。1 つの介護研究をまとめることは、
たやすくありませんが、それだけに達成感は大き
いです。是非、皆さんにも挑戦してほしいと思い
ます。
また、このたびは優秀賞をいただき、とても光
栄に思います。施設の全スタッフの協力があって
の受賞です。ありがとうございました。

図　利用者の家族・職員へのアンケート結果 

対策施行後 

におう 
77％ 

におわない 
23％ 

対策施行前 

におう 
38％ 

におわない 
53％ 

ややにおう 
9％ 

★共有された物語やエピソード、考え方の 
　枠組み、方向性ができる（≒本質観取）。 

『好循環』への転換 

5．現場の変化

6．受賞した感想

★共有された物語やエピソード、考え方の 
　枠組み、方向性ができる（≒本質観取）。 

『好循環』への転換 

キャリアループ 
  
 参考引用文献：永井則子：プリセプターシップの理解と実践　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　改定版　新人ナースの教育法　第2版　P86　図14、日本看護協会出版会、2006

「実践との循環作用」が生まれる！ 

 
キャリアビジョン 知識・技能習得 経験の蓄積 成果創出 

図１　キャリアループ～「自己開発（self development）」～ 

※職務満足度測定尺度（48項目）
Stampsらが開発し、尾崎により日本語訳され信頼性妥当性が検証されている「病院勤務の看護婦の職務満足度」の質問項目を施設
用に修正をして用いた。質問項目は以下の7 つの構成要素から成る。①給与、②職業的地位、③医師との関係、④看介護管理、⑤専
門職としての自律、⑥看介護業務、⑦看介護間相互の影響
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それにより、新人職員の「仕事がわからない」、
「楽しめない」という「わからないストレス」の
改善につながりました。また、中堅職員にプリセ
プターという「育てる」役割が求められたことに
より、考え、伝える体質が職場内に育ちつつあり
ます。
そして、発表以降、正規職員でも畑違いの介護
未経験無資格者の採用が複数名あり、すぐに人材
育成システムが活用できました。

先に述べた介護未経験無資格者の採用をきっか
けに、介護現場への入り口が一本化されていない
ことに注目。介護福祉士でも養成校卒業生や現場
等からの国家試験組があったり、ヘルパーや保育
士、そして無資格での経験有無等であったりと、
就職した時点では介護技術や知識において到達段
階が異なります。よって、今までの介護福祉士資
格取得を基準とした介護ラダーでは、目標が目標
として成立しない、実現可能な到達目標にならな
い＝成長過程の目標ラダー（階段）効果が得られ
ないということがわかりました。よって、無資格
者のラダーを追加作成することになりました。

プリセプターとして育てる立場に回った中堅職
員が、伝えるための学習に自主的にかかわり、介
護技術講習指導者や介護福祉士ファーストステッ
プ研修等資格取得や自己研鑽に取り組むようにな
りました。また、それが他の職員への良質な刺激

となり、相乗効果となって介護現場でのエビデン
スに基づいたケアの基盤作りにもつながり、「良質
な人材は良質な職場を作る」ということを実感で
きました。
その半面、学びの差がプリセプター等指導者
個々の質の差になり、育てる力の差が見え隠れす
るようになりました。それはプリセプティーの成
長の差ともなるため、今後も継続して全体の質の
向上と、各個人の特性を生かすことができるよう
な育成システムの検討に努めていきたいと思いま
す。

今回の演題発表を通じて改めて感じたことは、
人材育成の難しさと、人材育成は本当に生きたシ
ステムでないといけないということでした。介護
の現場がどんどん進化していくことや、人材の変
化、介護保険を含む社会制度の変化等もあり、た
とえそのシステムが今上手く機能していたとして
も、そのシステムがずっと効果を得られるとは言
い切れません。
ましてや、対象が人であるため、応用性があり、
多様性のシステムが必要なのだと思います。だか
らこそ、「これでよいのか？」と分析し続け、考察
し続ける体質自体が人材育成には必要なのだと思
います。
最後に、今回演題発表に向け、協力してくれた
すべての仲間に感謝の気持ちを伝えたいです。あ
りがとうございました。
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がります。そして、何より介護を考察し学び続け
ることが向上していくためには必須であり、わか
らないという介護現場の「悪循環」要因を断ち切
り、スタッフの自己開発にもつながるということ
を発見できました。
「良質な人材は良質な現場を作る」。
プリセプターシップによりプリセプターが育つ
ことは、チームリーダー層の養成ともなり、「職場
内教育環境の整備」や「離職の防止（辞めない職
場作り）」、「サービスの質向上」にもつながります。
また、施設サイドとスタッフが、介護ラダーによ
りキャリアビジョンを共有したうえで行うプリセ
プターシップにより、目標達成、成果創出が得や
すく、結果それが成長の成功体験となります。そ
して、その成長の成功体験を知る者こそがよいリ
ーダーとなり、職場の「好循環」を作り出してい
くのです。
現在、当施設では介護ラダーの再構築や評価、
プリセプターシップ再開等が行われており、今回
の分析結果が、育てる力の人材育成システム再構
築にもつながりました（図１、２）。

恥ずかしい話ですが、マニュアルの類を作った
ことで満足してしまい、それ以降上手く機能を利
用できなくてもそのまま惰性で使用し、作りっぱ
なしの状況が見られていました。
人材育成においても職員育休のため、代替え臨
時職員への交代が重なり、「今は仕方がないね…」
と妥協する風潮にありました。
しかし、そんななかでも疑問を抱く職員も少な
くはなく、だからといって「これではよくない！」
と熱く反論しても感情論になり空回り…。「無理を
させない」と「育てない」とは違うということ、
思い込みからの脱却を図るため、次世代を担う後
輩を協同演者に巻き込み、アンケートの活用等、
職員間で客観的に共有理解できるよう今回の発表
に取り組みました。

プリセプターシップの再始動と内容見直しにつ
ながり、臨時職員へも育てるシステム（介護ラダ
ーやoff-JT含む）を活用することになりました。

★共有された物語やエピソード、考え方の★共有された物語やエピソード、考え方の 
　枠組み、方向性ができる（≒本質観取）　枠組み、方向性ができる（≒本質観取）。 
★共有された物語やエピソード、考え方の 
　枠組み、方向性ができる（≒本質観取）。 

わからない 

学び 

・視野を狭める 
・振り返れない 
・発見できない 
・専門意識が高まらない 
・人の話を聴かない 
・あきらめ 
 
介護現場の『悪循環』要因 

『好循環』への転換 『好循環』への転換 

職場のソフトウェア作り 
・固定チームナーシング 
・ケアラダー 
・目標管理システム 
・off-JT 
・プリセプターシップ 

・専門性を継続する力と成長へ 
・個人のスキルアップがチーム力向上へ 
・方向性と前進力のあるチームケアに 
・人がやめない職場作りへ 

図２　学習による自己解決能力向上～感受性は自分で守る（コンプライアンス）～ 

2．発表までの準備・工夫・苦労など

4．今後の展開

3．現場においての実践

5．現場の変化

6．受賞した感想



「在宅医療が私の基礎です。大学病院勤務で培

った救急医療の経験を生かそうと、平成5年、石

川県の人口千人の無医村に在宅医療を柱とする

24時間365日対応の診療所を開業し、同時期に

は父の体調悪化に伴い、志を同じくする医局同期

の医師の協力を得て、四十年来地域医療を担って

きた故郷・魚津の病院も継承しました。そして平

成9年に医療法人ホスピィーを立ち上げ、石川の

無医村診療所に新設の老人デイケアを県内で初め

て整備するなど、両地域の在宅医療・地域医療の

いっそうの充実に努めてきました。こうしたなか

で介護保険制度の施行を捉え、施設・在宅両面の

サービスを提供できる老健施設を開設したので

す」と、浦田哲郎理事長は開設経緯を説明する。
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老人保健施設ちょうろく
（富山県魚津市）

老健施設の開設時には、訪問看護・訪問介護の

両ステーションと居宅介護支援事業所、継承した

病院（介護療養型医療施設）を併設し、その後、

隣接地にグループホームやショートステイ・通所

介護などを整備した。平成21年には前述の病院

を介護療養型老健施設（入所定員40名・通所定

員15名）に転換し、平成18年の制度化時に届け

出て他所で運営していた在宅療養支援診療所をこ

の地に移転・併設させ、訪問診療部門を強化した。

同法人は在宅医療を根幹として、地域で暮らす

利用者・患者にとって欠かせないサービスの整備

に努めてきた。この間、その展開を後押しする格

好で創設された諸制度をタイミングよく捉え、地

域の医療・介護を包括的に提供できる体制を築い

てきた。

同施設で特筆されるのは在宅復帰率が高い点だ。

平成23年の年間在宅復帰率は64.6％で、一般

棟に限ると72.2％に上る。同年の退所者数は

139名、平均在所日数は54.7日である。しかし、

2年前の平成21年までは在宅復帰率が3割を下

回り、平均在所日数は400日超の“お預かり施

設”だったという。この短期間に何が変わったの

だろうか。

これまで在宅医療に傾注してきたなかで、平成

18年頃から、在宅でぎりぎりまで頑張った重介

護者の入所が増加した。すると在所期間は長期化

し、平成20年には待機者が100名を超え、在宅

生活が困難な方を受け入れられなくなった。

これではいけないと、浦田理事長は在宅復帰支

援施設への原点回帰を掲げ、仕組みづくりに着手

した。その一例が前述した療養型老健施設の併設

である。一般棟は在宅復帰を、認知症専門棟は認

知症ケアを、療養型老健施設は看取りを担うこと

を明確にし、各棟にリハビリ専門職と看・介護職

を専属配置して利用者ごとの担当を決め、役割と

責任をはっきりさせた。

併せて、入所に関する考え方も変えた。

「在宅で限界まで頑張った入所者を元に戻すの

は大変難しい。本人はもちろん、介護してきた家

族も疲れ切っているからです。だから利用者の状

態変化やADL低下、家族の変化などの注意すべ

きサインをいち早く見極めて入所につなげ、短期

集中リハビリ等で在宅生活の継続に必要なメンテ

ナンスを行うことにしたのです」（浦田理事長）。

同施設ではこれを「メンテナンス入所」と呼び、

在宅主治医による訪問診療や、訪問看護・訪問介

護・訪問リハビリのほか、通所リハビリの送迎時、

また居宅ケアマネジャーからの情報の把握等さま

ざまな機会を通じて、在宅で暮らす利用者の日々

の状態を観察・評価することを徹底している。情

報はすべて居宅介護支援事業所と在宅療養支援診

療所が当日中に集約し、浦田理事長に一元化して

報告する。また、在宅療養支援診療所の看護師と

居宅ケアマネジャーは毎日カンファレンスを行い、

在宅医療充実の一環で
老健施設を開設

「メンテナンス入所」などで
在宅復帰率は6割超に

「法人名ホスピィー
はホスピタリティと
ホスピタルからの造
語です。われわれは
サービス産業で、も
てなしの医療・介護
を志向するという思
いを込めて名づけま
した」と浦田哲郎理
事長

正面入口脇の全長80メートルの廊下を活用しノルディック・ウ
オーキングに励む利用者。ここには専用のストックが何本も置
かれ、いつでも自由に使うことができる

在宅復帰を担う一般棟の廊下は、デイスペースとリハビリスペースを一体化した広い空間になっている。居室を出てすぐ、その場
でリハビリができる仕掛けである。すべての棟の天井には、自然光が室内に明るく差し込むトップライトを設けているのも浦田理
事長こだわりのポイントだ

日本アロマセラピー学会に所属し、アロマセラピストによる天
然精油を用いたアロマセラピーマッサージを提供している。館
内噴霧もしており消臭・殺菌・沈静効果で抗生物質の削減にも
つながっている



毎月のサービス利用票も共有して在宅の情報を漏

らさない。浦田理事長は200名の在宅患者を抱

えるが、これらを事前に把握し的を絞った上で訪

問診療に向かうため、現場では患者に向き合うだ

けで的確な評価・判断が行える。

このように在宅で生活する利用者に医療・介護

の多職種が緊密に連携してかかわり、状態変化を

見逃さずに対応できる仕組みが在宅復帰を支えて

いる。

このような仕組みづくりに併せて、メンテナン

ス入所から退所までの流れを表のように整理し職

員に周知徹底した。このうち重要なポイントは、

入所直後の「自宅訪問」と1か月ごとの「中間評

価」、そして「退所前訪問」である。

「自宅訪問」は、最初のIC（インフォームド・

コンセント）で在宅復帰施設であることを説明し

利用者・家族の意向・要望を踏まえた上で、入所

1週間以内に利用者とともに担当看・介護職が自

宅を訪問する。これは「これまで現場のスタッフ
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自宅訪問で共有した入所の目的や退所に向けた目

標をフォローするのである。特に2か月目の中間

報告の際には、居宅ケアマネを選定し具体的なケ

アプランを検討し、在宅復帰に向けた総仕上げの

リハビリや残された課題解決を図っていく。

その後、住宅改修の進捗も見計らいながら利用

者とともに「退所前訪問」で外出・外泊し、家族

の実地トレーニングも同時進行していくのである。

折に触れて本人・家族にICを行い、情報と意

識を共有した上で同じ目標にともに向かっていく

流れが確立しており、在宅復帰がスムーズだ。在

宅復帰のキーパーソンである家族の理解・協力を

しっかりと得ている点が特筆される。

在宅復帰率などのデータは法人運営会議のなか

で毎月報告している。それらの改善結果は、現場

スタッフの日々の取り組み努力の成果であり、目

の当たりにすることでやりがいが高まっている。

「主要なスタッフには法人の方針・考えが完全

に根づき実践できているため、今後は組織全体の

意識やスキルの向上を図り、拡大・継続させてい

くことが課題です」と山本事務次長は言う。

同法人では冒頭に記した体制整備の後も必要な

サービスの拡充に努めてきた。例えば、自宅復帰

が難しい利用者の受け皿として、旧病院を改修し

住宅型有料老人ホームと通所介護を整備したほか、

この4月には市内経田地区に小規模多機能型居宅

介護と「介護あんしんアパート」（小規模多機能

型事業所に併設する高齢者向け住居で、富山県独

自の事業）を開設した。そのほか、予防を重視し

て医療法第42条による疾病予防運動施設「S-

QOL（スコール）」も開設している。これら予防

から医療・介護全般にわたる幅広い展開を支える

人材の育成が法人の優先課題だという。

浦田理事長は、「そのサテライトには続きがあ

って、老健施設に隣接するグループホームを1ユ

ニット移して通所介護を付け、若者から高齢者ま

でが通える運動施設も併設する計画で、幅広い年

代が集えるコミュニティを形成したいのです。若

者には高齢者を見て自身の将来を思い描いてほし

いし、高齢者は活動的な若者と触れ合って元気を

もらえばよい。そうした賑やかな地域拠点を市内

数か所に展開し、老健施設のメンテナンス入所・

認知症ケア・看取りで包括的に支えたい。そのた

めにも人材の育成が急務です」と、新しい街づく

りに向けた独自の構想を広げている。

同施設ではこのように在宅復帰支援機能を高め、

平成23年度からは「在宅復帰・在宅支援」分野

で全老健の実地研修指定施設となり、この4月か

らは新設された在宅強化型老健施設の施設サービ

ス費の算定を開始した。これは在宅復帰率3割未

満・平均在所日数400日超を数年で改善した結

果であり、これから挑戦する施設に勇気を与える。

（取材：厚生科学研究所）
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表　入所から退所までの流れ 
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取材中も、浦田理事長は何人もの利用者とすれ違うたびに会話
をし、優しくも鋭い観察眼を向けていた

は施設でできることと、家でできることをしっか

りイメージできていなかった」（山本義之事務次

長）ことの反省に立つ取り組みだ。自宅で生活動

線や排泄の自立などの実際を確認し、「できるこ

と・できないこと」の現状を見極めることで、よ

り現実的・具体的な目標設定につなげている。ま

た家族立ち会いのもとで行うため、在宅復帰に向

けた意識を当事者全員が共有できる。

この情報をもとに、ベッドの向きや位置、手す

りの設置場所などを決めて住宅改修の準備を進め

ながら、在宅復帰時の生活環境を利用者の居室に

再現する。在宅復帰後を想定した空間に入所して

もらい、毎日の生活のなかで実際的なリハビリを

進めていくのである。一般棟は、個室も4人部屋

にもすべてにトイレと洗面台を備えており、自宅

に戻るための排泄訓練を各居室で行うことができ

るのも強みだ。

2点目の「中間報告」は、3か月が基本のメン

テナンス入所の途中経過を、担当の多職種が1月

ごとに家族に説明するものである。最初のICや

在宅復帰に向けた流れの要点は
自宅訪問・中間評価・退所前訪問

若者から高齢者までが集える
コミュニティづくりの構想も

通所リハビリ（合計80名）と隣接の通所介護（15名）は担当職員が運
転する計24台の乗用車による個別送迎がメーン。「自宅のベッドから
リハビリが始まる」として通所リハビリは老健施設の主体サービスに
位置づけ、環境やADLの評価、課題抽出のためにも室内まで迎えに行
く。利用者を直接・最短距離で送り届ける、もてなしの配慮でもある

利用者が退所する際は、スタッフ一同が
セレモニーを行い笑顔で盛大に見送る
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私のライフワークは、「人を育てること」と「チ
ームづくり」です。利用者のために日常生活援助
や看護・介護ができる社会人を育てることが自身
の役割だと認識しています。大切なのは自分で考
え行動できる人づくりで、「学び」によって人は
変わり成長できると教え、周囲とともに成長する
ことが達成感につながると伝えていま
す。変わるのは職場や同僚ではなく、
自分自身だと気づくことが重要です。
そこで組織全体で学び知識を深める
手段として、リスク管理に取り組むこ
とにしました。まずは自ら変わるため、
平成22年に全老健リスクマネジャー
（3期生）の認定を受けました。
院内教育のプログラム企画時、意識

していることがあります。①知識を入れるだけで
なく自分で行動変容できるよう援助する、②講師
は自分たちのなかから選ぶ。③明日の仕事に生か
せる研修内容にする―の3点です。
「教育が人を変える」、講師などの役割を持つこ
とでその器になろうと努力をする。この繰り返し

が自信につながり、人を育てる風土づ
くりになっています。上司も部下も組
織の一員であり、「組織に貢献したい」、
「必要な人材になりたい」、「大変だけ
ど楽しい、嬉しい」と思う気持ちを実
感できることが重要です。
日々変わる状況にスピーディーに対
応でき、組織を創れる看護リーダーの
一員でありたいと心から思う毎日です。

組織を創れる看護リーダーでありたい

卒業後から当施設に勤めてはや 3
年。今では老健施設には多くの可能性
が秘められていることに気づき、その
挑戦にやりがいを感じています。
作業療法の一環として、毛糸を貼っ
てその年の干支を作成する手工芸に取
り組んでいます。現在3作品目の作成
中なのですが、ある日「決めました！
あと9年かかるけど…残りの干支が全
部できるまでここに来ます！」と満面の笑みで語
った方は80歳代後半。深く印象に残る言葉とな
りました。この言葉の持つ意味こそが、その人に
とっての大切な「生きがい」ではないでしょうか。
人生の後半戦を今まさに生きている利用者一人
ひとりの生活史には、二つとない物語があります。

この物語を紐解いていくなかで、その
人にとって大切なことが明らかになり
ます。それを生かしていくことで「最
期までその人らしく生きていく」支援
ができる点に魅力を感じるのです。そ
して私が思う老健施設の可能性とは、
リハビリ室での訓練だけでなく、利用
者に必要とあれば家事活動・手工芸・
農作業・陶芸など多種多様な活動を提

供できる場があること。そこに作業療法士の役割
が多く隠されているのではないでしょうか。
これからも私の母校・医療福祉専門学校緑生館
の校訓「生きる喜びを支えたい」の言葉を胸に、
老健施設という舞台で作業療法士として挑戦して
いきます。

老健施設には多くの可能性が秘められている

あかしや（北海道）

看護　佐
さ

藤
と う

千
ち

鶴
づ る

グリーンヒル幸寿園（佐賀県）

OT 小
こ

山
や ま

敦
あつし

老健施設は本来、在宅ケアの支援や家庭復帰を
目的とした施設だが、当施設でも家庭復帰が難し
く他施設への入所待ちの方もいるのが現状である。
しかし、利用者は「家に帰りたい」と言う。家

族の事情もそれぞれで、それを理解した上で利用
者の思いをかなえるにはどうしたらいいか。在宅
復帰率を上げようといろいろなデータ
を抽出し、復帰時期や介入時期などを
調べたこともあったが、それだけでは
ないと最近思うようになってきた。
入職 1、2 年目は利用者と家族、ま

たスタッフ等の「板ばさみ」になって
いることがつらくて仕方がなかった。
自分は能力にそぐわない仕事に就いて
しまったと感じ、苦しい日々が続いた。

しかし、今は「橋渡し」として「どう動けばい
いか」と考えるようになった。少しずつだが、無
理だと思っていた利用者が家に帰れたという結果
が出たからではないかと思う。
家族や利用者、多職種の間に相談員が入り、そ

れぞれの思いを伝え合うことはとても大切だ。情
報収集を行い、必要な情報を家族や利
用者に提供し、「それなら帰れるかも」
と漠然とでも思ってもらうことが利用
者の思いをかなえる第一歩だと思う。
そんな利用者が増えるといいな…。
幸い、当施設は多職種間の連携が取

りやすい環境にあると思う。たくさん
の人に支えてもらいながら、橋渡しと
して今日も働いている。

私は利用者の思いをかなえる「橋渡し」役！

老健施設で働いてはや 6 年、施設
の機能や目的、リハビリの役割は理解
しているつもりだ。しかし残念ながら
環境や個人のADLの違い、介護力不
足、制度による制約などの阻害因子や
矛盾点もあり、在宅復帰などの結果に
目をつぶり「今を重視した独りよがり
のリハビリを実施しているのではない
か」という自問自答を繰り返している。
そんな折、在宅困難だが家族の反対を押し切り、

相談員の協力を得て利用者の希望のみで施設生活
用の装具を新しくつくり直したことがある。結果
の見えない利用者だが能力的に今は歩ける。「歩
きたい」を重視した対応だったが、その利用者が
今も笑顔で歩いている姿を見ていると、高齢者に

とっての「今」の重要性を再認識する
よい機会となった。
PTが個々に違った考えを持ってい

るように、利用者や家族も同様である。
そうしたなか、人と人とのかかわりで
何を重視していくかを考えたとき、私
は「まず自分が今の対象者としっかり
向き合っているか」にいきついた。
PTとしての頭だけで考えず、そうす

ることで対象者から自分へのフィードバックも得
られ、信頼関係づくりや自分の成長にもつながる。
今後さらに高齢化が進み、結果の見えない利用

者が増加するなか、PTとしてできることを出し
惜しみせず、結果より今の高齢者にかかわる人と
しての自分も持ち続けていきたいと思っている。

高齢者の「今」にしっかり向き合う

しょうじゅの里大和（神奈川県）

PT 芦澤
あ し ざ わ

裕
ひ ろ

司
し

倉敷老健（岡山県）

支援相談　卜
う ら

部
べ

由香
ゆ か
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このコーナーでは
皆さんからの原稿を募集しています。

皆さんが日頃考えたり感じたりしている以下のようなテーマを、
“全国の仲間”に自己紹介するイメージで、肩肘張らずに570字を目安にまとめてください。
●　現場の実践を通じて思うこと（嬉しかったり、悲しかったり、感動したりしたこと）
●　施設の特長（介護現場の素晴らしさや、現場の課題）
●　テーマとして取り組んでいること（いま頑張っていること、自分の得意なこと）

☆原稿の採否は広報・情報部会で決定します。
☆原稿は、全老健ホームページのメールアドレスinfo@roken.or.jp へ「機関誌投稿」の
タイトルをつけて送ってください。
☆採用決定の際には編集部からご連絡を差しあげますので、投稿の際には施設名、所属、氏名、
連絡先を明記してください（連絡先のないものは採用できません）。

介護職を志し12年、当施設では 8
年目に突入しました。施設ケアマネと
なった当初は戸惑いと失敗の連続でし
たが、一緒に働いている仲間たちの支
えで頑張っています。
現在、一番難しい業務は「看取りケ

ア」。自立を支援し在宅復帰をめざす
老健施設も、医療ニーズの高まりや重
度介護者の増加もあり、当施設でも看
取りが増えています。平成21年度に「ターミナ
ルケア加算」が老健施設で認められたのには、看
取りが全国的な課題になっていたからです。看取
りは新たな旅立ちの瞬間に立ち会うことです。温
かい雰囲気のなか、苦痛なく安らかにその瞬間を
迎えてもらえるようにケアをさせていただく…。

加算の有無にかかわらず、これが看取
りの基本なのは周知のとおりです。
本当に安らかな終末であったのか、

意向に沿えていたのか…。本人に聞く
ことができないため、お見送りをさせ
ていただいた後も考えることが多いで
す。でも亡くなられた後に家族から温
かいお言葉をいただいたとき、一緒に
頑張ったすべてのケアスタッフへの感

謝の気持ちと嬉しさで心がいっぱいになります。
看取りケアに限らず、介護に答えはないと思い

ます。だからこそ、本当によい介護とは何かを日々
考えていかなければなりません。利用者の笑顔を
励みにして、素晴らしい仲間たちと一緒によりよ
い介護を追求すべく切磋琢磨していきたいです。

鈴の丘（三重県）

ケアマネ　寺
て ら

田
だ

義彦
よ し ひ こ

仲間とともによりよい介護を追求する
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人はその顔や姿に生き

ざまや思想が出ると常々感

じている。詩人に姿形を先

に言うのは失礼であるが、田原の写真・映像を見た

とき「姿のいい男…顔目が清い」と感じた。田は

1965年に中国河南省に生を受け、河南大学在学中に

は最初の詩集を刊行。91年に大学から派遣され、天

理大学日本語学科などで学んだ後、2003年立命館大

学大学院博士課程を修了し「谷川俊太郎論」で文学

博士号を取得している。

本書はその博士論文を大幅に改稿したものである。

憧れと尊敬をこめて田は谷川俊太郎を賛美する。

「谷川は巨大な宇宙である。広大無辺であり、谷

川の作品には魂を探索する触覚や命への優しさと慰

めの息づかいを感じる。多くの魂と共鳴し、その魂

は宇宙と対話し大自然の英知と融合している」

これまでに田は『谷川俊太郎詩選』を中国語に全

部で 4冊編訳し、中国における日本詩歌の見直しと

谷川俊太郎ブームのきっかけをつくった。日本語詩

歌の翻訳は言語としての難しさ以上に、想像を超え

る苦労だったと察せられる。

谷川俊太郎は日本を代表する現代詩人である。私

は谷川を初めて写真・映像で見たときの印象が忘れ

られない。その姿はまるでロックコンサートのよう

に詩を朗読していたのだった。

谷川は人としての生命力にあふれ、詩人としてだ

けではなく、翻訳・絵本・脚本・作詞・評論と多岐

にわたる豊かなイメージを私たちに送ってくれてい

る。私自身の谷川作品の入り口は『あしながおじさ

ん』、『もこもこもこ』、『鉄腕アトム』などであった。

私は、さまざまな作品を通じて、谷川と時間を共有

できることに幸せを感じている。そして同じことを

違った意味で田にも感じている。

評者 稲庭千弥子 全老健常務理事

谷川俊太郎論

田　原（Tian Yuan） 著

岩波書店（03-5210-4000）

定価　2,520円（税込）

本作は同名の映画作

品として広く知られてい

る。映画では、マーガレ

ット・サッチャー役を演じたメリル・ストリープが、

今年度のアカデミー賞主演女優賞を受賞するなど大

きな話題となった。

サッチャーは英国史上初の女性首相として、瀕死

の状態であった英国の再建に敢然と立ち向かった人

物である。本著では、強靭な政治姿勢から「鉄の女」

と称された現役時代の輝かしい業績を描くとともに、

年老いて、孤独な生活を送る姿を描いている。

評者が注目したのは、認知症に罹患した今のサッ

チャーの姿である。彼女は記憶障害・見当識障害の

ため、しばしば言動が混乱し周囲の者を困惑させる。

その一方で、知的で毅然とした人格は保たれている。

私たちが普段接している認知症の方と何ら変わりが

ない。彼女には、幻視症状があり、亡くなった夫の

デニスが彼女の前に現れてくる。幻覚の世界でのデ

ニスと彼女のやり取りが実によいのである。女性ら

しく、優しく繊細で、子どものように無邪気に振る

舞う彼女の姿は「鉄の女」のイメージとはかけ離れ

ている。政治家時代にはかなわなかった純粋に愛し

合う二人がそこにいる。幻視が現れているときの彼

女は、幸福で生き生きとしている。しかし幻視上の

彼が消え去った後、彼女は悲しみと孤独に包まれる。

「BPSDだ」、「周辺症状だ」と騒ぎ立て消失させ

ようと躍起になる私たちであるが、彼女の姿から治

療とは誰にとっての治療なのかと改めて考えさせら

れる。この作品がパーソンセンタードケア発祥の

地・英国から生まれたことは偶然とは思えない。認

知症者にかかわるすべての人たちに一読をお勧めし

たい。読書の時間がなければぜひ映画だけでも観て

いただきたい。

評者 平川博之 全老健常務理事

マーガレット・サッチャー鉄の女の涙

白石まみ　著

泰文堂（052-682-3797）

定価　700円（税込）

ティエンユアン
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ムページ掲載の連絡について」（全老健第24-6号）

役員、支部長、代議員および介護保険担当者あてに

送付

4 月 9日

○平成24年 3 月末日現在公益社団法人全国老人保健

施設協会正・準会員加入・申込状況等の送付（全老

健第24-9号）

役員、支部長および賛助会員あてに送付

○「介護保険最新情報Vol.280、281ホームページ掲載

の連絡について」（全老健第24-16号）

役員、支部長、代議員および介護保険担当者あてに

送付

4 月12日

○平成24年度第 1回研修委員会

平成23年度研修事業について報告後、平成24年度

研修事業のカリキュラム等について検討

○平成24年度第 1回正副会長会および常務理事会

ケアマネジャーの資質向上と今後のあり方に関する

検討会、介護報酬改定等について報告後、東日本大震

災関連に関する対応等、当面の諸問題について検討

4 月15日

○医療福祉経営戦略セミナー

東京都内にて開催された学校法人国際医療福祉大学

主催の標記セミナーで山田和彦会長が講演

4 月16日

○e-roken＜イー・ロウケン／第186号＞

登録会員、登録申込者あてに配信

4 月17日

○e-roken flash＜イー・ロウケン・フラッシュ＞

登録会員あてに配信

4 月18日

○TPP参加反対総決起大会

東京都内にて開催された国民医療推進協議会主催の

標記総決起大会に山田和彦会長が出席

4 月19日

○「『介護老人保健施設安全推進セミナー（基礎研修）』

開催のご案内」（全老健第24-11号）

会員、支部長あてに送付

○園遊会

天皇皇后両陛下主催の春の園遊会に山田和彦会長が

出席

○平成24年度宮城県老人保健施設連絡協議会特別講

演会

宮城県内にて開催された宮城県老人保健施設連絡協

議会主催の標記講演会で平川博之常務理事が講演

平成24年 3月21日から平成24年 4月20日までの間

における送付文書や研修会等の開催状況などについて

お知らせする。

平成24年3月
3 月21日

○「介護保険最新情報Vol.270ホームページ掲載の連絡

について」（全老健第23-519号）

役員、支部長、代議員および介護保険担当者あてに

送付

3 月26日

○「介護保険最新情報Vol.271ホームページ掲載の連絡

について」（全老健第23-529号）

役員、支部長、代議員および介護保険担当者あてに

送付

3 月27日

○「『介護老人保健施設 震災マニュアル』及び『安全

推進月間』ポスターの送付について」（全老健第

23-524号）

会員、支部長あてに送付

○e-roken flash＜イー・ロウケン・フラッシュ＞

登録会員あてに配信

3 月28日

○介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上と今

後のあり方に関する検討会（第 1回）（厚生労働省）

標記の検討会に山田和彦会長が委員として出席

3 月29日

○「第23回全国介護老人保健施設大会 美ら沖縄『参

加のご案内』ならびに『ポスター』送付のご案内に

ついて」（全老健第23-501号）

会員、支部長あてに送付

○社団法人兵庫県介護老人保健施設協会　平成23年度

幹部職員等研修会

兵庫県内で開催された社団法人兵庫県介護老人保健

施設協会主催の標記研修会で山田和彦会長が講演

○e-roken 全国大会 美ら沖縄 flash＜イー・ロウケ

ン・フラッシュ＞

登録会員あてに配信

3 月30日

○「介護保険最新情報Vol.272、273、274ホームペー

ジ掲載の連絡について」（全老健第23-532号）

役員、支部長、代議員および介護保険担当者あてに

送付

○e-roken＜イー・ロウケン／第185号＞

登録会員、登録申込者あてに配信

○e-roken flash＜イー・ロウケン・フラッシュ＞

登録会員あてに配信

3 月31日

○平成23年度第 2 回岡山県老人保健施設協会　特別

講演会および総会

岡山県内にて開催された岡山県老人保健施設協会主

催の標記講演会で山田和彦会長が講演

○社団法人北海道老人保健施設協議会　平成23年度

第 2回研修会

北海道内にて開催された社団法人北海道老人保健施

設協議会主催の標記研修会で難波眞介護保険制度・報

酬委員会委員が講演

3月末正・準会員加入・申込状況

正会員数3,439名、準会員数3名（支部あてに報告ずみ）

4月
4 月 2 日

○「介護保険最新情報Vol.275ホームページ掲載の連絡

について」（全老健第24-2号）

役員、支部長、代議員および介護保険担当者あてに

送付

4 月 3 日

○e-roken 全国大会美ら沖縄 flash＜イー・ロウケン・

フラッシュ＞

登録会員あてに配信

4 月 4 日

○「介護保険最新情報Vol.276、277、278、279ホー

芝公園だより

○第1回研修委員会
平成24年4 月12日（木） 9：30～11：30

＜審議事項＞
1．平成23年度研修事業について：事務局より研修会
の事後アンケート集計結果、研修会の実績等につ
いて報告された。

2．平成24年度研修事業について：平成24年度各種研
修会のカリキュラムの検討、実地研修指定施設に
関する承認等をしたほか、平成24年度研修カレン
ダーのデザインを選定した。

3．電子書籍について：電子媒体による職員ハンドブ
ック作成に関して、事務局より進捗状況等が報告
された。

○第1回正副会長会・常務理事会
平成24年 4 月12日（木） 13：00～17：00

＜審議事項＞
第 1 回介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質
向上と今後のあり方に関する検討会について報告が
なされた。また、東日本大震災関連について被災者
健康支援連絡協議会を通じて、電気料金値上げに関
する要望を提出した旨が報告された。
4 月 3 日の低気圧による被害を受けた施設に対し、

慶弔規程に従いお見舞金を贈ることが了承された。
また、常設委員会報告、平成24年度国庫補助事業
について検討がなされた。

委員会等活動報告
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次に、野中博東京都医師会会長は「国民皆保険制度
が実施される前まで、患者さんの経済的な理由から
適切な医療を提供できないことも珍しくなかった。
多くの救える患者さんを助けることができなかった
つらい状況から抜け出すために、すべての国民が連携
して助け合う精神のもとに国民皆保険制度が実施さ
れた。わが国の戦後復興は国民の強い連携と絆がつく
りあげたものであり、東日本大震災においてもその絆
が確認された。この連携と絆を大切にする社会の確立
こそが日本のめざすべき社会ではないか」と訴えた。
そして来賓の山田正彦衆議院議員（民主党）をは
じめ、衛藤晟一参議院議員（自民党）、石田祝稔衆議
院議員（公明党）、阿部知子衆議院議員（社民党）、福
田衣里子衆議院議員（民主党）が挨拶をした。
続いて、中川俊男日本医師副会長による本大会の趣
旨説明、さらに大久保満男日本歯科医師会会長、児玉
孝日本薬剤師会会長による決意表明に続いて、山崎學
日本精神科病院協会会長が決議案を読み上げ、満場
一致の拍手で承認された。
最後に羽生田俊日本医師会副会長の音頭で「国民
皆保険を守るための頑張ろうコール」が行われ、総決
起大会は幕を閉じた。

「TPP参加反対総決起大会」が開かれる
国民医療推進協議会（会長：横倉義武日本医師会
長）が主催する「TPP参加反対総決起大会」が4 月18
日、日本医師会館（東京都文京区）で開催され、全
国から多数の関係者が集まり、来賓として多数の国会
議員が出席した。全老健からは山田和彦会長が出席し
た。
国民医療推進協議会は、平成16年10月、「国民の健
康の増進と福祉の向上を図るため、医療・介護・保健
および福祉行政の拡充強化をめざし、積極的に諸活動
を推進すること」を目的に、日本医師会が各医療関係
者団体等に呼びかけ、発足した。現在、全老健をはじ
め、保健・医療・福祉関係の計40団体が参加している。
今回の大会は、政府のTPP（環太平洋戦略的経済
連携協定）交渉参加に対し、参加すれば医療の営利産
業化を招く事態が強く懸念され、受けられる医療に格
差が生じる社会となる恐れがあることから、国民皆保
険の恒久的堅持を求める国民の声を政府に届け、
TPP交渉参加に反対する姿勢を示すために開催され
たものである。
大会は、三上裕司日本医師会常任理事の開会宣言の
あと、主催者である横倉会長が挨拶を行った。横倉氏
は「創設51年目となる国民皆保険制度によって、わ
が国は世界最高水準の健康寿命を享受するとともに、
国際的にも高い評価を受けている。しかし、TPPの
参加交渉が医療分野にまで及ぶことで公的医療保険
の給付範囲の縮小を招き、所得によって受けられる医
療に格差が生じる社会になる恐れがある。当協議会は、
TPP交渉の場では日本の公的医療保険制度を除外す
ることを明言していただくよう政府に強く訴えたが、
政府から十分な返答を得ていない。米国の要求・米韓
のFTA（自由貿易協定）等の事例を見る限り、TPP
の参加によって混合診療の全面解禁・営利企業の医
療機関経営への参入を招き、医療が営利産業化され、
国民皆保険が有名無実になる恐れがある」と述べ、
TPP交渉参加について問題提起し、国民皆保険の存
続を強く訴えた。

「国民皆保険を守るために頑張ろうコール」が唱和された
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第10回 横浜市介護老人保健施設研究大会
開催のご案内

【主　催】 横浜市介護老人保健施設連絡協議会
【日　時】 平成24年7 月7 日（土） 10：00～
【会　場】 パシフィコ横浜　アネックスホール

（神奈川県横浜市西区みなとみらい1- 1 - 1）
【参加費】 無　料
【内　容】 ●講　演：松下信武氏　ゾム株式会社代表取締役　

（2010バンクーバーオリンピック日本電産サンキョースケート部メンタルコーチ）
テーマ「わくわく元気に働くためのメンタルトレーニング」
●研究発表

【問い合わせ先】 「第10回　横浜市介護老人保健施設研究大会実行委員会」
神奈川県横浜市港北区新羽町4076 - 5
新横浜介護老人保健施設カメリア内
TEL：045- 532 - 1008／FAX：045 - 532 - 1009

協 会 の 活 動

都道府県の老健協会、ブロックの活動報告をお寄せください
「各地の活動から」では、都道府県の老健協会・ブロックの活動を紹介しています。都道府県の老健
協会・ブロック等が主催で行った大会、研究発表会、地域住民との交流イベント、その他都道府県の
老健協会・地区を通じた取り組みなど、各地での活動報告をお寄せください。
なお、大会等の開催案内を『老健』に掲載する場合、日程、会場、内容等を事前にお知らせください。
その他詳細についてのお問い合わせは、全老健事務局総務部情報管理課まで。
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協会正・準会員加入・申込状況　正会員数 3,456名、準会員数 2名（平成24年 4 月30日現在）

1 都道府県別加入状況

ブロック

北海道
青森県
岩手県

北海道・東北 宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県

関東・甲信越
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県

東海・北陸 石川県
福井県

関東・甲信越
山梨県
長野県
岐阜県

東海・北陸
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府

近　畿
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県

中国・四国 山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県

九　州
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

合　　計

156 1 25 181 86.2 14,524
56 0 4 60 93.3 5,028
60 0 2 62 96.8 5,607
70 0 11 81 86.4 7,028
50 0 3 53 94.3 5,037
39 0 2 41 95.1 3,799
68 0 13 81 84.0 6,669
93 0 15 108 86.1 8,581
58 0 3 61 95.1 5,158
73 0 6 79 92.4 5,748
123 0 27 150 82.0 12,617
119 0 23 142 83.8 11,805
152 0 16 168 90.5 16,260
159 0 18 177 89.8 17,282
97 0 3 100 97.0 10,023
43 0 3 46 93.5 4,109
38 0 5 43 88.4 3,736
32 0 3 35 91.4 3,017
30 0 1 31 96.8 2,790
78 0 13 91 85.7 7,025
65 0 2 67 97.0 6,124
93 1 10 103 90.3 10,112
143 0 25 168 85.1 14,823
61 0 4 65 93.8 5,922
28 0 2 30 93.3 2,334
56 0 9 65 86.2 6,028
168 0 29 197 85.3 15,939
137 0 18 155 88.4 12,700
42 0 0 42 100.0 3,803
33 0 8 41 80.5 2,964
37 0 5 42 88.1 2,898
33 0 2 35 94.3 2,306
75 0 3 78 96.2 6,089
103 0 3 106 97.2 8,417
58 0 6 64 90.6 4,208
50 0 2 52 96.2 4,040
50 0 0 50 100.0 3,698
63 0 1 64 98.4 5,041
31 0 1 32 96.9 2,114
148 0 15 163 90.8 13,202
34 0 4 38 89.5 2,663
53 0 6 59 89.8 4,609
86 0 5 91 94.5 6,263
57 0 7 64 89.1 4,438
44 0 0 44 100.0 3,284
72 0 7 79 91.1 5,723
42 0 3 45 93.3 3,832

3,456 2 373 3,829 90.3 319,417

都道府県
協会会員 正　会　員

未加入施設
開　設
施設数

※協　会
※加入率

正会員施設
入所定員数正会員 準会員

※協会加入率＝正会員施設／（正会員施設＋未加入施設）×100

2 正会員施設・設置主体状況
設 置 主 体 施設数 構成比（%）入所定員数 平均定員数
医 療 法 人
社会福祉法人
社会保険協会
日本赤十字社
厚 生 連
健康保険組合
共 済 組 合
都 道 府 県
そ の 他
合　　　　計

2,541 73.5 238,121 93.7
532 15.4 49,348 92.8
28 0.8 2,662 95.1
6 0.2 582 97.0
28 0.8 2,340 83.6
6 0.2 556 92.7
4 0.1 348 87.0
2 0.1 96 48.0

309 8.9 25,364 82.1
3,456 100.0 319,417 92.4

3 正会員施設・設置形態状況
設 置 形 態 施設数 構成比（%）入所定員数 平均定員数
独　　　　立
病 院 併 設
診療所併設
老人福祉施設併設
病・福祉併設
診・福祉併設
その他併設
合　　　　計

1,683 48.7 162,871 96.8
1,084 31.4 96,157 88.7
484 14.0 41,698 86.2
120 3.5 11,061 92.2
28 0.8 2,423 86.5
11 0.3 973 88.5
46 1.3 4,234 92.0

3,456 100.0 319,417 92.4

4 正会員施設・入所定員規模状況
入所定員規模 施設数 構成比（%）入所定員数 平均定員数
49人以下
50～99
100～149
150～199
200人以上
合　　　　計

76 2.2 2,657 35.0
1,544 44.7 114,862 74.4
1,638 47.4 169,657 103.6
178 5.2 27,644 155.3
20 0.6 4,597 229.9

3,456 100.0 319,417 92.4



老健 2012.6 ● 71

会員施設　　　 非会員
本体価格　　　　　　　1,143円　　 1,905円
消費税　　　　　　　　　 57円　　 95円
頒布価格（1部） 1,200円　　 2,000円
送料＋代引手数料　　 申込み1件につき、全国一律

800円

介護報酬改定資料集Ⅰ・Ⅱ販売のお知らせ
『全老健版　平成24年度介護報酬改定資料集Ⅰ』が平成24年 2 月14日に、『全老健版　平成24年度介護報酬
改定資料集Ⅱ』が 4 月26日にそれぞれ刊行し、全老健会員施設にお送りしたところです。追加をご希望の際
には下記要領で申し込みをいただければ有料で販売いたします。

◇お申し込み・お支払い方法

専用の「FAX購入申込書」に必要事項をもれなくご記入の上、全老健事務局宛にFAXにてお申し込みくだ
さい。
申込書着信後7～10日で、代金引換にてお送りします。
公立の施設等、会計処理の都合により代金引換による対応
が困難な場合は、申込書通信欄にその旨を明記ください。

◇頒布価格（資料集ⅠとⅡは1部当たり同価格）

本件照会先：公益社団法人全国老人保健施設協会
〒105- 0014 東京都港区芝2 -1- 28 成旺ビル7 階
TEL:03 - 3455 - 4165 担当：業務部　業務第二課

「FAX購入申込書」は、全老健ホームページ
（http://www.roken.or.jp）
から入手できます。
トップページ　→　会員広場　→　編集図書



協力体制の確立、⑧危険物の管理、
⑨事業所間の災害支援協定の締結、
⑩地域との連携――の10の視点
で自施設を再点検・確認するよ
う促し、明らかになった問題点に
ついて速やかに改善措置を講じる
よう求めている。
同事務連絡では、同省老健局補
助金事業による民間研究団体の研
究成果を基に、大規模災害時にお
ける①被災施設から他施設への避
難、②介護職員等の応援派遣、③
在宅要介護者の安全確保策――に
ついて対策の骨子を整理している。

厚労省の社会保障審議会介護給
付費分科会に設けられた「介護報
酬改定検証・研究委員会」の第1 
回会合が4 月26日に開催され、座
長に大島伸一国立長寿医療研究セ
ンター総長を選出、今後の調査の
進め方について検討が行われた
（データファイルP90）。
同委員会は平成27年度介護報
酬改定に向け、平成24年度の介
護報酬改定の効果検証や「平成
24年度介護報酬改定に関する審
議報告」で検討が必要とされた事
項に関する実態調査等の実施を目
的に設置されたもの。年内の開催
はこの日のみで、次回は平成25
年3 月に平成24年度に実施された
調査研究について報告・議論が行
われる予定。
同委員会で具体的に検討する内

容は、（1）介護報酬改定効果検証、
（2）介護報酬改定調査研究の 2  つ。
調査項目（案）によると、（1）「介
護報酬改定効果検証」では「平成
24年度調査実施」として「介護老
人保健施設の在宅復帰支援機能の
検証」（在宅復帰支援機能の高い
基本サービス費、在宅復帰支援機
能加算を算定している施設の具体
的取組みや周辺環境等の実態把握、
在宅復帰機能を高める要素につい
て実態調査）ほか計6 調査。「平成
25年度調査実施」として「リハビ
リ職と介護職との連携の実施状況」
（リハビリ職と介護職との連携を
評価した生活機能向上連携加算に
ついて、具体的取組みと課題につ
いて実態調査）など計2 調査をそ
れぞれ予定している。
一方、（2）「介護報酬改定調査研
究」では、「平成24年度調査実施」
として「介護事業所、介護施設に
おける医師、看護師が担っている
役割の実態調査」（通所介護等の
介護事業所や老健施設等の施設に
おける医療職の勤務実態、医療・
看護の提供状況について実態調
査）、「生活期において実施されて
いるリハビリテーションの実態調
査」（生活期リハビリテーションの
具体的内容、リハビリテーション・
機能訓練のアウトカムの評価方法
について検証）など計4 調査を予
定している。
なお、ケアマネジメント、ケア
プランについては、「ケアマネジ
ャーの資質向上と今後の在り方に

厚生労働省は4 月25日、事務連
絡「平成24年度介護報酬改定に関
するQ&A」のVol.3を発出した
（データファイルP74）。
同Q&Aは全17問で、老健施設
関連は問11～問17の7 問。口腔機
能維持管理加算の算定に関して、
「歯科衛生士が同一日の午前と午
後にそれぞれ口腔ケアを行った場
合、2 回分の実施とするのか」（問
11）（答：1 回分の実施とする）と
のQ&Aのほか、介護職員処遇改
善加算関連のQ&Aが 6 問収載さ
れている。

東日本大震災で自力避難困難な
入所者等、多数の死亡者やけが人
が出たことから厚労省は4 月20日、
同省老健局老人保健課長ほか計四
課長連名通知「介護保険施設等に
おける防災対策の強化について」
と、関連の事務連絡「大規模災害
時における被災施設から他施設へ
の避難、職員派遣、在宅介護者に
対する安全確保対策等について」
を発出した（データファイルP76）。
同課長通知では、①情報の把握、
②指揮組織の確立、③防災管理体
制の整備、④職員等の防災意識の
高揚、⑤消防用設備及び避難設備
等の点検、⑥有効な避難訓練の実
施、⑦消防機関等関係諸機関との

介護報酬改定検証・研究委員会で
在宅復帰機能など実態調査実施へ
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関する検討会」（田中滋座長）等
の場で検討することとしている。

厚労省の社会保障審議会（大森
彌会長）の第24回会合が4 月25日、
厚労省で開催され、①社会保障・
税一体改革、②社会保障改革の進
捗状況（関連法案の概要等）、③
検討課題に対する法案提出後の対
応の方向性――などについて審議
が行われた。
冒頭、小宮山洋子厚労相は、「2
月17日に社会保障・税一体改革
大綱が閣議決定されてから初めて
の社会保障審議会となる。これま
で精力的な議論をいただき、大綱
の決定と関連法案の国会提出がで
きた。この実現には国民の理解と
協力が必要。毎週政務三役は地方
に対話集会に出かけている」と述
べ、審議会の協力を求めた。
この日は事務局の資料説明でほ
とんどの時間が経過したが、この
なかで「社会保障に係る費用の将
来推計の改定について（平成24
年3 月）」として、平成24年1 月時
点の新しい人口推計・経済見通し
に基づく年金、医療、介護など社
会保障費の将来推計値が示された。
人口に関する前提条件は「日本
の将来推計人口（平成24年1 月推
計）」出生中位（死亡中位推計）
に準拠。経済見通しに関する前提
条件は内閣府「経済財政の中長期
試算（平成24年 1 月）」慎重シナ

平成24（2012）年度の543万人から、
同25（2013）年度には567万人、同
26（2014）年度には590万人に増加。
第1号被保険者に対する要介護
（要支援）認定者の割合は、平成24
（2012）年度の17.9％から、同25
（2013）年度には18.1％、同26
（2014）年度には18.3％にそれぞれ
増加する見通し。

介護人材の確保・定着を目的に
関係団体等による意見交換を行う
趣旨で、厚労省の「介護職員の処
遇改善等に関する懇談会」の初会
合が5 月11日に開催された。委員
は日本介護福祉士会など16関係団
体の代表者と有識者4 名の計20名。
この日の議題は、（1）実践キャ
リア・アップ、（2）認定介護福祉士
（仮称）――の2 つで、（1）について
は平成24年秋ごろに「キャリア段
位制度」の導入を開始する方針が
報告され、（2）については「認定
介護福祉士」（仮称）制度創設の
方向性が改めて打ち出された。
意見交換で三根浩一郎委員（全
老健常務理事）は、「将来圧倒的な
介護職員不足はわかっているが対
応策はいまだに見えてこない。
資格を設けるだけでは問題解決に
ならない」と発言、これから介護
職をめざす人への処遇を見直すだ
けではなく、現場で意欲的に働い
ている介護職員に対する研修・評
価制度の必要性を主張した。

リオに準拠し、推計の足下値は平
成24年度予算案をベースとして
推計した。
それによると、「社会保障改革
の具体策、工程及び費用試算」を
踏まえ、充実と重点化・効率化を
進めた場合の「改革シナリオ」で、
介護保険の第1 号被保険者の月額
保険料は、平成24年度に5,000円、
同27年度に5,700円程度、同32年
度に6,900円程度、同37年度に
8,200円程度――となっている。

厚労省は5 月1 日、平成24年度
から平成26年度までの第5 期介護
保険事業計画のサービス見込量等
について、全都道府県からの報告
を平成24年4 月18日現在で集計し
た値を取りまとめた。
全国集計の概要によると、第5
期介護保険事業計画における平成
26（2014）年度サービス量の見込
み等（確定値）は、「在宅介護」が
348万人／日（平成23年度比11％
増）、「介護施設」が99万人／日
（同11％増）、居住系サービスが41
万人／日（同28％増）と、特定施
設や認知症高齢者グループホーム
など居住系サービスのサービス量
の伸びが目立っている。
第 1 号被保険者数は、平成24

（2012）年度の3,030万人から、同
25（2013）年度には3,132万人、同
26（2014）年度には3,230万人に増
加。要介護（要支援）認定者数は、

2025年の介護保険料は8,200円
程度に―厚労省、推計値を改定

介護施設の防火対策強化関連の
課長通知・事務連絡を発出

居住系サービスが28％増加
―第5期介護保険事業計画を集計

「介護職員の処遇改善等に
関する懇談会」初会合開かれる

口腔機能維持管理加算ほか
―介護報酬改定Q&A（Vol.3）
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（答）

賃金改善実施期間は原則 4 月から翌年3 月までの

1年間とすることとしているが、6月からの 1年間と

して取扱うことも可能である。

○その他

問16 介護職員処遇改善実績報告書の「介護

職員処遇改善加算総額」欄には保険請求

分に係る加算総額を記載するのか。

問15 介護職員処遇改善交付金を受けておら

ず、平成24年 4 月から新規に介護職員処

遇改善加算を算定する事業所について、

国保連からの支払いは 6 月になるので、

賃金改善実施期間を6月からとすること

は可能か。

（答）

保険請求分に係る加算額（利用者 1 割負担分を含

む）と区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加

算額を合算した額を記載することとし、その内訳が分

かるようにすること。

（答）

介護報酬総単位数に含める取扱いとなる。

問17 地域密着型サービスの市町村独自加算

については、介護従事者処遇改善加算の

算定における介護報酬総単位数に含めて

よいか。
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【訪問看護】
問 1～問 4 （略）

【居宅療養管理指導】
問 5 （略）

【短期入所生活介護】
問 6 （略）

【居宅介護支援】
問 7、問 8 （略）

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
問 9 （略）

【複合型サービス】
問10 （略）

【介護保険3施設共通】
○　口腔機能維持管理加算

（答）

同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合

は、1回分の実施となる。

【介護職員処遇改善加算】
○　区分支給限度基準額との関係

問12 介護報酬総単位数が区分支給限度基準

額を超えた場合、介護職員処遇改善加算

はどのように算定するのか。

問11 口腔機能維持管理加算は、歯科衛生士によ

る口腔ケアが月4回以上実施されている場合

に算定できるが、同一日の午前と午後それぞ

れ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とす

るのか。

（答）

介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総

単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する。

その上で、利用者負担を算出する際には、まず介護

報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否

かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該

超過分に係る加算は保険給付の対象外となる。

（答）

これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区

分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。ま

た、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサー

ビスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断

する。

○賃金改善実施期間

（答）

加算の算定月数と同じ月数とすること。

問14 賃金改善実施期間は、加算の算定月数

より短くすることは可能か。

問13 複数のサービスを利用し、区分支給限

度基準額を超えた場合、どのサービスを

区分支給限度基準額超過の取扱いとする

のか。また、それは誰がどのように判断

するのか。

データファイル①

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A
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4．職員等の防災意識の高揚
災害発生時の被害を未然に防止するため又は最小

限に止めるためには、事業所の管理者、職員、利用者

等が日頃から防災意識を強く持つことが肝要である。

事業所の管理者は、職員、利用者等に対し、防災

意識の啓発・育成を行い、くれぐれも人為的な被害

が発生しないよう努めること。

5．消防用設備及び避難設備等の点検
不測の事態に対処するためには、消火設備、警報

設備、避難設備、非常通報装置等の整備をしておく

ことは不可欠であるので、これらの設備等が常時機

能するよう点検を行い、適切に管理すること。また、

非常口、避難器具等の付近に障害物を置かない、施

設内の落下防止策、転倒防止策の強化などきめ細か

な防災対策に心がけること。さらに、非常用発電機

やラジオなど電源供給が寸断された場合にも機能す

る設備の導入についても検討すること。

介護保険施設や居住系事業所においては、利用

者・職員等のための水・食料等の備蓄をしておくこと。

6．有効な避難訓練の実施
（1）事業所の管理者は、職員及び利用者等に対

して避難場所、避難経路など災害時における

対応方法を周知するとともに、非常時には迅

速かつ安全に避難を行えるよう有効な避難訓

練を計画的に実施すること。

（2）なお、夜間の災害では一層の混乱が予測さ

れることから、夜間における訓練も併せて実

施すること。

（3）さらに海岸、湖岸、河川の近く等の津波に

よる被害が予想される事業所においては、津

波警報が発令された場合の避難場所、避難経

路をあらかじめ確認し、職員等に周知する。

また、避難を速やかに行うため地域の自治会

や近隣の住民との連携体制を構築し、こうし

た連携先との合同避難訓練を実施すること。

（4）地震等非常事態発生時には、防災無線、テ

レビ、ラジオ等の報道機関からの津波発生状

況の情報把握を行いながら、最適な避難場所

への誘導を行うこと。

7．消防機関等関係諸機関との協力体制の確立
事業所の管理者は、消防機関はもとより、地域の

消防組織等との連携を密にし、施設の内部構造及び

利用者の状況を十分認識してもらうとともに、避

難・消火等が円滑に実施できるよう協力体制の確立

に努めること。

8．危険物の管理
防火管理責任者は、暖房器具類の管理はもとより、

プロパンガス、重油等の危険物の保管状況について、

常時、十分な点検と確認を行うこと。

9．事業所間の災害支援協定の締結
東日本大震災では、多くの関係者間において、被

災施設から他施設への避難、被災施設への他施設か

らの介護職員等の派遣などの支援が行われたところ

であり、中でも事業所同士の支援は、即応性がある

とともに被災施設にとっても非常に役に立ったとの

声も多かった。

ついては、あらかじめ、都道府県内の施設や近隣

都道府県の施設との間で、災害時における被災施設

入所者の他施設への避難・被災施設からの受入れ、

介護職員等の被災施設への派遣・他施設からの受入

れなどの支援について、協定を結んでおくことも検

討されたい。

また、事業者団体における支援体制の構築にも努

められたい。

10．地域との連携　
災害時には地域社会との連携が重要である。日頃

より地域との関係を深め、災害時には地域住民から

の支援の受け入れや地域の要援護者の避難の受け入

れなど双方向の連携を行うことも検討されたい。

入所者のうち自力避難困難な方については、避難

の容易な場所に可能な限り部屋替えを行うこと。
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老総発0420第 1 号

老高発0420第 1 号

老振発0420第 1 号

老老発0420第 1 号

平成24年 4 月20日

都道府県

各　指定都市　介護保険担当主管部（局）長　殿

中 核 市

厚生労働省老健局総　務　課　長

高齢者支援課長

振　興　課　長

老人保健課長

介護保険施設等における防災対策の強化について

平成23年 3 月11日に発生した東日本大震災は、死

者約16000人、行方不明者約3000人に及ぶなど被害

が甚大で、被災地域が広範囲に及び極めて大規模なも

のであるとともに地震、津波、原子力発電施設の事故

による複合的なものとなった。介護保険施設等も甚大

な被害を受け、全壊・半壊した施設が52カ所、入所

者・職員等の死亡者、行方不明者、けがをした者も多

数となっている。

介護保険施設や介護サービス事業所等（以下「事業

所」という。）は、自力避難困難な方々も多く利用し

ていることから、今後の各種災害に備えた十分な防災

対策を講じる必要がある。

ついては、「社会福祉施設における火災防止対策の

強化について」（昭和48年 4 月13日社施第59号）、

「社会福祉施設における地震防災応急計画の作成につ

いて」（昭和55年 1 月16日社施第5号）等の各通知を

もとに社会福祉施設の防災対策に万全を期するよう指

導を行っていただいているところであるが、さらに次

の事項について今一度点検、確認等を行うとともに、

その結果明らかとなった問題点については、速やかに

改善措置を講ずるよう貴管下の事業所を指導願いたい。

記

1．情報の把握
事業所の職員は、災害発生直後にテレビ、ラジオ

等の報道による津波情報、気象情報等に関する情報

の収集につとめること。また、事業所の管理者は、

消防機関その他の防災機関との連携を密にし、災害

に関連する情報が事業所に確実に伝わるよう連携体

制を確立すること。さらに事業所内の職員にも速や

かに情報を伝達し、避難体制を整えること。

2．指揮組織の確立
災害時に備え事業所は、地震防災応急対策等を迅

速かつ的確に実施するための指揮機能を有する組織を

事業所内に設置し、組織の構成、任務分担を定めてお

くこと。なお、指揮命令を行う要員が不時の欠員にな

ることも想定されることから、代替要員や夜間にお

ける対応、電話等通信機能が不能になった場合の対

応等についても各事業所であらかじめ定めておくこと。

3．防災管理体制の整備
事業所の管理者は、事業所の実態に即した防災管

理体制の整備を図るとともに、全職員の責任分担を

明確にし、非常事態発生の際には迅速かつ円滑に機

能するよう確認を行うこと。

データファイル②

介護保険施設等における防災対策の強化に
ついて

平成２４年４月２０日
厚生労働省
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こうしたことから、介護施設等においては、施設

が被災した場合、介護環境を確保できる他の同種又

は類似の施設に利用者を避難させる必要がある。

2．避難施設確保の準備
（ 1）他施設との協定締結

介護施設等は、避難の必要が生じた場合に迅速

かつ安全に利用者の避難が行えるよう、あらかじ

め都道府県内や近隣の都道府県の同種又は類似の

施設と相互の避難と受入れに関する災害協定を結

んでおく。

（ 2）都道府県への登録
介護施設等は、災害協定を締結した場合には、

その内容を都道府県に登録する。

3．災害発生時の対応
（1）被災施設は、災害協定に従い、受入施設に受

入れの要請を行う。受入れが行われた場合には、

都道府県に報告する。

（2）都道府県は、施設相互の災害協定で対応でき

ないと判断した場合には、管下の関係団体や旅

館、ホテル等に協力を要請するとともに、他都

道府県とも広域的な調整を行う。

なお、東日本大震災のように都道府県域を越

える大規模災害が発生した場合には、国におい

ても広域的調整を行う。

4．避難に当たっての留意点
（1）受入先の施設の種別は、被災施設と同一の施

設種別であることが望ましいが、地理的な事情

（避難に時間がかかるため利用者に多大な負担

がかかる等）がある場合には、種別が異なって

も近隣の施設への避難も検討する。

（2）利用者を避難させる際には、利用者の健康状

態に特に留意し、必要に応じて医療の確保等を

行う。

5．被災施設の利用者を受入れる際の留意点
利用者を受入れる施設においては、既存スペース

の活用を図るとともに災害時には、定員を超過して

も差し支えない。

（別紙 2）

介護職員等の応援派遣

災害が大規模であり、復旧まで長期化が予測される

状況では、定員を超えて被災施設の利用者を受入れて

いる状態や職員の多くが被災又は疲労している状態が

続き、必要な職員数が確保できない事態となることが

予想される。

こうした状況に備え、災害時における都道府県域を

越える介護職員等の応援派遣の体制（災害派遣介護チ

ーム）について整備する。

1．支援職員の派遣・受入体制の事前準備
（ 1）介護施設等や介護サービス事業所、居宅介

護支援事業所等

ア 災害時の派遣要請に速やかに対応できるよう、

あらかじめ派遣可能な要員の職種別の人員数を連

絡調整担当者とともに、都道府県に登録する。

イ 派遣要請から出動準備が整うまでを想定した訓

練を実施する。

（ 2）都道府県

ア 職員の派遣・受入れが円滑に行えるよう、組織

内の指揮命令系統を明確にする。

イ 支援職員の確保、支援活動に必要な物資の確保

などにあたり、関係団体の協力が得られるよう、

関係団体と災害時の協力協定等を締結する。

ウ 管内の施設等の被災状況、職員の不足など様々

な情報を把握するため、管内市区町村及び関係団

体の協力を得て、情報伝達の体制を整備する。

2．大規模災害発生時の対応
（ 1）被災都道府県の対応
ア　調整窓口の開設

被災都道府県は、介護施設等への災害派遣介

護チームの調整窓口を開設し、市区町村、管下
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事 務 連 絡

平成24年 4 月20日

都道府県

各　指定都市　介護保険担当主管部（局）御中

中 核 市

厚生労働省老健局総　 務　 課

高齢者支援課

振　 興　 課

老人保健課

大規模災害時における被災施設から他施
設への避難、職員派遣、在宅介護者に対す
る安全確保対策等について

平成23年 3 月11日に発生した東日本大震災は、死

者約16000人、行方不明者約3000人に及ぶなど被害

が甚大で、被災地域が広範囲に及び極めて大規模なも

のであるとともに地震、津波、原子力発電施設の事故

による複合的なものとなった。介護保険施設等も甚大

な被害を受け、全壊・半壊した施設が 52カ所、入所

者・職員等の死亡者、行方不明者、けがをした者も多

数となっている。

これを受け、厚生労働省老健局では、老人保健事業

推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）を民間

の研究団体に助成し、大規模災害時における被災施設

から他施設への避難、介護職員等の応援派遣、在宅要

介護者の安全確保策等について、研究を行った。

このたび、この研究成果がまとまったので、配布

する。

また、この研究内容を基に、別紙のとおり、大規

模災害時における①被災施設から他施設への避難、

②介護職員等の応援派遣、③在宅要介護者の安全

確保策のそれぞれについて、対策の骨子を整理し

た。

各自治体においては、これらを参考に、地域の実情

に応じて工夫を加えるとともに、事業者団体とも協議

の上、大規模災害時における対策を講じられたい。都

道府県においては、管下市町村にも情報提供願いたい。

なお、詳細な報告書については、下記ホームページ

を参照されたい。

（平成24年 4 月下旬掲載予定）

http://jp.fujitsu.com/group/fri/report/elderly-

health/2011support.html

（別紙 1）

被災施設から他施設への避難

1．利用者の安全を確保するための避難施
設等の確保
今回の東日本大震災のような大規模災害で施設や

設備が大きく被災し、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設等の施設での生活が継続できないような場

合には、学校の体育館等への緊急避難では、介護に

必要な設備等もないため、生活を継続することが困

難な状況も見られた。

データファイル③

大規模災害時における被災施設から他施設
への避難、職員派遣、在宅介護者に対する
安全確保対策等について

平成２４年４月２０日
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を担うよう、協力要請を行う。

東日本大震災においても福祉避難所を設置し、

災害時要支援者の支援を行ったところである。つ

いては、都道府県、市区町村はあらかじめ福祉避

難所として利用可能な施設に関する情報及び福祉

避難所の指定要件等を踏まえ、福祉避難所として

指定する施設を選定しあらかじめ指定しておくこ

ととする。

（詳しくは、以下の「福祉避難所設置・運営に関

するガイドライン」を参照）

http://www.jrc.or.jp/saigai/shiryo/index.html

（2）災害発生時の対応
在宅要介護者安否確認事業者は、担当する区域

内の在宅要介護者宅を訪問し、逃げ遅れている者

がいないか等の安否確認、適切な避難場所への避

難誘導を行う。

2．避難所における要介護高齢者への支援
（1）市区町村は、災害が発生し、避難所が設置され

る事態に至ったときは、避難所に避難している要

介護高齢者の状況を把握し、以下の措置を講じる。

ア 入院等医療を提供する必要がある場合は病院等

への搬送

イ 一般の避難所では、生活を継続していくことが

困難と思われる場合は、本人・家族等への説明を

行い福祉避難所への誘導

ウ 在宅介護サービスが必要な要介護高齢者が避難

所で避難生活を続ける場合には、避難所を居宅と

見なして介護事業者による継続的な介護サービス

を提供

エ 重度の要介護状態で福祉避難所等での対応が困

難な場合は、短期入所サービスの利用や介護保険

施設への入所の斡旋

オ 今まで受けていた介護サービス事業者による継

続的な介護サービスが難しい場合には、他の事業

者によるサービスが継続できるよう斡旋する。

カ 避難所生活の長期化や生活環境の変化により生

活機能の低下等が防止できるような生活不活発病

対策の実施

（2）市区町村は、避難所の要介護高齢者の状況を把

握する際、介護支援専門員、地域包括支援センタ

ー、在宅介護支援センター等の介護専門職に加え、

医療、保健分野等の専門職種と連携して行うこと

が有効である。

（3）市区町村は、避難所の要介護高齢者の状況を把

握するに際し、各種業務団体の協力を仰ぐ場合に

は、複数の団体が同一の避難所の状況把握を重複

して行うようなことのないよう、情報の一元管理

と共有ができる環境を整えることが必要である。
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の介護施設等及び関係団体に調整窓口を開設し

たことを連絡する。

イ　派遣要請

被災都道府県は、被災状況を勘案し、介護施

設等や介護サービス事業所、居宅介護支援事業

所等に対し介護職員等の派遣が必要だと判断し

た場合は、隣接の都道府県に対し、災害派遣介

護チームの派遣を要請する。

要請にあたっては、派遣先となる施設ごとに、

当面 1 ヶ月間の派遣希望人数、派遣希望職種

とともに、派遣に関する留意事項を整理し、隣

接都道府県に連絡する。

（ 2）被災都道府県に隣接する都道府県の対応
ア　調整窓口の開設

隣接する都道府県は、介護施設等への災害派

遣介護チームの調整窓口を開設し、市区町村、

管下の介護施設等及び関係団体に調整窓口を開

設したことを連絡する。

イ　派遣準備

隣接する都道府県は、被災都道府県からの派

遣要請を受けて、あらかじめ準備していた派遣

可能人員数登録簿を基に、人員数を登録した介

護施設等に確認した上で、当面 1 ヶ月間の派

遣可能人数、派遣可能職種を取りまとめ、被災

都道府県の調整窓口との間で、派遣元と派遣先

の施設・事業所を調整する。

ウ　コーディネーターの派遣

派遣開始から 1 ヶ月間は、混乱している状

況であり、現地での支援体制を構築する必要

があることから、現地の市区町村や派遣要請

を行った施設と派遣職員との間の調整役とな

るコーディネーターを一緒に派遣することを

検討する。

3．その他
（1）関係団体が調整役となり、都道府県を経由せ

ずに、施設間の派遣調整を行う場合には、都道

府県が行う派遣調整との重複を避けるため、情

報提供を行うよう、都道府県から関係団体に周

知する。

（2）東日本大震災のように隣接する都道府県間の

調整では対応できない大規模災害が発生した場

合には、国においても広域的調整を行う。

（別紙3）

在宅要介護者等の安全確保策

1．在宅要介護者等の避難体制の整備
（1）事前準備

市区町村は、大規模災害を想定して、あらかじ

め在宅の要介護高齢者等への対応の体制整備に努

めること。

ア 在宅の要介護高齢者の安否確認、避難誘導等の

体制の確保

地域には、要介護状態のため自力避難困難な

高齢者も多く、これらの要介護高齢者を速やか

に安全な避難所へ避難誘導する必要がある。

市区町村長は、あらかじめ区域（例えば中学

校区）を定め、災害発生時に、要介護者の安否

確認、避難誘導、市区町村への状況報告を行う

事業者を指定する。

この事業者としては、地区を担当する地域包

括支援センターや当該要介護者を担当している

居宅介護支援事業所、当該要介護者にサービス

を提供している事業者が考えられる。

また、指定された事業者（在宅要介護者安否

確認事業者）が、その区域で安否確認等を担当

することとなる要介護者の居宅地等の情報を有

しない場合には、個人情報の取扱方法に則り、

当該事業者に情報を提供する。

イ　福祉避難所の指定

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者等

であって一般の避難所での生活が困難と考えら

れる者については、福祉避難所の対象者として

支援することとなっている。

市区町村は、区域内の介護施設等、通所介護

事業所等にあらかじめ福祉避難所としての役割
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平成24年度の介護報酬改定の効果検証や「平成24

年度介護報酬改定に関する審議報告」において、検

討が必要とされた事項等に関する研究を行うための

資料を得ることを目的とする。

2．「平成24年度介護報酬改定に関する審議報告」

において検討が必要とされた事項

○ 認知症にふさわしいサービスの提供を実現す

るため、調査・研究等を進め、次期介護報酬改

定に向けて結論が得られるよう議論を行う。

○ 介護サービスの質の向上に向けて、具体的な

評価手法の確立を図る。また、利用者の状態を

改善する取組みを促すための報酬上の評価の在

り方について検討する。

○ ケアプランやケアマネジメントについての評

価・検証の手法について検討し、ケアプラン様

式の見直しなど、その成果の活用・普及を図る。

また、ケアマネジャーの養成・研修課程や資格

の在り方に関する検討会を設置し、議論を進め

る。

○ 集合住宅における訪問系サービスの提供の在

り方については、適切に実態把握を行い、必要

に応じて適宜見直しを行う。

○ サービス付き高齢者向け住宅や、定期巡回・

随時対応サービス、複合型サービスの実施状況

について、適切に実態把握を行い、必要に応じ

て適宜見直しを行う。

○ 介護事業所、介護施設における医師・看護職

員の配置の在り方については、医療提供の在り

方の検討と併せて、適切に実態把握を行い、必

要に応じて見直しを行う。

○ 生活期のリハビリテーションの充実を図るた

め、施設から在宅まで高齢者の状態に応じたリ

ハビリテーションを包括的に提供するとともに、

リハビリ専門職と介護職との連携を強化するな

ど、リハビリテーションの在り方について検討

する。さらに、リハビリテーションの効果につ

いての評価手法について研究を進める。

○ 予防給付は、介護予防や生活機能の維持・改

善に効果があるものに更に重点化する観点から、

効果が高いサービス提供の在り方について、引

き続き検証・見直しを行う。

3．調査項目（案）

（1）平成24年度改定効果検証

【平成24年度調査実施】

①　サービス付き高齢者向け住宅の実施状況

入居者の属性、居宅サービスや協力医療機

関との連携状況、受入可能な要介護度や医療

の必要性等についての実態調査。

② 定期巡回・随時対応サービスの実施状況

市町村毎の整備状況、要介護度や認知症自

立度などの利用者像と提供サービス内容、オ

ペレーターの資格要件と対応状況等について

の実態調査。

③　複合型サービスの実施状況

市町村毎の整備状況、要介護度や認知症自

立度などの利用者像と提供サービス内容等に

ついての実態調査。

④ 集合住宅における訪問系サービスの提供状

況

集合住宅の介護保険サービスの併設状況、

調査対象住宅に居住する要介護高齢者数、当

該利用者を担当する指定居宅介護事業所数等

についての実態調査。

⑤ 介護老人保健施設の在宅復帰支援機能の検

証

在宅復帰支援機能の高い基本サービス費、

在宅復帰支援機能加算を算定している施設の

具体的な取組みや周辺環境等の実態把握と在

宅復帰機能を高める要素について実態調査。

⑥ 短期入所生活介護等における緊急時のサー

ビスの提供状況

緊急短期入所体制確保加算、緊急短期入所

受入加算等の算定状況、緊急時の状況、緊急

利用者受入促進のための方策等について検証。

（資料 1）

介護報酬改定検証・研究委員会の設置
について

1．目的

平成27年度の介護報酬改定に向けて、平成24年度

の介護報酬改定の効果の検証や「平成24年度介護報

酬改定に関する審議報告」において検討が必要とさ

れた事項に関する実態調査等を行うことを目的とし

て、社会保障審議会介護給付費分科会に介護報酬改

定検証・研究委員会を設置する。

2．検討内容

○　介護報酬改定効果検証

平成24年度の介護報酬改定における個々の改

定が企図した効果を挙げているかについて、実

態調査を行った上で、検証及び分析を行う。

具体的な検討事項は、以下のとおり。

・サービス付き高齢者向け住宅、定期巡回・随

時対応サービスや複合型サービスの実施状況

・集合住宅における訪問系、通所系サービスの

提供状況

・その他、新たに創設した加算の算定状況　等

○ 介護報酬改定調査研究

平成24年度の介護報酬改定において、次期介

護報酬改定に向けて調査・研究を進めることが

必要であるとされた事項について、必要な基礎

資料を得るための調査設計及び集計、分析方法

等について検討を行う。

具体的な検討事項は、以下のとおり。

・認知症に対して現在実施されているサービス

の実態

・介護事業所、介護施設における医師、看護師、

ケアマネジャー等が担っている役割

・生活期において実施されているリハビリテー

ションの実態

・介護予防サービスにおいて、効果が高いサー

ビス提供の現状

・介護サービスの利用実態と区分支給限度基準

額との関係　等

3．委員（公益委員（※介護給付費分科会委員）

及び学識経験者数名で構成）

※大島　伸一（（独）長寿医療研究センター総

長）

※池田　省三（地域ケア政策ネットワーク研究

主幹）

※田中　滋（慶應義塾大学大学院教授）

※村川　浩一（日本社会事業大学教授）

・椿原　彰夫（川崎医療福祉大学教授）

・松田　晋哉（産業医科大学教授）

・松原　由美（明治安田生活福祉研究所主席研

究員）

（資料 2）

平成24年度介護報酬改定検証・研究委
員会における調査の実施について（案）

1．目的

●データファイル⑤　第 1回社会保障審議会介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会資料

介護報酬改定検証・研究委員会の設置に
ついて ほか（抜粋）

平成２４年４月２６日
厚生労働省老健局
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画単位数等

3．介護事業実態調査等

（調査の概要・目的）

各々の介護サービスについての費用等につい

ての実態を明らかにし、介護報酬設定のための

基礎資料を得ることを目的とする。

（調査時期）

・介護事業経営概況調査　改定前々年の 7 月 1

日（公表時期は年末頃）

・介護事業経営実態調査　改定前年の 4 月 1 日

（公表時期は秋頃）

※いずれも前回調査（21年･22年）の実績

（調査事項）

サービスの提供の状況等、居室・設備の状況

等、職員配置、職員給与、収入・支出の状況等

4．介護従事者処遇状況等調査

（調査の概要・目的）

介護報酬改定や介護職員処遇改善交付金が、

介護従事者の処遇改善に反映されているかの検

証を行うための基礎資料を得ることを目的とす

る。

（調査時期）

・平成21年度調査は当該年の10月 1 日（公表時

期は年度末頃）

・平成22年度調査は当該年の 7 月 1 日（公表時

期は年末頃）

（調査事項）

給与等の引き上げ状況、交付金の申請状況等、

給与等の引き上げ以外の処遇改善状況、収支の

状況、加算の状況、従業者の性別・年齢・職

種・勤続年数・実労働時間・賃金等

5．介護保険事業状況報告

（調査の概要・目的）

介護保険事業の実施状況を把握し、今後の介

護保険制度の円滑な運営に資するための基礎資

料を得ることを目的とする。

（調査時期）

毎月（年報の公表時期は翌々年の夏頃）

（調査事項）

第1号被保険者数、要介護（要支援）認定者数、

介護サービス受給者数、保険給付費、特定入所

者介護サービス費、高額介護サービス費等

6．介護労働実態調査

（調査の概要・目的）

事業所における介護労働の実態及び介護労働

者の就業の実態等を把握し、明らかにすること

によって、今後、介護労働者の働く環境の改善

と、より質の高い介護サービスの提供に資する

ための基礎資料を得ることを目的とする。

（調査時期）

毎年の10月 1 日（公表時期は翌年の夏頃）

（調査事項）

法人、従業者数、採用者数・離職者数、従業

員の過不足の状況等

【平成25年度調査実施】

①　20分未満の身体介護の提供状況

サービスの利用実態、利用時間帯別の具体

的なサービス内容について実態調査。定期巡

回・随時対応サービスの実施状態と併せて検

証。

②　リハビリ職と介護職との連携の実施状況

リハビリ職と介護職との連携を評価した生

活機能向上連携加算について、具体的な取組

みと課題について実態調査。

（2）調査研究

【平成24年度調査実施】

① 要支援者の状態像と介護予防サービスの提

供に関する実態調査

要支援者の状態像として、ADL、IADL、

認知機能、疾病の状況、生活環境について、

また、サービスの提供実態として、具体的な

サービス内容、提供時間等について実態調査。

② 認知症に対して現在実施されているサービ

スの実態調査

要介護度に応じたグループホーム等でのサ

ービス提供の実態、利用者の状態とふさわし

いケア内容について実態調査。

③ 介護事業所、介護施設における医師、看護

師が担っている役割の実態調査

通所介護等の介護事業所や介護老人福祉施

設、介護老人保健施設等の施設における医療

職の勤務実態、医療・看護の提供状況につい

て実態調査。

④ 生活期において実施されているリハビリテ

ーションの実態調査

生活期リハビリテーションの具体的内容、

リハビリテーション・機能訓練のアウトカム

の評価方法について検証。

※ ケアマネジメント、ケアプランについては、「ケ

アマネジャーの資質向上と今後の在り方に関する

検討会」等で検討する。

4．検証・研究の進め方

平成24年 4月26日

・平成24年度介護報酬改定の結果検証に関する

調査項目について議論。

平成25年 3月目途

・平成24年度に実施された調査研究についての

報告と議論。

・平成25年度の調査内容についての検討。

（参考資料 1）平成24年度介護報酬改定について

（略）

（参考資料 2）

介護保険に係る既存の調査について

1．介護サービス施設・事業所調査

（調査の概要・目的）

全国の介護サービスの提供体制、提供内容等

を把握することにより、介護サービスの提供面

に着目した基盤整備に関する基礎資料を得るこ

とを目的とする。

（調査時期）

毎年の10月 1 日（公表時期は翌々年の春頃）

（調査事項）

開設・経営主体、定員、在所者数、利用者数、

従事者数、居室等の状況等、利用者の要介護度、

認知症高齢者の日常生活自立度、障害高齢者の

日常生活自立度等

2．介護給付費実態調査

（調査の概要・目的）

介護サービスに係る給付費の状況を把握し、

介護報酬の改定など、介護保険制度の円滑な運

営及び政策の立案に必要な基礎資料を得ること

を目的とする。

（調査時期）

毎月（年報の公表時期は翌年の夏頃）

（調査事項）

性、年齢、要介護（要支援）状態区分、サー

ビス種類別単位数・回数等、サービス種類別計
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2424

職員基礎研修会・中堅職員研修会

ケアマネジメント実践講座

認知症ケア研修会認知症短期集中リハビリテーション研修（医師対象）

管理者（職）研修会

医師研修会

看護職員研修会

通所リハビリテーション研修会

24 リハビリテーション研修会

安全推進セミナー（ひやりはっと分析と苦情対応）

介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座

第23回全国介護老人保健施設大会　美ら沖縄

研修①「認知症」

研修②「ケアマネジメント実践講座」

研修③「リハビリテーション」

研修④「摂食・嚥下・栄養」

開催地

大阪府

東京都

開催期間

平成24年10月26日（金）

平成24年12月20日（木）

会 場

ホテル大阪ベイタワー

東京ファッションタウン（TFT）ビル

開催地

福岡県

開催期間

平成25年 3月 6日（水）～ 7日（木）

会 場

ヒルトン福岡シーホーク

回 数

第2回

第3回

開催地

大阪府

福岡県

開催期間

平成24年 8月 6日（月）～ 7日（火）

平成25年 1月16日（水）～17日（木）

会 場

ホテル大阪ベイタワー

福岡国際会議場

回 数

第2回

第3回

開催地

福岡県

大阪府

開催期間

平成24年 7月19日（木）

平成25年 2月 1日（金）

会 場

福岡国際会議場

大阪国際会議場「グランキューブ大阪」

開催地

福岡県

開催期間

平成24年 7月19日（木）

会 場

福岡国際会議場

開催地

大阪府

開催期間

平成24年10月27日（土）

会 場

ホテル大阪ベイタワー

開催地

東京都

開催期間

平成24年 9月 3日（月）～ 4日（火）

会 場

TOC有明

開催地

東京都

開催期間

平成24年 9月 3日（月）～ 4日（火）

会 場

TOC有明

開催地

東京都

開催期間

平成24年 9月13日（木）～14日（金）

会 場

品川フロントビル

開催地

東京都

西日本

開催期間

【Ⅰ期】平成24年11月

【Ⅱ期】平成25年 2月

【Ⅰ期】平成24年11月

【Ⅱ期】平成25年 2月

会 場

フクラシア浜松町

フクラシア浜松町

KKRホテル博多

KKRホテル博多

開催地

沖縄県

開催期間

平成24年10月 3日（水）

会 場

沖縄コンベンションセンター　ほか

＊平成24年 5 月15日現在
＊その他の研修会は、日程が決定次第掲載いたします。
＊開催案内は、各研修会開催の１～２か月前をめどに、詳細決定次第、FAXにてご案内いたします。
＊全老健研修申込サイト　http://training.zenroken.net/ からお申し込みください。
＊最新情報は全老健ホームページ　http://www.roken.or. jp/ をご覧ください。
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平成24年6月～7月開催の
実地研修のご案内

Ａコース（基礎実技修得コース）：原則、老健施設勤務 1年以上の会員施設職員を対象
Ｂコース（専門実技修得コース）：原則、老健施設勤務 2年以上の会員施設職員を対象
参加申込：各施設へ直接ご連絡ください。
※下記一覧は、平成24年5月15日現在の日程です。詳細は各施設にお問い合わせください。

Aコース：基礎実技修得コース
受講料：9,450円（税込、3日間）
都道府県名　　　　　　　施設名　　　　　　　　　　　　TEL 事務担当者　　　　　日程　　　　 定員

岩手県

宮城県
山形県
福島県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
富山県
福井県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
兵庫県
島根県
福岡県
熊本県
宮崎県

介護老人保健施設敬愛荘

涌谷町老人保健施設
介護老人保健施設余目徳洲苑
介護老人保健施設エミネンス芦ノ牧
群馬老人保健センター陽光苑
介護老人保健施設きんもくせい
介護老人保健施設やすらぎ
介護老人保健施設ピースプラザ
介護老人保健施設みわ苑
介護老人保健施設福井ケアセンター
介護老人保健施設白梅ケアホーム
老人保健施設みず里
小山田老人保健施設
介護老人保健施設長浜メディケアセンター
老人保健施設アゼリアガーデン
介護老人保健施設向陽りんどう苑
介護老人保健施設昌寿苑
介護老人保健施設ニューライフ須恵
介護老人保健施設清雅苑
介護老人保健施設ひむか苑

019-697-3288 

0229-43-5111
0234-43-2477
0242-92-5111
027-253-3310
048-875-2000
047-426-5715
042-336-5775
076-429-8538
0776-26-5155
053-485-7711
052-302-3600
059-328-2847
0749-65-2011
075-957-1112
078-981-5252
0854-22-3411
092-937-1055
096-345-8112
0985-47-3434

小笠原

高橋
岡部
橋爪
高橋
坂田
羽山
持田
藤田
小竹
土屋
本杉
山本
木
野稲
岸
赤松
西
草野
眞鍋

6/12～ 6/14
7/10～ 7/12
6/20～ 6/22
7/ 4～ 7/ 6
7/25～ 7/27
7/25～ 7/27
7/ 9～ 7/11
6/20～ 6/22
6/19～ 6/21
6/ 6～ 6/ 8
6/27～ 6/29
7/ 3～ 7/ 5
7/23～ 7/25
6/12～ 6/14
6/18～ 6/20
7/18～ 7/20
7/ 9～ 7/11
7/ 9～ 7/11
7/31～ 8/ 2
6/ 5～ 6/ 7
7/ 4～ 7/ 6

5程度
5程度
8
6
10
10
5
10
6
5
10
5
10
10
10
10
10
10
10

受付終了
10

※本研修は職員基礎研修会・中堅職員研修会の修了者に限らず、すべての方が両コースとも参加可能
です。是非ご参加ください。

Bコース：専門実技修得コース
受講料：1日につき3,150円（税込）
都道府県名　　　　　　　施設名　　　　　　　　　　　　TEL 事務担当者　　　　　　日程　　　　 定員
在宅復帰･在宅支援
大阪府
大阪府
リハビリテーション

茨城県

山梨県
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
広島県
認知症
埼玉県
神奈川県
摂食・嚥下（口腔ケア）
千葉県
京都府
大阪府
徳島県
栄養ケア・マネジメント
大阪府
鳥取県
広島県
リスクマネジメント
埼玉県
大阪府
和歌山県
ユニットケア
熊本県

介護老人保健施設サンガーデン府中
介護老人保健施設悠々亭

老人保健施設涼風苑

介護老人保健施設はまなす
介護老人保健施設サンガーデン府中
介護老人保健施設セレーナなとり
介護老人保健施設ベルアルト
介護老人保健施設悠々亭
公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑｣

介護老人保健施設しょうわ
横浜市総合保健医療センターしらさぎ苑

介護老人保健施設メディケアー君津
介護老人保健施設萌木の村
介護老人保健施設サンガーデン府中
介護老人保健施設平成アメニティ

介護老人保健施設八尾徳洲苑
介護老人保健施設いなば幸朋苑
老人保健施設さんさん高陽

介護老人保健施設なでしこ
介護老人保健施設ベルアルト
介護老人保健施設紀伊の里

介護老人保健施設孔子の里

0725-46-2001
072-953-1002

0297-63-0008

0555-83-3285
0725-46-2001
06-6474-9732
072-221-7001
072-953-1002
0848-76-0373

048-718-2111
045-475-0001

0439-50-3111
0774-52-0011
0725-46-2001
088-669-0151

072-991-2291
0857-23-6611
082-845-1211

0494-25-7200
072-221-7001
073-461-8888

0968-38-5666

大谷
吉村

市村

伊藤
大谷
美濃
井尻
吉村
新屋

左山
深谷

清水
清水
大谷
武智

伊藤
長野
上村

大野
井尻
黒崎

齋藤

6/21～ 6/23
7/18～ 7/20

6/ 1～ 7/31
の内2日or 3 日
6/11～ 6/13
6/18～ 6/20
7/13（1日）
7/ 9～ 7/10
6/19～ 6/21
7/23～ 7/26

7/14～ 7/18
6/ 6～ 6/ 8

6/13（1日）
6/ 7（1日）
7/ 2～ 7/ 4
7/10～ 7/12

7/25～ 7/26
7/18～ 7/19
6/19～ 6/20

7/13（1日）
7/23～ 7/24
6/28～ 6/29

6/ 6～ 6/ 8

5
5

3

1
5
8
8
5
10

10
4

4
6
5
10

4
6
3

5
8
6

4
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全 老 健 編 集 パ ン フ レ ッ ト の ご 紹 介
利用者の負担する費用項目をわかりやすくまとめたパンフレット

『介護老人保健施設　利用者負担のご案内』
をご利用ください！

○このパンフレットは、介護保険サービスの１割負担分をはじめ、食費・居住費や日常生活品費、健康管理費など、
ご利用者が支払う費用項目とその内容を、ご利用者やご家族向けにわかりやすくまとめたものです。

○日常生活品費や教養娯楽費といった、解釈にブレが生じやすい項目についてもその内容を明記していますので、費
用徴収の前提となる「利用者への説明と同意」の助けになります。利用開始時の説明資料としてご活用ください。

20部を１セットとして販売します。
全老健会員には特別価格を設定していますので、
ぜひご利用ください。
会員特別価格（税込）：1セット（20部）2,400円
＊会員以外の方は、1セット（20部）4,000円で
の販売となります。
＊販売は、宅配便の「代金引換」で行います。
送料・手数料として1件につき800円（税込）を
申し受けます。
（2セットご購入の場合、2,400円×2＋800円＝
5,600円となります）

お申し込みフォームは、
全老健共済会ホームページ
（http://www.roken.co.jp）をご覧ください。

お問い合わせは、全老健共済会まで。
電話 03-5419-8100
E-mail  info@roken.co.jp
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㈱あい企画

㈱アサツー ディ・ケイ

㈱アサヒコーポレーション

㈱アマノ

㈱アメニティ

㈱ウェルネット

㈱ウエルハーモニー

エコラボ㈱

NDソフトウェア㈱

MSD㈱

エルメッド エーザイ㈱

大塚製薬㈱

オージー技研㈱

㈱オフィスTM

学校法人敬心学園

日本リハビリテーション専門学校

㈱日本公文教育研究会くもん学習療法センター

㈱クリア

㈱厚生科学研究所

酒井医療㈱

サングラフィック㈱

㈱ジェイ・シー・アール

㈱JTB沖縄

シダックスフードサービス㈱

㈱柴橋商会

㈱じほう

㈱社会保険研究所

㈱社会保険出版社

シーユーピー㈱

新日本ウエックス㈱

新日本法規出版㈱

スターフィールド㈱

全国老人保健施設連盟

㈱全老健共済会

㈱損害保険ジャパン

第一保険㈱

大日商事㈱

大和ハウス工業㈱

中央法規出版㈱

㈱提案

東京海上日動火災保険㈱

㈱東経システム

TOTO㈱

東洋羽毛工業㈱

トップツアー㈱

ナガイレーベン㈱

日清医療食品㈱

日東ベスト㈱

㈱日本ケアコミュニケーションズ

日本光電工業㈱

日本電気㈱

ネスレ日本㈱ ネスレヘルスサイエンスカンパニー

パラマウントベッド㈱

㈱ビーシステム

㈱日立システムズ

㈱富士通北海道システムズ・イースト北海道支社

㈱富士データシステム

フーズプロ㈱

フランスベッド㈱

㈱ほくやく

三井住友海上火災保険㈱

ミナト医科学㈱

㈱南日本情報処理センター

㈱明星社

名鉄観光サービス㈱

㈱ヤマシタコーポレーション

ユニ・チャーム㈱

㈲ライズ

㈱リピート

㈱レゾナ

㈱ワイズマン

（平成24年 5月15日現在）
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今年もまた新年度がスタートしました。先日、
某短期大学より介護福祉学科卒業生の「私の介護
観」というレポートが施設へ送られてきました。
その内容を紹介します。
「学校での学びは人としての尊厳を守り日常生
活の自立支援を図る。そして予測や根拠をもった
介護の実践や客観的な観察能力などから御利用者
がその人らしい生きがいのある自律した生活を実
現できるように支えていく。
実習からの学びは入所間もないBPSDのはげし
い認知症の方が実習期間のたった1ヶ月半の間に
多くの職員や他の利用者とのかかわりの中で人間
関係を築き施設での生活に少しずつなじんでいく
姿に接しこれこそ私がのぞむやりがいのある仕事
だと胸が熱くなった。
私のめざす介護はその方の尊厳を重んじその方

が望むその人らしい生きがいのある自律した生活
を支え、いつでも安心感を抱いていただけるよう
な介護者でありたい。」
こう書かれていました。
政府の推計によると2025年の介護職員の数は、
現在の140万人から100万人程度増やす必要があ
ると言われています。そんななか、たった2年間
という短い学生生活を通じて、「介護とは？　福
祉とは？」を学び、夢ややりがいを感じ、目を輝
かせ、慢性的な人手不足のなか、老健施設を職場
として選んでくれた新入職員を、先輩職員はどの
ように包み込んでくれるのか？　少しでも期待に
応えるように、寄り添ってくれるのか？
新年度が来るたびに、新入職員の笑顔が気にな
る今日この頃です。

（上條節子）

編 集 後 記
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